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（注１）1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。 
（注２）2030年の「新エネ」は水力を含んだ数値となっている。 （出典）総合エネルギー統計より作成 

水力から
石炭 

脱石油。 ガスと原子力の開発に。   石炭の再評価。  温暖化の要請から原子力重視へ 
 

世界最高の省エネ国家へ。 

石炭から石油へ 
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（出典）資源エネルギー庁「電源開発の概要」、「電力供給計 画の概要」を基に作成 

  水力から 
  石炭 

脱石油。 ガスと原子力の開発に。  石炭の再評価。     温暖化の要請から原子力重視へ 
 

世界最高の省エネ国家へ。 

石炭から石油へ 
 

これからの 
選択 
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2014年（第4次エネ基） 変化（2013年→2016年） 

構
造
的
課
題 

海外資源への依存 • ほとんどのエネルギー源を輸入に依存 • 自給率：６％ → 8％ 

中長期的な需要構造 
• 人口減少による需要減少 
• 技術革新（省エネルギー化） 

• 需要減少：▲1200万kl 
• エネルギー消費効率：5％改善 (推計) 

資源価格の不安定化 
• 需要は先進国から新興国へ 
• 長期的な資源価格の上昇傾向 

• 需要は、先進国は横ばい、新興国は約5%増 
• 2030年原油価格想定(IEA)：121→111ドル/バレル 

世界の温室効果ガス排出量の増大 
• 世界全体の排出量は増加の一途 
• 世界全体の排出量の6割が新興国 
• 世界全体での大幅削減が必須 

• 世界CO2排出量：横ばい傾向だが要注視 
• 新興国の排出割合：６割 
• 2050年までに世界で40-70％の削減(2010年比) 

震
災
前
後
か
ら
顕
在
化
し
た
課
題 

福島事故による被害と原発への安全性
への懸念 

• 約14万人が避難 
• 廃炉（汚染水、燃料取り出し、デブリ取り出し等）には腰

を据えた取り組みが必要 
• 世界で最も厳しい水準の規制基準に基づく、規制委による

厳格な審査 

• 避難者：約14万人→約６万人(2017年6月) 
• 安全・着実な廃炉に向けロードマップを策定し、前進 
• 現在までに5基が許認可プロセスを終え、再稼働の段階に 

化石燃料依存の増大、国富流出、供
給不安 

• エネルギー自給率の急落（6％） 
• 電源の化石依存9割 
• 原発停止の火力焚き増し費用3.6兆円 
• 中東依存度：原油83％、ＬＮＧ30％ 

• 自給率：６％ → 8％ 
• 電源の化石依存：９割 → ８割 
• 原発停止の火力焚き増し費用：1.3兆円(2016年推計) 
• 中東依存度：原油82％、ＬＮＧ26％(2015年) 

電気料金上昇、エネルギーコストの地域
間格差 

• 標準世帯の料金が震災前から2割程度上昇 
• 再生可能エネルギー発電促進賦課金：0.75円/kWh 
• 米国の天然ガス価格は、ＥＵの1/4、日本の1/6 

• 電気料金：１割程度上昇（2016年） 

• 固定価格買取：36円/kWh → 24円/kWh 
• 米国の天然ガス価格：ＥＵの1/2、日本の1/3(2016年) 

我が国の温室効果ガス排出量急増 • 電力部門のCO2排出原単位の悪化 • 電力CO2排出原単位：0.57→0.50kg/kWh(推計) 

供給体制に関する問題 

• 広域系統運用ができず、供給不足に 
  （計画停電、使用制限、節電要請） 
• 東西間等の地域間連系線の容量不足 
• 石油・ＬＰガスの供給インフラの被災時の脆弱性 

• 2015年まで節電要請を実施 
• 東西間等の地域間連系線の増強 
• 石油・LPガスの供給インフラを強靱化 

行政・事業者への信頼低下 
• 情報共有の在り方、地元のコミュニケーションに関する問題

意識の不足 
• シンポジウムを多数開催するなどコミュニケーションに注力 

需要動向の変化 
• コージェネの増加 
• 電気料金上昇による節電行動 

• コージェネの導入量(年度末)：1003万kW→1050万kW 
• 節電行動の定着 

地政学的構造変化 
• 中東不安定化（アラブの春、イラン核開発疑惑） 
• シーレーン上の緊張（南シナ海領有権問題） 

• 中東は引き続き不安定（サウジ等がカタールと断交等） 
• シーレーン上の緊張は継続（南シナ海等） 

シェール革命による需給構造変化 
• 北米の化石燃料自立化（ガスシフト、石炭輸出増） 
• 中国を中心としたアジアの需要増大・中東依存深化 

• 北米の化石燃料生産量が増加 
• アジアの需要は増大 

世界的な原子力の導入拡大 • アジアを中心とした地域で原子力利用拡大の動き • 建設中・計画中合わせ、中国：60基、インド：25基 

我が国のエネルギー需給構造が抱える課題～課題の内容は、3年前から大きな変化なし～ 
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エネルギー基本計画等の基本的な方針と講ずべき主な施策 

①福島 
復興 

②再エネ 

③省エネ 

④原子力 

⑤火力・ 
燃料利用 

⑥資源・ 
セキュリティ 

⑦システム 
改革 

エネルギー政策 
再構築の出発点 

1F事故を真摯に反省し、福島 
の再生・復興に全力で取組む 

位置づけ 基本的な方針 講ずべき主な施策 

重要な低炭素の 
国産エネルギー源 

低炭素かつ準国産の 
重要なベースロード電源 

徹底した省エネルギー社会
を実現 

安定的な資源確保を行い、 
国内供給網を強靱化 

導入を加速し、中長期的な
自立を目指す 

高効率火力を有効活用し、 
石油・LPガス産業を再構築 

システム改革の断行による 
産業構造改革及び新市場の
創出等による成長戦略の実現 

合理的な需給構造 
実現等の重要手段 

効率的・安定的な 
利用が重要 

化石燃料依存が 
高まる中、重要 

エネルギー産業構造
の大転換の起爆剤 

○福島第一原子力発電所事故への対応 
○原子力被災者支援 

○産業・業務部門、運輸部門、家庭部門 
  における省エネルギーの強化 

○化石燃料の効率的・安定的な利用 
○燃料調達の改善 

○安定的な資源確保 
○国内エネルギー供給網の強靱化 

○競争を通じた最大限の料金抑制やサービス
の多様化等を推進するための電力・ガスシ
ステム改革の着実な実施と更なる推進 

○再エネの導入加速 
○水素社会の実現 

原発依存度は可能な限り低減 
安全性が確認された原発の再稼働 

○安全性の向上・防災対策の強化 
○競争環境下でも廃炉等の課題に対応可能  
  な事業環境の整備 
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①福島復興 
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施策フレーム（総括）①福島復興 
 

 着実な事故対応を継続。 
 避難指示解除から、本格復興に向けて官民を挙げて支援を強化。 

エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

福島第一原子力発電所
事故への対応 

廃炉・汚染水対策 
中長期ロードマップ等に基づく措置
を実施 

•中長期ロードマップの第一期が完
了（2013年11月） 

•第二期の作業が進捗中（使用済
燃料取り出し、燃料デブリ確認） 

•原賠機構法改正（廃炉業務追加、
事故事業者の積立金制度、立入検
査） 

•廃炉：使用済み燃料取り出しの
開始、燃料デブリ取り出し方針決
定 

•汚染水：３つの基本方針（近づ
けない、漏らさない、取り除く）の
下、汚染水対策の推進 

原子力損害賠償 
十分な賠償 

•要賠償額：8兆3,664億円
（2016年12月時点） 

•賠償実績：7兆107億円 
（2017年3月時点） 

•引き続き適切かつ迅速な賠償に
努める 

東京電力と国の役割分担、
東電改革 

•福島原発事故に関連して確保す
べき資金（22兆円）の負担ス
キームの提示 

•福島への責任を果たすための東電
改革提言のとりまとめ 

•福島事業を東京電力存続の原点
とおいた経済事業と福島事業との
ブリッジの構築 

避難指示解除の加速 •帰還困難区域と一部を除き避難
指示解除 

•帰還困難区域内に特定復興再
生拠点区域を設置し、取組加速 

福島の再生・復興 被災事業者の自立支援、風
評被害対策 

•福島特措法改正（官民合同チーム
体制強化、風評被害払拭に向けた実態
調査、指導助言等の措置） 

•引き続き、支援の充実を図る 

復興支援 •新産業創出（福島イノベーションコー
スト構想、福島再エネ構想） 
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施策フレーム（詳細）①福島復興 ～これまでの取組と成果～ 
 

 オンサイト：１Ｆの安全・着実な廃炉に向け、ロードマップを策定し、前進。 
 オフサイト：避難指示解除が進展し、復興に向けた政策実行に着手。 

実行した政策 成果 

スケジュール ・中長期ロードマップの策定 ・策定(11年12月) 
・改訂（1回目:12年7月、2回目:13年6月、3回目:15年6月） 

廃炉対策 ・使用済み燃料取り出しに向けた取組の推進 
・燃料デブリ取出しに向けた炉内状況把握や技術開発等 

・４号機の使用済み燃料取り出し 
・１号機から３号機における炉内状況把握のための取組の進展 

汚染水対策 ・３つの基本方針（近づけない、漏らさない、取り除く） 
に沿った予防的・重層的な取組 
 －サブドレン稼働、凍土壁造成 
 －海側遮水壁設置、溶接型タンクの増設 
 －多核種除去設備（ALPS）等による汚染水浄化 

・建屋への地下水流入量 約400t/日→約120t/日 
・周辺海域の放射性物質濃度  
  約１万Ｂｑ/Ｌ→検出限界値（0.7Ｂｑ/Ｌ）未満 
・敷地境界の追加的な実効線量  
    約11ｍＳｖ／年→1ｍＳｖ／年未満 

実行した政策 成果 

避難指示の解除と 
帰還・復興の加速化  

・復興庁や環境省などの各省庁と連携し、避難指
示解除や帰還等に向け支援 

・双葉町と大熊町を除いた全ての避難指示解除準備区域と 
 居住制限区域の避難指示の解除 

福島イノベーション・
コースト構想の推進 

・企業立地補助金等を活用した企業誘致 
・福島特措法改正による推進体制強化等 

・企業立地補助金等により、福島県全域で522件、2,305億 円
を交付決定（平成29年6月末時点） 
・改正福島特措法に基づく福島復興再生協議会の分科会、関係
閣僚会議の設置 

事業・なりわいの 
再建 

・福島相双復興官民合同チームの創設及び体制
強化 

・4,700者を超える事業者訪問、コンサルティング支援724事業
者、設備投資等支援615事業者を実施(平成29年7月末時点) 

農林水産物等の  
風評被害の払拭 

・「福島県産農林水産物の風評被害払拭対策協
議会」を創設し、農水省、復興庁と連携した風評
被害払拭に向けた活動を実施 

・DVDを31カ国の要人に手交、YouTubeで日本語版動画が
5580回再生（29年7月27日現在） 

＜オンサイト＞ 

＜オフサイト＞ 
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更なる課題 今後の取組・方向性 

スケジュール 中長期ロードマップに基づく対策の安全かつ着実な実施 中長期ロードマップの進捗状況を踏まえた改訂 

廃炉対策 ・使用済み燃料取り出し 
・燃料デブリ取出し 

・廃炉実現に向けた研究開発支援等の継続的な実施 
・燃料デブリ取り出し方針の決定（2017年9月目途） 

汚染水対策 ・汚染水発生量の更なる低減 
・多核種除去設備（ALPS）等処理水の取扱い 
・建屋内滞留水の処理 

・凍土壁閉合による建屋流入量の抑制 
・多核種除去設備（ALPS）等処理水の長期的な取扱いの決定
に向けた社会的な観点も含めた総合的な検討 
・2020年内に建屋内滞留水の処理完了 

更なる課題 今後の取組・方向性 

避難指示の解除と 
帰還・復興の加速化  

・避難指示解除後の更なる復興加速化 
・帰還困難区域の復興・再生 

・復興庁等の各省庁と連携した生活支援を実施 
・帰還困難区域内に特定復興再生拠点区域を設置し取組加速 

福島イノベーション・
コースト構想の推進 

・産業集積の実現 
・プロジェクト具体化など構想の更なる推進 

・企業立地、地元企業の参画を通じた産業集積の実現 
・改正福島特措法に基づく福島復興再生協議会の分科会や 
 関係閣僚会議等の新たな枠組み下での構想の推進 

福島新エネ社会構
想の推進 

・福島イノベーション・コースト構想における再エネ等
の取組加速化 
・福島全県を、未来の新エネ社会を先取りするモデ
ル創出の拠点に 

・送電網増強等による福島県における再エネ導入拡大 
・再エネ由来水素を活用した水素社会の実現に向けたモデル構築 
・スマートコミュニティの構築とその全県大への展開 

事業・なりわいの 
再建 

・福島相双復興官民合同チームと連携した、原子
力被災地域の事業再開等への支援の実施 

・官民合同チームの体制強化等を通じた継続的な取組 

農林水産物等の  
風評被害の払拭 

・農林水産物等の風評被害の払拭の実現 ・風評払拭対策協議会を通じ、農林水産省、復興庁、福島県等
と連携して風評払拭や販路の回復・拡大に向けた取り組みを強化 

＜オンサイト＞ 

＜オフサイト＞ 

施策フレーム（詳細）①福島復興 ～更なる課題と今後の方向性～  
 福島の復興・再生に向け、政府の最重要課題として、引き続き全力を尽くす。 
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福島復興加速指針（2013年12月） 
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福島復興加速指針の改定（2015年6月） 
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＜策定の経緯＞ 
 原子力災害からの福島復興の加速に向けて（閣議決定 平成25年12月20日） 

 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂（閣議決定 平成27年６月12日） 

 今回、福島の復興の加速に向けて、地元の御要望や与党の提言なども踏まえ、新たに基本指針を策定 

１．避難指示の解除と帰還に向けた取組を拡充する 

○総合的・重層的な防護措置の取組、生活支援相談
の充実など、帰還に向けた安全・安心対策 

○復興の動きと連携した除染の推進及び中間貯蔵施
設の整備等 

○29年3月までの解除に向けあらゆる施策を総動員 

○帰還する方々への生活環境整備及び当面帰還でき
ない方々への支援                 等 

 ２．帰還困難区域の復興に取り組む 

○特定復興拠点を整備する計画等を盛り込んだ福島
特措法の改正法案の国会への提出。 

○整備計画の下で除染とインフラ整備を一体的に行う仕
組みの整備。 

 

○整備計画の実施に係る費用の負担については 

 ・将来にわたって居住を制限することを原則とした区域と
して設定され、東京電力がすでに賠償を行ってきたこと 

 ・こうした中、地元からの要望や与党からの提言等を踏
まえ、政府は新たに住民の居住を目指す復興拠点を
整備する方針を示したこと 

 ・復興拠点の整備は、国の新たな政策決定を踏まえ、
新たなまちづくりとして実施すること 

 から東京電力に求償せず、国の負担により実施。 

○除染・解体は除染特措法に基づく事業とは区別して
整理したうえで国が実施。 

○インフラ整備事業は国において必要な措置を講じ、市
町村等で実施。 

○避難先におけるきめ細かな生活支援の取組を継続的
に後押し。                     等 

原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針①（2016年12月） 
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３ 新たな生活の開始に向けた取組等を拡充する 

○福島イノベーション・コースト構想の推進のため、福島特
措法に同構想を位置付け。 

○「福島新エネ社会構想」をとりまとめ、構想の実現に向け

た取組を推進。 

○まちの復興等の帰還環境整備に取り組む法人の福

島特措法への位置付け。            等 

４．事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡
充する 

○官民合同チームが継続的・持続的に活動できるよう、

福島相双復興推進機構を福島特措法に位置付け。 

○帰還困難区域の事業者の事業再開の後押しに向け

てご事情に配慮した適切な措置。 

○流通段階の風評被害の実態等の調査とそれに基づく
適切な措置を行うこととし、その旨を法的に位置づけ。 

○農林業賠償等について、国は、東京電力に対し、損

害がある限り賠償するという方針の下、適切な賠償等
を指導。                      等 

５．廃炉・汚染水対策に万全を期す 

○安全確保を大前提に、長期的にリスクが確実に下がる

よう、優先順位を付けて対応。 

○国が前面に立つことが必要な研究開発等を支援。 

○国内外に対し、廃炉・汚染水対策の進捗状況などにつ

いて迅速かつわかりやすく情報を公開        等 

６．国と東京電力がそれぞれの担うべき役割を果たす 

～賠償、除染、廃炉等に関する中長期的かつ安定的な対応～ 

○東京電力は福島への責任を貫徹するため、非連続な

経営改革を断行。 

○これにより廃炉、賠償、除染のための資金を確保すると

ともに、官民合同チームによる取組等に対して、人的・

資金的な点も含め、福島の復興推進に貢献。 

○国は、託送料金の見直し、廃炉に係る資金を管理する

積立金制度の創設など、必要な制度整備を実施。 等 

原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針①（2016年12月） 

12 



 福島復興再生特別措置法第５条に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本
的な方針。 

 これまでの取組による福島の復興の現状や平成29年福島特措法改正法案の内容等を踏まえつつ、今後、福島において重点的に
取り組むべき事項を明らかにする。 

＜趣旨＞ 

 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を速やかに変更しなければならない。（法第５条） 
 福島県知事は、内閣総理大臣に対し、基本方針の変更についての提案をすることができる。（法第６条） 

＜基本方針の見直し＞ 

＜概要＞ 

●避難解除等区域の復興・再生 
・産業の復興・再生、道路等の整備、医療・教育・住宅や心のケアなど生活環境の整備、 
 課税の特例、一団地の復興再生拠点制度、福島相双復興推進機構への国職員派遣、帰還 
 環境整備推進法人の帰還環境整備事業への参画 

●特定復興再生拠点区域復興再生計画 
・道路等の整備、生活環境の整備、課税の特例、一団地の復興再生拠点制度、土壌等の除  
 染等の措置 

●安心して暮らすことのできる生活環境の実現 
・健康管理調査、除染等の措置等、健康増進等の支援、いじめの防止のための対策、 
 医療・福祉サービスの確保、被災者の心のケア 

●原子力災害からの産業の復興・再生 
・農林水産業や中小企業の復興・再生、商品の販売等の不振の調査、職業指導等、観光振 
 興、風評被害対策 

●新たな産業の創出・産業の国際競争力の強化  
・研究開発の推進、企業立地の促進、福島イノベーション・コースト構想及び福島新エネ 
 社会構想に係る取組の推進等 

●関連する復興施策との連携  ・東日本復興特区法・子ども被災者支援法に基づく施策との連携、法テラスの活用  

●その他福島の復興・再生に関し必要な事項  
・鳥獣被害対策、地域公共交通網の形成支援等 
・国、県及び市町村間の連携等 

 原子力災害被災地域では、避難指示解除に向けた取組が進んでおり、本格的な復興のステージへ移行。 
 帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域全てを避難指示解除し、復興・再生に責

任を持って取り組むとの決意の下、可能なところから着実かつ段階的に、政府一丸となって取り組む。 
 原子力災害からの福島の復興・再生は、「復興・創生期間」後も継続して、国が前面に立って取り組む。 

原子力災害からの復興・再生の意義・目標 

※赤字は今回の法改正に伴うもの 各取組の概要 

  福島復興再生基本方針（2017年6月） 
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 福島第一原発の廃炉・汚染水対策は、同原発を所有する原子力事業者であり、事故を起こした東電自らが責任
を持って行うことが大原則。 

 他方、世界でも前例のない技術的に困難な取組であり、国も前面に立って、安全かつ着実に対策を進めていく。 
 具体的には、①体制面の強化（原子力損害賠償支援機構に廃炉支援業務を追加）、②「中長期ロードマップ」

を策定し、定期的に進捗を管理、③技術的難易度の高い研究開発の支援等を実施。 

中長期ロードマップにおける廃炉に向けた工程について 

中長期ロードマップ（2015年6月改訂）の工程 

廃止措置終了までの期間 
（30～40年後） 

第３期 安定化に向けた取組 第１期  
冷温停止状態達成 
・冷温停止状態 
・放出の大幅抑制 

第２期 

2013年11月 
（4号機燃料取り出し開始） 

2021年12月 30～40年後 

使用済燃料プール内の燃
料取り出し開始までの期
間（2年以内） 

燃料デブリ取り出しが開始されるまでの期間 
（10年以内） 

2011年12月 

 
 

【4号機使用済燃料プール内】 

 継続的な注水で、原子炉の冷却 
   維持。 
 窒素封入により水素濃度を抑える 
     等、 原子炉の安定状態を維持。 

継続的に注水・
冷却することで、
安定状態を維持。 

2013年11月18日より、第1 
期の目標とされた4号機使用 
済み燃料プールからの燃料取り 
出しを開始。 
（2014年12月22日完了） 

各対策毎に、直近の目標工程を設定。 

 

【汚染水対策】 
 建屋内滞留水の処理完了 2020年内 

 

【燃料取り出し開始】 
 １号機 2020年度 

 ２号機 2020年度 

 ３号機 2018年度中頃 

 

【燃料デブリ取り出し】 
 取出し方針の決定 2017年夏頃 

 初号機の取出し方法確定 2018年度上期 
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 大枠の目標（青字）を堅持した上で、優先順位の高い対策について、直近の目標工程（緑字）を明確化 

（参考）現行中長期ロードマップ（2015年６月１２日改訂）における目標工程 

全体 廃止措置終了 ３０～４０年後 
  

汚染水対策 建屋内滞留水の処理完了 ２０２０年内 

取り除く  敷地境界の追加的な実効線量を１ｍＳｖ／年未満まで低減 ２０１５年度 

 多核種除去設備処理水の長期的取扱いの決定に向けた準備開始 ２０１６年度上半期 

近づけない  建屋流入量を１００ｍ３／日未満に抑制 ２０１６年度 

漏らさない  高濃度汚染水を処理した水の貯水は全て溶接型タンクで実施 ２０１６年度早期 

滞留水処理  建屋内滞留水中の放射性物質の量を半減 ２０１８年度 

燃料取り出し 使用済燃料の処理・保管方法の決定 ２０２０年度頃 

 １号機燃料取り出しの開始 ２０２０年度 

 ２号機燃料取り出しの開始 ２０２０年度 

 ３号機燃料取り出しの開始 ２０１７年度 

燃料デブリ 
取り出し 

号機毎の燃料デブリ取り出し方針の決定 ２０１７年９月目途 

初号機の燃料デブリ取り出し方法の確定 ２０１８年度上半期 

初号機の燃料デブリ取り出しの開始 ２０２１年内 

廃棄物対策 処理・処分に関する基本的な考え方の取りまとめ ２０１７年度 
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◇ 現行の中長期ロードマップに盛り込まれた対策については、一部に遅れはあるものの、概ね対策は着実に
進捗している。 

◇ 中長期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に検証を加えながら見直す
こととしている。 

◇ 見直しにあたっては、以下を踏まえる必要がある。 
   ○ 本年９月を目途に「号機毎の燃料デブリ取り出し方針」を決定すること 
   ○ 廃棄物について、今年度内に、「処理・処分に関する基本的な考え方」を取りまとめること 
   ○ その他の対策も、進捗状況を踏まえ、新たな目標の設定や追加すべき対策の実施等により、進捗を加速させること 
◇ また、燃料デブリ取り出し分野や廃棄物分野を中心に、機構の「技術戦略プラン」の内容も踏まえる。 

機密性３ 中長期ロードマップ見直しの考え方 

＜見直しの考え方＞ 
 
全体      リスク低減や安全確保の考え方を堅持 
（構成、リスク低減や安全確保の考え方等） 
 
 汚染水対策     これまでの対策の実施状況を踏まえ、 
      より着実に進めるための課題を明確化 
 
 使用済燃料取り出し    足下の進捗状況等を踏まえ、 
      今後の作業工程を検証 
 
 燃料デブリ取り出し    機構の「技術戦略プラン」を踏まえる形で 
      「燃料デブリ取り出し方針」を決定し、反映 
 
 廃棄物対策     機構の「技術戦略プラン」を踏まえる形で 
      「基本的考え方」を取りまとめ、反映 
        
 その他      進捗状況を踏まえて見直し 
 （労働環境、研究開発・人材育成、 
  国際、コミュニケーション等）           

『液体廃棄物については、地元関係者の御理解を得ながら対策を実施することとし、海洋への安易な放出は行わない。
海洋への放出は、関係省庁の了解なくしては行わないものとする。』という現行の方針は堅持 
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これまでの取組と成果 
（～2017年3月） 

今後の見通し 

近 
づ 
け 
な 
い 

【2017.3 山側未凍結1箇所を除き凍結中】 
 

 
 
漏 
ら 
さ 
な 
い 

 
 
取 
り 
除 
く 

建屋内滞留水処理 

○一般作業服着用可能エリアの拡大【2016.3】 
＜その他＞ 

○Ｋ排水路の港湾内への付け替え【2016.3】 

○廃棄物の処理処分に関する基本的な考え方のとりまとめ 
 【2017年度内】 

 
 
 

建屋への 
地下水流入量 

 
 
 
 
 
 
 
 

周辺海域の 
放射性物質濃度 
※南放水口付近の
セシウム137の値 

 
 
 
 
 

地下水バイパス稼働 
【2014.5～】 

2017年3月まで約27万㌧排水 

サブドレン稼働 
【2015.9～】 

2017年3月まで約30万㌧排水 

凍土壁（陸側遮水壁）閉合 
 

 
 

タンク内汚染水の処理が概ね完了 
【2015.5】 →累計約76万 m3 

 更なるリスク低減の観点から、ALPS処理を継続 

ALPS処理水の長期的取扱いの検討 
【2016.9多核種除去設備等処理水の 

取扱いに関する小委員会設置】 

トレンチ内汚染水の 
処理が全て完了 

【2015.12】 →累計約1万m3  

海側遮水壁閉合
【2015.10】 

これに伴い地下水ドレンからの
汲み上げを開始【2015.11】 

敷地舗装93%完了 
【2017.3時点】 

約400㎥/日 
（2011.6～2014.5） 

約1万Bq /L 
（2011.3） 
（月平均） 

 
敷地境界の 
追加的な 
実効線量 

 
 
 
 
 

約11mSv/年 
（2012.3） 

1mSv/年未満 
（2016.3達成） 

水ガラスによる地盤改良
【2014.3】 

約300㎥/日 
（2014.5～2015.9） 

１号機タービン建屋を循環注水 
ラインから切り離し【2016.3】 

建屋内滞留水の処理
完了【2020年内】 

溶接型タンクの増設 
【2017.３時点】 

溶接型タンクは約86万㌧ 
（総容量約98万㌧の約9割） 

検出限界値 
（0.7Bq/L）未満 

（2017. 3） 

○廃炉・汚染水対策に従事している作業チームへの感謝状授与【2016.4】 

汚染水対策の進捗と今後の見通し 

復水器内の高濃度汚染水処理 
１号機抜き取り開始【2016.10】 

タンク増設計画 
新規増設やフランジ型タンクのリプレース等により、2020年までに 
約137万トンの溶接型タンクを設置予定。 

フランジ型タンクの処理 
二重堰の設置などの漏えい防止策や側板フラン
ジ部への防水シール材等による予防保全策、1
日4回のパトロール等を実施し、2018年まで使
用を継続。 

 サブドレンの強化 
【2016.10～】 

浄化設備の2系列化・汲み上げ井の復旧、増強、タンクの増設 

建屋滞留水放射性物質の 
2014年度末比半減【2017.1】 

約120㎥/日 
（目標(100m3/日)水準 

概ね達成） 
（2017.3） 

1号機タービン建屋内の床面露出 
【2017.3】 

【2017.3 山側未凍結1箇所を除き凍結中】 
4m盤での汲み上げ量：凍結開始前の日量 
約400トンから約120トン(2017年3月)まで減 

【2016.3 凍結開始】 
【2016.10 海側凍結完了】 
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対策 2015年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃 
料 
取 
り 
出 
し 

 
 
 
1 
号 
機 

 
 
 
2 
号 
機 

 
 
 
3 
号 
機 

 
デ 
ブ 
リ 
取 
り 
出 
し 

１
号
機 

２
号
機 

３
号
機 

引き続き、国内外の叡智を結集し、研究開発を実施。 

燃料取り出し 
 

  ガレキ撤去・除染→遮へい体設置→燃料取り出しカバー設置等 

 
初号機の 
取り出し開始 

 

（参考） 
事故当初の 
オペレーティングフロア 

燃料取り出し 
 

        デブリ取り出し準備 

＜取り出し開始時（2020年度）のイメージ＞ 
ダストの飛散防止対策を実施後、
建屋カバー撤去開始【2015.10時
点で屋根パネルは全て撤去】 

使用済燃料プール内の最大
のガレキ（約25t）を撤去完
了【2015.8】 

「サソリ型」ロボット等内
部調査【2017.1～2】 

＜取り出しプラン（2017年度決定）のイメージ＞ 

燃料取り出し 
 

取り出しプラン選定に先立ち、 
２号機建屋上部の解体箇所の
決定【2015.11】 

オペレーティングフロアへアクセス 
するための構台の設置開始【2016.9】 

オペレーティングフロアの除染完了【2016.6】 
               遮へい体設置完了【2016.12】  

（2020年度） 

（2018年度中頃） 

（2020年度） 

建屋上部 
解体等 

準備工事 

取出装置の設置開始【2017.1】 

  建屋カバー解体→ガレキ撤去・除染等→燃料取り出しカバー設置等 

建屋カバー撤去完了【2016.11】 

「ヘビ型」ロボット内部調査【2015.4】 

前回の調査結果を踏まえた、詳細な 
内部調査を実施【2017.3】 

ロボット内部調査に向けた事前
調査を実施【2015.10】 

楢
葉
遠
隔
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
本
格
運
用
開
始 

【
２
０
１
６.

4

】 

宇宙線ミュオン内部調査【2015.5】 

宇宙線ミュオン
内部調査
【2016.7】 

北 南

水平距離（ｍ）

高
さ

O
P
（ｍ
）

        エンジニア 
        リング作業等 原子炉格納容器内の状況把握／デブリ取り出し工法の検討 

宇宙線ミュオン内部調査（５月～） 

水中ロボットによる内部調査（７月） 

デブリ取り出し方針決定（9月目途） 初号機デブリ取り出し方法確定（上半期） 

＜取り出し開始時（2018年度中頃）のイメージ＞ 

上段・中断・下段のプラグにズレを確認 

廃炉対策の進捗と今後の見通し 
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●居住制限区域、避難指示解除準備区域の解除の経緯 

・平成26年 4月 1日 ：田村市 居住者数：246人(80%)、居住世帯数：86世帯（平成29年4月30日現在） 

・平成26年10月 1日 ：川内村（一部） 

・平成27年 9月 5日 ：楢葉町 居住者数：1,616人(22%)、居住世帯数：854世帯（平成29年4月30日現在） 

・平成28年 6月12日 ：葛尾村 居住者数：135人(10%)、居住世帯数：73世帯（平成29年5月1日現在） 

・平成28年 6月14日 ：川内村 居住者数：2,185人(80%)、居住世帯数：917世帯（平成29年5月1日現在） 

・平成28年 7月12日 ：南相馬市 居住者数：2,152人(22%)、居住世帯数：1,002世帯（平成29年5月12日現在） 

・平成29年  3月 31日 ：飯舘村 居住者数：303人、居住世帯数：153世帯（平成29年5月1日現在） 

                  川俣町 居住者数：139人(12%)、居住世帯数：64世帯（平成29年5月1日現在） 

                  浪江町 居住者数、居住世帯数：集計中 

・平成29年  4月 1日 ：富岡町 居住者数：128人、居住世帯数：86世帯（平成29年5月1日現在） 

• 大熊町：大川原地区（居住制限区域）・中屋敷地区（避難指示解除準備区域）において、28年8月に初の特例宿泊を実
施。秋彼岸（28年9月）、ＧＷ（29年4-5月）においても実施。 

• 双葉町：28年12月20日に「復興まちづくり計画（第二次）」を公表。          

（中野地区（避難指示解除準備区域）においては、まずは新産業創出ゾーンの施設につき、30年頃一部供用開始を目指し、整
備予定。） 

●大熊町、双葉町（町の96％が帰還困難区域(人口ベース)） 

●事故から6年後の平成29年春までに、大熊町・双葉町を除き、全ての居住制限区域、避難指示解
除準備区域を解除。 

避難指示の解除について 

出所：居住者数・居住世帯数は各自治体調べ。％はそれぞれの時点における住民基本台帳ベースの人口に対する割合。田村市、葛尾村、南相馬市、飯舘村、川俣町、富岡町については、旧避難指示解除準備区域・居住制限区域のデータ。川内村は半径

20km圏外を含む全域のデータ。楢葉町は、国による避難指示が出されなかった一部区域を含むデータ。田村市、楢葉町、川内村、南相馬市、富岡町については震災後に転入してきた者等を含む。 
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● 「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」(H28.8.31 原災本部・復興推進会議共同決定)（抄） 
 帰還困難区域のうち、５年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを

目指す「復興拠点」を、各市町村の実情に応じて適切な範囲で設定し、整備する 

 広域的なネットワークを構成する主要道路の整備も行う 

 除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に行う 

 これを実現するため国は、法制度、予算等を措置する      
 
●  H28.8.31 復興推進会議・原子力災害対策本部会議合同会議における総理発言（抄） 

 この基本方針をもとに、帰還困難区域の復興に一日も早く着手する。関係大臣は、地元の意見を踏まえながら年末
を目途に具体策を検討し、関係法案の次期通常国会への提出や、来年度からの必要な予算等の措置に向けて、作
業を進めること。 

 

●  原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針(平成28年12月20日 閣議決定) （抄） 

 特定復興拠点を整備する計画等を盛り込んだ福島特措法の改正法案の国会への提出。 

 整備計画の実施に係る費用の負担については、東京電力に求償せず、国の負担により実施。 等 

 

●  福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年5月12日 成立) （抄） 

 特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設。 等 

帰還困難区域の取扱いについて 
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 平成27年６月に閣議決定された「改定福島復興指針」に基づき、原子力災害による被災事業者の自立支援に取組んでいくため、平成27年８月24日

に、国、福島県、民間の３者の構成による福島相双復興官民合同チームが創設。 

 事業者の個別訪問を実施、専門家によるコンサルティングや国の支援策の活用等を通じ、事業再開や自立を支援。 

 現在、チーム員は総勢263人体制で、福島、南相馬、いわき、東京の計４支部に常駐。商工業者への個別訪問に加え、今年4月から農業者への個別訪

問を実施。 

 今般、福島特措法が改正され、チームの中核である（公社）福島相双復興推進機構に、国職員が派遣されたことで、国・県・民間の職員がより一体的に

業務を行えるよう体制が強化。 

⇒中核組織となる「福島相双復興推進機構（官民合同チーム）」を中心として新体制スタート（平成29年7月1日から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副チーム長 ： 立岡 元経済産業事務次官 

チーム長 ： 福井 （公社）福島相双復興推進機構理事長 

総務調整グループ 

新・官民合同チーム 

(公社)福島相双復興推進機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副チーム長 ： 立岡 元経済産業事務次官 

チーム長 ： 福井 （一社）福島相双復興推進機構理事長 

旧・官民合同チーム 

国 福島県 
(一社※)福島相双 
復興推進機構 

コンサルティンググループ 

企画調整グループ 

営農再開グループ 

福島県 

訪問グループ 企画グループ 

地域・生活支援 
グループ 

事業者支援 
グループ 

営農再開グループ 

国 

官民合同チーム新体制について 

（※）平成２８年１２月、公益社団法人の認定を取得。 21 



（コンサルティング活動） 

人員体制：     65名 

訪問事業者数：  724者 

 

○官民合同チーム創設以来約2年の間に、4,700者の事業者を訪問、うち約3,100者の事業者を再訪問。総訪
問回数は延べ約16,000回。 

○被災事業者のなりわい再建のために、自立支援策（平成27年度補正及び平成28年度当初予算：約241億
円、平成29年度当初予算：約54億円）を活用した支援を実施。 

○チーム内の営農再開グループの体制を強化し、本年4月11日から、農業者への個別訪問を開始。 

（訪問活動） 

事業者連絡者数: 6,620者 

初回訪問者数： 4,700者 

再訪問件数：   3,103者 

 

※ 初回訪問、再訪問、コンサルティング活動による事業者訪問回数の合計 

平成29年7月末時点 

※農業者への個別訪問件数は含まない 

総訪問回数(※) 16,076回 

官民合同チームの活動状況 
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平成２７年度補正：２２８億円（基金） 平成２８年度：１３．２億円 平成２８年度補正：１．５億円 平成２９年度：５４．２億円 

２．設備投資等支援 

○中小・小規模事業者の事業再開等支援 
１２市町村で被災した中小・小規模事業者の自立を集中的に支援し、まち機能の早期回復を
図るため、事業者の事業再開等に要する設備投資等の費用の一部を補助。 
２９年度からは、地元での再開が困難な帰還困難区域等の事業者が、１２市町村外で事業再
開する場合の補助率を3/4とする等の拡充を実施。 

１．人材確保支援 
  ①人材マッチングによる人材確保支援 

・１２市町村内外からの人材確保を図るため、人材コーディネーターに 
 よる人材マッチングを行う。 
・引越等の移転を伴う就職者に対して、支度金を給付。 

  ②被災地における雇用支援（緊急雇用創出事業臨時特例基金にて対応） 

   ・産業施策と一体となった雇用面での支援を行い、産業の早期自立と安定的な雇用の確保を
図るため、被災求職者を雇用した事業者に対して一定額を補助。 

  ③自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金    
  ・福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援。 

従来の製造業に加え、卸、小売業等も対象とするとともに、社宅等も対象。 
 

Ⅰ 事業者の方々に寄り添った訪問・相談支援の強化 

○つながり創出を通じた地域活性化支援事業 
 
地域の人と人のつながり回復を通じ、地域の活性化、さらには産業振興
やまちづくりにも資するような取組（例えば、地元地域の農・商工産品
等を活用した取組、地域の防犯パトロール、技術の伝承など）を行うグ
ループ等の活動を支援。 

Ⅲ 事業を譲渡される方々、事業再開に至らなかった方々の 
 新たな生きがい・やりがい創出  

４．その他 
①商工会議所・商工会の広域的な連携強化 

各商工会議所・商工会が広域的に連携し、官民合同チームと協力しつつ、市町村の枠を
超えた事業者間の連携を促進。また、事業者を対象としたセミナー開催などを実施。 

 

②地域の伝統・魅力等の発信 
地域の魅力や伝統工芸品・特産品等を国内外に発信するために展示会への出展等を行う
事業者等を支援。 

Ⅱ 事業・生業の再開等を行う方々への思い切った支援 

 官民合同チームにおける、専門家による訪問、相談支援体制を強化。コンサルタント、中小企業診断士等の専門家を交えたチームを構築し、事業再開、承継・転業、生活再建等の課題
について、事業者に寄り添った訪問・相談支援を実施。２９年度からは、支援の対象を市町村に拡大。 
 

27年度補正：82億円(基金) 

Ⅳ 事業者の帰還や事業再開を後押しする需要の喚起 

①事業再開・帰還促進事業 

市町村が各々の実情を踏まえ実施する、地元事業者からの購入を促す取組など需要
喚起や住民の帰還を後押しする取組に関して、福島県に造成された基金から市町村
へ交付金を交付。 

②生活関連サービスに要する移動・輸送手段の確保支援 

地元商店による共同配達や医療サービス等の移動・輸送手段等の支援。 

27年度補正：74億円（基金） 

28年度：5億円 

28年度：0.5億円 

28年度：1.6億円 

28年度：1.4億円 

27年度補正：72億円（基金） 

【28年度：320億円（基金）、29年度：185億円（積増）】 

29年度：5億円 

29年度：1億円 

29年度：0.5億円 

29年度：1.6億円 

29年度：38億円（積増） 

29年度：2.3億円 

○原子力災害被災地域における創業等支援事業 

まち機能の回復に向け、新規創業や１２市町村外からの事業展開等に際して必要となる設備投資等に対する補助を行うとともに、投資の活性化に向けた環境を
整備。働く場・買い物をする場など「まち」の機能を早期に回復し、被災事業者によるなりわいの再建等を後押しする。 

Ⅴ 震災後に１２市町村で事業を始める方々への支援 

28年度補正：1.5億円 

28年度：1億円 

３．販路開拓等支援 
   ○６次産業化等へ向けた事業者間マッチング等支援事業 

販路開拓や新ビジネス創出に向けた事業者間マッチングを行うとともに、経営者に伴走
する専門家を派遣。 

28年度：3.7億円 29年度：3.7億円 

29年度：2.1億円 

被災１２市町村の事業者の自立等支援策 
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福島イノベーション・コースト構想について 

■実用化開発プロジェクト 

 平成26年6月、浜通り地域に新たな産業の創出を目指す｢福島イノベーション・コースト構想｣を取りまとめ（座長：内閣府原
子力災害現地対策本部長）。重点分野は、廃炉研究、ロボット開発・実証、エネルギー、農林水産分野等。 

 福島ロボットテストフィールド等の拠点整備を進めるとともに、浜通り地域において地元企業が参画する研究開発プロジェクトに対
する支援等を実施。 

 構想を「改正福島特措法」へ位置付けるとともに、関係閣僚会議の創設や福島県による推進法人の設立など、構想の具体
化・実現へ向けて関係機関が緊密に連携して取り組む新たな枠組を構築。 

１．産業集積の実現 

２．農業プロジェクトの加速 

浜通り地域内外の企業が連携して取り組む技術開発 
プロジェクトの費用を補助。（28年度は44件採択） 

○採択プロジェクト（例） 
 ・エネルギーロスを減少させるUAV実用化開発 
 ・新技術によるレアメタルリサイクル実証 
 ・ICTを活用した高付加価値営農モデルの開発実証 

今
後 

 官民合同チームと連携し、浜通り地域への企業立地を促進する
とともに、進出企業のニーズと地元企業のシーズとのマッチングによ
るビジネス機会を創出。 

今後の方向性 

 無人走行トラクタ、無人ヘリ・ドローン等の先端技術を導入し、 
農業の生産効率や安全性を向上。 

 「改正福島特措法」に基づいて分科会の設置を位置づけるととも
に、関係閣僚会議の創設など、推進体制を抜本的に強化。 

 福島県も、推進法人や県内企業等で構成される協議体を創設。 

避難指示解除の進展に伴う、住民の帰還、事業再開を見据え、 
「福島イノベーション・コースト構想」の更なる推進に向けて、以下に
取り組む。 

福島浮体式洋上ウィンドファー
ム実証研究（福島沖） 

福島ロボットテストフィールド等 
（南相馬市、浪江町） 

楢葉遠隔技術開発センター
（楢葉町） 

廃炉 
研究 

ロボット 
開発・実証 

エネルギー 

現在の主な取組 

■拠点整備（例） 

■福島新エネ社会構想 ■農林水産分野 

無人走行トラクタ等の開発実証
を含む8つのプロジェクトを推進。 

上）無人走行トラクタ実証 
下）農業用アシストスーツ 

福島全県を未来の新エネ社会を先取り 
するモデル拠点とするため、 
 ①再エネの導入拡大 
 ②水素社会実現のモデル構築 
 ③スマートコミュニティの構築  を推進。 

３．教育・人材育成の取組 

４．推進体制の抜本強化 

 浜通り地域の高校の特色を活かした新たな教育プログラムを開発。 
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福島第一
原子力
発電所

福島第二
原子力
発電所

葛尾村

富岡町

浪江町

楢葉町

大熊町

双葉町

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究 
（双葉郡沖） 

ロボットテストフィールド等 
（南相馬市原町区、浪江町) 

ＪＡＥＡ廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟 
（富岡町） 

ＪＡＥＡ楢葉遠隔技術開発センター 
（楢葉町） 

藻類バイオマス・エネルギー実証施設 
（南相馬市原町区） 

新地町、相馬市、浪江町、楢葉町、葛尾村の５
市町村において、スマートコミュニティの構築に向け
た実証事業等を推進 

スマートコミュニティ構築ＦＳ 
（新地町、相馬市、浪江町、楢葉町、葛尾村） 

福島県土着の微細藻類を活用し、国産
バイオ燃料の生産技術を確立 

ロボットの開発・実証のためのロボットテスト
フィールド、国際産学官共同利用施設を整
備 

■災害対応ロボット・ドローン実証施設整備 
■ロボット・ドローン社会実装に向けたシステム、性能

評価基準等の開発 

ロボット関連新規プロジェクト 

平成29年度からは全ての浮体式洋上風力発電設備が稼働し、世界初となる複数
基による本格的な実証事業を実施 

国内外の大学、研究機関、産業界等の英知を結集し、廃炉に係る研究
開発・人材育成等を実施 
 

原子炉格納容器下部の漏えい箇所を調査・ 補修するロボット等の
機器・装置の開発・実証試験や、燃料デブリ取り出しに係る機器・装
置開発、実証試験等の実施 

広野・いわき市勿来の両地点に約54万KWの世
界最新鋭の石炭ガス化複合発電（IGCC）プラ
ントを1基ずつ建設・運用 

石炭ガス化複合発電（IGCC）プロジェクト 
（広野町、いわき市勿来） 

福島新エネ社会構想に基づき、阿武隈山地・沿岸
部の風力発電のための送電線を増強 

阿武隈山地、沿岸部風力発電エリア 

福島 
第一 

原子力災害の教訓等を継承等するための情
報発信拠点 福島 

第二 

情報発信（アーカイブ）拠点施設 
（双葉町） 

燃料デブリや放射性廃棄物などに含まれる難測定核種分析手法等の開発や、燃料デブリや汚
染水処理後の二次廃棄物等の性状把握、処理・処分技術の開発等を実施 

ＪＡＥＡ大熊分析・研究センター 
（大熊町） 

大熊町で被災した水産種苗研究・生産施設の復
旧整備や魚介類の安全性確保のための技術開発
を行う水産研究拠点を整備 
 

水産種苗研究・生産施設（相馬市） 
水産研究拠点（いわき市） 

59万kWのコンバインドサイクル方式発電設備 
2基で構成される天然ガス(LNG)火力発電所整備
プロジェクト 

天然ガス（LNG）火力発電プロジェクト 
（新地町） 

浜地域の営農再開・農業再生を図るための調査研究を現
地環境下において実施 

｢花き｣等食用以外の品目への転換や、 
見せる農業としての花きの振興を推進 

フラワー・コースト創造プロジェクト 
（飯舘村、葛尾村、川俣町 等） 

大熊町大川原地区に20,000㎡のイチゴ栽
培施設を整備 

環境制御型施設園芸構築プロジェクト 
（大熊町 等） 

復興の前提となる環境回復・創造に向け、モニタリング、調
査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流を総合的に
実施 

環境創造センター（三春町） 
環境放射線センター（南相馬市原町区） 

農業総合センター（郡山市） 
浜地域農業再生研究センター（南相馬市原町区） 

浜地域研究所（相馬市） 

福島イノベーション・コースト構想 主な拠点、プロジェクト、関連（研究）機関等 
2017年7月現在 
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福島第一
原子力
発電所

福島第二
原子力
発電所

葛尾村

富岡町

浪江町

楢葉町

大熊町

双葉町

地域復興実用化開発等促進事業 

• ロボット技術等イノベーション・コースト構想の重点分野に
ついて、地元企業との連携等による地域振興に資する
実用化開発等の費用を補助する。 

先端農林業ロボット研究開発事業 

農林水産省関係の取組 

• 浜通り地域における農作業等の超省力化の実現に
向けて、地域条件に適合するロボット等の先端技術
の開発及び改良・実証等を支援。 

• 有人-無人型の自動走行システムを搭載したロボット
トラクターや傾斜の急な法面等の除草管理作業に活
用できる除草ロボット等の開発を行う。 

○  福島イノベーション・コースト構想の実現に向けて、拠点の整備を推進するとともに、地域産業の復興に資する実用化開発等を支援
し、プロジェクトの事業化と具体化を図る。 

共同利用施設（ロボット技術開発等関連） 

• 福島県浜通り地域においてロボット
分野等の先進的な共同利用施設の
整備、設備等の導入等を行う。 

イメージ図 

イメージ図 

ロボットテストフィールド 

経済産業省関係の取組 

実現可能性調査（ＦＳ調査） 

• 今後プロジェクトの具体化を進めて行くに当たり必要な調
査等を実施する。 

• 放射性物質関連の研究や漁業の復興に資する研
究課題に対応するため、研究施設の整備等を支援。 

（ロボットトラクター） （除草ロボット） 

イメージ図 

福島県 

• 福島浜通り地域において、福島県の重点
産業であるロボット分野の地元中小企業
や県外先進企業による産業集積を構築し、
被災地の自立と地方創生のモデルを形成
するため、ロボットテストフィールド及び研究
開発施設等を整備する。 

29年度：13.1億円（51.0億円） 

29年度：12.8億円（21.7億円） 

29年度：69.7億円（69.7億円） 

 29年度：2.0億円（1.0億円） 

29年度：0.9億円（1.0億円） 

29年度：2.9億円（0.4億円） 

福島県水産試験研究拠点整備事業 

福島イノベーション・コースト構想関連予算（平成２９年度予算額 101.4億円（144.8億円）） 
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福島復興特措法（2017年5月）  

• 特定復興再生拠点区域の復興・再生に向けた制度整備、被災事業者の生業の復興・再生を担
う組織の体制強化、浜通り地域の新たな産業基盤の構築、福島県産農林水産物等の風評払拭
等に必要な措置を講ずる。 

 １．特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設  

 市町村長は、帰還困難区域のうち、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」の復興及び再生を推進
するための計画を作成。同計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合、以下の制度等を活用できるようにする。  

 

 

 

 

２．官民合同チームの体制強化  

 

 

 

 

 
 

３．「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化  

 浜通り地域における「福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想」を一層推進するため、同構想に係る取組を推進する区域（福島国際研
究産業都市区域）や当該取組を法定の重点推進計画に記載し、中小企業の研究成果に係る特許料等の減免やロボットの新製品・新技術の開発促進
のための国有の試験研究施設の低廉使用を可能とする。また、「原子力災害からの福島復興再生協議会」の下に分科会を創設し、同構想を関係機関
等が連携・協力して推進するための枠組みを整備する。  
 

４．風評被害払拭への対応  

 福島県産農林水産物等の風評被害の払拭に向け、販売等の実態調査や当該調査に基づく指導・助言等の措置を講ずることを法律に位置付ける。 
  

※このほか、①被災12市町村の帰還環境整備に取り組むまちづくり会社等、②子どもへのいじめの防止のための対策、③地域住民の交通手段の確保
についても、その後押しを行うため、法律に位置付ける。 

 被災事業者の事業・生業の再建を支援する官民合同チーム
（国、福島県、福島相双復興推進機構等から構成）について、
各職員が一元的な指揮命令の下、一体的に業務を行えるよう、
同チームの中核である（公社）福島相双復興推進機構を法律
に位置付け、国の職員をその身分を保有したまま同機構へ派
遣できること等を可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現・官民合同チーム 

国  (長期出張扱い) 

福島県 

福島相双復興推進機構 福島相双復興推進機構 

新体制 

 

旧・福島相双復興推進機構の職員 

国からの職員 （派遣） 

福島県からの職員 

○認定計画に従って除染や廃棄物の処理を国が実施（費用は国の負担）  
〇道路の新設等のインフラ事業の国による事業代行  

○被災事業者の事業再開や新規事業者の立地促進に必要な設備投資等に係る課税の特例 

○全面買収方式により新市街地を整備する「一団地の復興再生拠点整備制度」の適用  
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○CO2フリー水素タウンのモデル創出 
○全県大への展開（ＦＳ調査の実施） 

イノベーション・コースト構想 
エネルギー関連産業プロジェクト 

再エネの導入拡大 

 
○産総研福島再エネ研究所  
・2014年4月開設、郡山市 
 

○福島浮体式洋上風力  
・2013年に2MW、2015年に7MW基を設置・稼動、2016年中に

5MWを設置 
 

○再生可能エネルギー導入支援 
・FITに加えて設備導入を支援 
 

○系統用大型蓄電池実証 
・東北電力南相馬変電所(2016年2月運転開始) 

水素社会実現のモデル構築 

○水素キャリア（MCH）に関する基盤技術研究 
・産総研福島再エネ研究所（2014年～） 

スマートコミュニティの構築 

○復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロ
ジェクトの実施 

再エネの導入拡大 
～更なる導入拡大に向けた送電網の増強等～ 

      水素社会実現のモデル構築 
～再エネから水素を「作り」「貯め・運び」「使う」一気通貫モデルを創出～ 

       スマートコミュニティの構築 
～再エネ・水素活用による復興まちづくりを後押し～ 

取組加速化 
 

成果活用 

○各省予算プロジェクトの福島での集中実施 
○福島発の技術、モデルの国内外への発信 
 ・在京外交団の視察ツアー、水素関連国際会議の開催 

新たな 
取組 
の展開 

福島全県を未来の新エネ社会を先取りする 
モデル拠点 

○阿武隈、双葉エリアの風力発電のための送電線増強 

○再エネを活用した大規模水素製造（世界最大１万ｋＷ級） 
○次世代の水素輸送・貯蔵技術の実証（東京2020オリパラ競

技大会期間中の活用） 
○水素利用の拡大 

・水素ステーション整備の支援、FCV、FCバス、FCフォークリフトの導入拡大 

 イノベーション・コースト構想における再生可能エネルギー等のエネルギー分野における取組みを加速し、 
その成果も活用しつつ、福島復興の後押しを一層強化するべく、福島全県を未来の新エネ社会を先取りするモデ
ルの創出拠点とすることを目指す。（2016年9月7日／福島新エネ社会構想実現会議） 

福島新エネ社会構想  
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• 従来のテレビCM等を活用したＰＲに留まらず、生産・流通・販売の全段階において、風評の払拭に向けた対
策を抜本的に強化。 

 国・県・ＪＡで連携し、風評被害の実態や施策の効果を継続的に検証し、有効かつ具体的な施策を実施する観点
から、本年２月に設置。 
 流通実態調査の進め方、「どこに行けば福島産の農産品を買えるか」という効果的な情報発信のあり方等につい
て議論。 

生産段階 流通段階 販売段階 

「福島県産農林水産物の風評払拭対策協議会」の創設 

• ＧＡＰ取得支援 

• 全量全袋検査や 

モニタリングの支援 等 

• 流通実態調査 
国が卸・仲卸１００社以上、小売２０社
以上等を調査。 

⇒国は、調査結果に基づき、事業者に
指導・助言等の措置を講ずる。（改正福
島特措法に明記） 

 

• 福島産の農産品等を置く販
売スペースの確保 

• オンラインストアにおける販
売の支援 等 

 メンバー：国（内閣府原子力災害被災者支援チーム／経済産業省、復興庁、農林水産省）、 
     福島県、ＪＡグループ（ＪＡ福島中央会、ＪＡ全農福島、福島県内ＪＡ） 
 

 開催実績：平成29年2月6日 
     平成29年4月28日 
     平成29年6月5日  

第1回協議会 
第2回協議会 
第3回協議会 

福島産農林水産物の風評払拭に向けた取り組み 
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②再エネ 
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施策フレーム（総括）②再エネ 
 

 ミックス実現に向けて再エネの導入加速。 
 持続的な拡大により、ゆくゆくは自立した主力電源に。 

エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

再エネの導入加速 導入を最大限加速 ・世界的に見ても急速な導入加速
(4年半で約2.5倍)を実現し、足下
の再エネ比率は15%(ミックス22～
24%) 

•太陽光等への偏重を是正し、立
地制約の強い電源も含めて、バラ
ンスのとれた導入を促進。 

再生可能エネルギーが低コス
トで導入可能となるような環
境整備 

• コスト競争力が強化（太陽光買
取価格は2012年度40円
→2017年度21円） 
 

•入札制度の仕組みの活用と低コ
スト化に向けた研究開発・実証支
援 

系統整備や、系統運用の広
域化 

•平成27年1月以降に接続保留は
すべて解除 

•既存系統の最大限の活用に向け
た施策の具体化 

・出力制御の最適化や系統  
 増強の在り方について検討 

適切な調整力の確保 •ネガワット取引市場創設 
•調整力公募において1GWのDR
導入 

•新たな調整手段確保（水素、蓄
電池、DR等） 

水素社会の実現 水素社会の実現 •世界に先駆けた水素・燃料電池
市場の確立 

•ＣＯ２フリー水素供給システムの
確立と国内利用の拡大 
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実行した政策 成果 

再エネ導入量
の拡大 

・固定価格買取制度(FIT制度) 
 －創設(12年)：再エネの導入加速 
 －改正(17年)：コスト効率的な導入を促す制度改正 
 
・再エネ関係等閣僚会議の開催 
 －再エネの導入拡大、水素社会実現の推進に向け議論 
 －4回の会議を開催 
 －平成29年4月「再生可能エネルギー導入拡大に向け 
   た関係府省庁連携アクションプラン」を決定。 

・世界的に見ても、急速な導入加速(約2.5倍)を実現。 
・足下の再エネ比率は15%(ミックス22～24%) 
           FIT認定量2017年2月末   ミックス水準(最大) 
 合計         :      9,464万kW       13,214万kW 
     太陽光  ：      8,307万kW               6,400万kW 
     風力    ：           461万kW               1,000万kW 
     地熱    ：               8万kW                  155万kW 
     水力       :              91万kW ※中小水力のみ    4,931万kW 
     バイオマス :             596万kW          728万kW 
  →太陽光、バイオマスのFIT認定量はミックス水準に迫る一方、 
      以下の点に留意。 
      ― FIT失効可能性案件 2,766万kW(45.6万件)(暫定推計値) 
   ― 接続契約を結んでも、稼働までは系統制約・地元調整の問題あり 

再エネ設備の
質向上 

・技術開発に係る取組 
 －コスト低減や安全性の向上等に資する技術開発や 
   実証を実施。 

・コスト競争力が強化 
ー太陽光を中心に買取価格を順次引き下げられるコスト水準に
（2012年度40円/kWh 
  →2017年度21円/kWh（いずれも10kW以上）） 

再エネ導入に
伴う基盤整備 

・系統制約の克服に向けた取組 
 －電源接続案件募集プロセスを導入。共同負担により 
   系統増強を行うスキームを構築。 
  －自由化の下での優先給電ルールや、系統増強に係る 
   費用負担ルールの明確化。 
 －接続保留問題に対して、30日を越える出力制御を 
   実施できる事業者を精査し、指定できるルールを策定。 
・再エネ安定のための調整力確保  
 －変動を吸収する調整電源の確保、新たな調整手段 
 （水素、蓄電池、ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾘｽﾎﾟﾝｽ等） 

・系統制約が緩和 
 －電力会社７社を太陽光の指定電気事業者とし、 
     平成27年1月以降に接続保留はすべて解除。 
－再エネ事業者の系統利用や増強負担における予見可能性 
  が向上。 
・調整力確保に向けて基盤を整備 
 －2017年度の調整力公募において1GWのDRが導入。 
 －2017年4月にネガワット取引を開始。  

施策フレーム（詳細）②再エネ ～これまでの取組と成果～ 
 

 ＦＩＴによる導入促進効果が働き、足下の再エネ比率は15%。(ミックス目標22～24％) 
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更なる課題 今後の取組・方向性 

再エネ導入に
伴う基盤整備 

・既存系統の最大限の活用 
 －系統への円滑な受入れ施策 
 
・変動を吸収する調整電源の確保 
 －新たな調整手段確保 
 (水素、蓄電池、ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾘｽﾎﾟﾝｽ等） 
 

・一定の条件の下で系統への接続を認める「日本版コネクト＆マ   
 ネージ」の具体化 
・連系線における先着優先ルールを見直し、間接オークションを 
 導入。 
・出力制御の最適化や系統情報公開の質の更なる向上につい 
 て検討 
 
・適切な調整力の確保について検討（例：需要家側ｴﾈﾙｷﾞｰﾘｿ
-ｽを活用した需給バランス調整ビジネスの創出(VPP)、需給調整
市場の活用、大規模・長期のｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵用途としての水素活用
（Power-to-gas技術）） 

立地制約の 
強い電源の  
導入基盤整備 

・立地制約の強い電源（風力（特に洋上風力）、水力、
地熱等）の新規導入が限定的 

・太陽光等への偏重を是正し、立地制約の強い電源も含めて、バ
ランスのとれた導入を促進。（例：海域利用ルールの明確化等
による洋上風力の導入促進、環境アセスメントの迅速化など） 

社会全体の 
再エネコストの
最小化 

・国際水準と比較してまだ高い発電コストの引き下げ 
 
・系統/調整力含めたトータルなコストを大幅な引き下げ 
 －社会全体のコストの最小化を図る 

・入札制度の仕組みの活用（まずは平成29・30年度で3回予
定）等により、中長期の価格目標（kWhあたり2030年太陽光
7円、風力8～9円）の実現を目指す 
 
・低コスト化に向けた研究開発・実証支援を実施 
 
・系統増強の判断や費用負担の在り方について検討 
 
・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池の価格低減促進とｴﾈﾙｷﾞｰ用途での活用拡大 

水素社会の 
実現 

・2030年度以降を見据えた、再エネや褐炭等海外未利
用エネルギーを活用したＣＯ２フリー水素の大量調達と国
内利用 

・国際水素サプライチェーン構築【供給サイド】 
・水素供給インフラ整備・燃料電池車の普及、水素発電の導入 
 【需要サイド】 

施策フレーム（詳細）②再エネ  ～更なる課題と今後の方向性～ 
 再エネ価格の引き下げだけでは更なる普及は困難。環境・インフラ整備が成否のカギに。 
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（JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、
RPS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成） 
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 自給エネルギーの確保、低炭素社会の実現等の観点から、再生可能エネルギーの導入拡大は重要な課題。 

 他方、欧米主要国に比べ、我が国の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は14.6％（水力を除くと6.0
％）に留まる現状。 

 2030年のエネルギーミックスで示された再生可能エネルギーの導入水準（22～24％）を達成するには、 
電源の特性や導入実態を踏まえ、国民負担を低減しつつ、更なる導入拡大をしていくための取組が必要。 
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出典： 【日本】総合エネルギー統計（確報値）、電力調査統計（確報値）等より資源エネルギー庁作成 
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再生可能エネルギーの導入拡大 
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太陽光に偏った導入 
 太陽光発電の認定量が約9割 

 未稼働の太陽光案件（31万件） 

1．新認定制度の創設 
 未稼働案件の排除と、新たな未稼働案

件発生を防止する仕組み 

 適切な事業実施を確保する仕組み 

２．コスト効率的な導入 
 大規模太陽光発電の入札制度 

 中長期的な買取価格目標の設定  

３．リードタイムの長い電
源の導入 
 地熱・風力・水力等の電源の導入拡大を後

押しするため、複数年買取価格を予め提示 

顕在化してきた課題 

改正FIT法：２０１６年５月成立、２０１７年４月施行 

2012年７月 固定価格買取制度開始 
（制度開始後４年半で導入量が2.5倍に増加） 

再エネ最大限の導入と国民負担抑制の両立 
エネルギーミックス：22～24％の達成に向けて（2030年度） 

４．減免制度の見直し 
 国際競争力維持・強化、省エネ努力

の確認等による減免率の見直し 

 

５．送配電買取への移行 
 ＦＩＴ電気の買取義務者を小売事業者
から送配電事業者に変更 

 電力の広域融通により導入拡大 

 

国民負担の増大 
 買取費用は2016年度に約2.3兆円 

 ミックスでは2030年に3.7～4.0兆円を  
想定 

電力システム改革 
 小売自由化や広域融通とバランスを取った

仕組み 

35 固定価格買取制度（FIT）見直し（16年5月成立、17年4月施行） 

35 



 世界的には、再生可能エネルギーの導入拡大の中で、発電コストの低減が進み、他電源と比較してもコ
スト競争力のある電源となってきたことで、更なる導入拡大を生むというサイクルが生じている。 

 一方で、我が国の状況を見ると、2012年7月の固定価格買取制度（FIT）導入以降、急速に再生可能エ
ネルギーの導入が進んでいるが、発電コストは国際水準と比較して高い状況。我が国においても大幅な
コストダウンを通じて再生可能エネルギーをコスト競争力のある電源としていく必要がある。 
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日本（2016年） 欧州（2014年） 

工事費・架台・BOS 

モジュール・PCS 

28.9万円/kW 

15.5万円/kW 

14.1万円/kW 

14.8万円/kW 

7万円/kW 

8.5万円/kW 

（円/kWh） 

（円/kWh） 

日欧の太陽光発電（非住宅） 
システム費用比較 

コスト競争力のある電源とするために      

       

                     （ＦＩＴ制度の運用） 
 

これまでの取組 

forward-lookingな価格設定 
（中長期の価格目標の決定） 

入札制の導入 

※Bloomberg new energy financeより作成。 ※日本はFIT年報データ、欧州はJRC PV Status Report 
 より作成。 

※「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課 
 題に関する研究会」これまでの論点整理より作成。 

（万円/kW） 

※海外の事例 
 ― 逓減型価格設定（独など） 
 ― 導入量に応じた価格設定 
     （独、西、仏など） 

再エネのコスト競争力の強化 
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 ２０１２年７月のFIT開始後、太陽光を中心に再生可能エネルギーの導入が拡大。また、バイオマスに
ついても、一般木質バイオマスを中心に急速に認定量が拡大。他方、風力（特に洋上風力）、水力、地
熱のように、立地制約の強い電源については、新規導入は限定的である状況。 

 太陽光等への偏重を是正し、立地制約の強い電源も含めて、バランスのとれた導入を促進。（例：海域
利用ルールの明確化等による洋上風力の導入促進） 

(kW) 
導入 
水準 

(17年2月) 

FIT 
認定量 
(17年2月) 

ミックス 
(最大) 

(2030年度) 

ミックス/導
入水準 

太陽光 3854万 8307万 6400万 約1.7倍 

風力 338万 
461万 
(うち洋上 

13万) 

1000万 
(うち洋上 

82万) 

約3.0倍 

地熱 51万 8万 155万 約2.9倍 

水力 4812万 91万 
(中小水力) 

4931万 約1.0倍 

バイオ 311万 
596万 

(うち一般木質 
515万) 

728万 
(うち一般木質 

400万) 

約2.1倍 

導入水準は電源によって異なる 

 

洋上風力発電の入札に参加を希望する事業者は、デンマークエネルギー
庁による事前審査を受ける必要あり。 

入札参加の必須要件として、財政能力及び技術的能力をあらかじめ設定。 

送電系統運用者であるEnerginet.dkが、入札開始前に費用を負担し、環境
影響評価及び予備調査（地質・波浪調査）を実施。 

事前調査、建設、発電の主な許認可を全てデンマークエネルギー庁が発
行できるようにする「ワンストップ・ショップ」で、洋上風力発電に関する許認
可の行政手続きを簡易化。 

洋上風力発電の契約が締結され次第、許認可を発行できるようにしてお
り、発電事業者の負担を大幅に軽減。 

デンマーク 洋上風力発電の開発手続 

欧州の事例を参考に、洋上風力等の導入拡大を図っていく 

欧州のセントラル方式 
…例えば、洋上風力発電について、欧州（デンマーク、オランダ等）  
 では、 
    ―  事前調査や環境アセス、地元調整等を政府等が主導する 
    ―  系統連系費用も送電系統運用が負担した上で、入札を行う 
 ことにより事業者の開発リスクが低減させることで、大幅なコスト 
 低減を実現。 

※固定価格買取制度における認定量等より作成。 
※「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」第1回資料 
 等より作成。 

バランスのとれた再エネの導入促進 
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 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、系統制約が顕在化。今後、再生可能エネルギーの大量導入を実現・
持続させるためには、系統への円滑な受入れのための施策を進めることが不可欠であるが、同時に、社会全
体のコストを最小化する観点から、費用対便益が最大となるような適切な対応を行うことが必要。 

 具体的には、①既存系統の最大限の活用に向けた施策（一定の条件の下で系統への接続を認める「日本版コ
ネクト＆マネージ」）の具体化を図るとともに、②出力制御の最適化と公平性・予見可能性の確保、③系統増強
の判断や費用負担の在り方、④適切な調整力の確保について、検討を行うことが必要。 

需要 

原子力・水力・地熱 

火力（LNG・石油等） 

【需給イメージ】 

太陽光 

朝 昼 夜 

発電出力 

容量面での系統制約 

②エリア全体の系統制約 

変動面での系統制約 

系 統 制 約 

焚き増し 焚き増し 

火力発電の制御 

太陽光の余剰電力の抑制 

変動に追従 

系統制約個所 
(空容量ｾﾞﾛ） 

①局所的な系統制約 

※「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」第1回資料等より作成。 

系統への円滑な再エネ受入れ促進 
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• 従来、電力の需給調整（需要と供給のバランス）を上流側（集中電源）が専ら担ってきたが、
近年、その機能の一部を下流側（分散型電源）が担う、新たな需給調整メカニズムが出現。 

• 具体的には、需要家側エネルギーリソース（再エネ・蓄電池・需要削減（ネガワット）等）を統
合的に制御し、仮想的な発電所の機能（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ）を実現する取組が進行中。 

• 需要家側エネルギーリソースを活用し、CO2フリーの需給調整サービスを提供する新たなビジネスを
創出することで①非効率な火力電源の代替（コスト削減）、②再エネ導入拡大を実現。 

ネガワット取引の利用促進 バーチャルパワープラントの構築 

ピーク時間帯 

   節電量 

0 8,760
時間 

時間（h） 

電
力
需
要
（
万

k
W
）

 ピーク電源 

ミドル電源 

ベースロード電源 

5,093 
万kW 

ピーク電源
が不要に 

• ネガワット取引によりピーク時間帯の電力消費を抑えることで、
高コストのピーク電源の稼働を抑制、不要化。 

• 取引活性化に向け2017年４月にネガワット取引市場を創
設。 

• ネガワットを含め、需要家側に存在する“創・蓄・省”のエネル
ギーリソースを統合制御し、仮想的な発電所（バーチャルパ
ワープラント）として機能させる取組を推進中。 

需要家側エネルギーリソースを活用した新たなエネルギービジネスの創出 

39 



• 水素は使用時にCO2を排出しない環境に優しいエネルギー。海外の未利用エネルギーを含め様々なエネ
ルギーから製造可能であり、エネルギー調達の多様化を通じたセキュリティの強化にも貢献。 

• 水素社会の実現に向け、産官学有識者会議においてロードマップを策定（2014年6月）。 
本年３月に改訂し、燃料電池自動車/水素ステーションの自立化目標・アクションプラン等を策定。 

• 普及目標：2020年に140万
台、2030年に530万台 

• 価格目標：2020年頃までに80
万円／台 

 ⇒ 2020年以降の自立的普及 

家庭用燃料電池 
（エネファーム） 

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

• FCV普及目標：’20年4万
台、’25年20万台、’30年80万
台 

• 水素ステーション整備目標：’20
年160箇所、’25年320箇所 

 ⇒ 2020年代後半に自立化 

足元の取組：水素利用の飛躍的拡大 
中長期の取組：ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築・水素発電／

再エネ由来水素 

全国98箇所 
（開所90箇所） 
※4月末現在 

北部九州圏：15箇所 

首都圏：43箇所 

中京圏：25箇所 

関西圏：15箇所 

４大都市圏 

水素ステーション 

調達・製造 貯蔵・輸送 利用 

水素ガスタービン 燃焼シミュレーション 

水素発電に関する技術開発 

液化水素／ 
有機ハイドライド 

褐炭 
副生 
水素 

随伴 
ガス 

海外の水素源 海上輸送 

• 褐炭等の海外の未利用
エネルギーを活用 

• 2030年までに商用水素
サプライチェーンを確立 

自然変動型の再生可能エネルギー 

大規模水素サプ
ライチェーン構築 
・水素発電 

再エネ由来水素の活用 
（Power-to-gas技術実証） 

水電解 

電力グリッド 
（電気として利用） 

水素として
利用 

不安定電力 

安定電力 

• 不安定な再エネ電気を水素に変換し、貯蔵・利用 

水素社会の実現 

0.25 
1.0 

303  300  

253  

217  172  

153  
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175  
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万
 

普及台数（SOFC） 

20.0 
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11.3 
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円
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台
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（
万
台
） 
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③省エネ 
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エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

産業・業務部門の省
エネ促進 

産業トップランナー制度等に
よる工場等規制の拡充 

•産業部門に加え、業務部門（コンビニ、ホ

テル、百貨店）にも対象を拡大し、9業種
13分野をカバー 

• 2018年度中に全産業の７割カバー
を目指す 

•経営層の役割の明確化による大規
模省エネ投資の促進 

省エネ設備投資の支援 •省エネ補助金※等により省エネ効果の
高い設備投資を支援 

 ※約105万kl削減(2012→2015) 

•複数事業者の連携を含め、引き続き
省エネ効果の高い設備投資を支援 

家庭部門の省エネ
促進 

機器トップランナー制度の対
象拡大 

•エアコン※やその他の機器の省エネ性能
が大幅に改善 

 ※約16％改善(2006→2012) 

• IoT等を活用した実使用環境におけ
る省エネを促進 

•流通実態を踏まえつつ、訴求力の高
い表示制度を目指す 

住宅の省エネ化の推進 • ZEHの販売件数は過去３年で急速に
伸びており、2016年度は3.4万戸に到
達 

• 2020年までに住宅・建築物の省エネ
基準適合義務化 

• 2020年までに標準的な新築住宅で、
2030年までに新築住宅の平均で
ZEHを実現 

運輸部門の省エネ
促進 

燃費改善と次世代自動車の
普及 

•燃費規制や予算・税による支援の下で
乗用車の燃費は約57％改善
(2004→2015) 

•燃費改善と次世代自動車（EV・
PHV,FCV等）の普及・インフラ整備
を引き続き促進 

物流の効率化 •省エネ法による規制や予算等の支援に
よって物流の省エネを促進 

•貨物輸送の実態を踏まえ、省エネ法
の荷主の定義を見直し、貨物輸送の
効率化に貢献できる主体にも広く連
携を促す 

施策フレーム（総括）③省エネ 
 

 個別最適・我慢の省エネから、複数連携・IoTによる社会最適へ 
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実行した政策 成果 

産業・業務 
部門の省エネ
促進 

・法制度による措置 
－省エネ法で業界ごとに省エネ目標を定める「産業トップラ 
  ンナー制度」を9業種13分野に導入。 
・予算の活用 
－中小企業を中心に工場等における省エネ効果の高い設 
  備更新を省エネ補助金で支援。 
・広報の実施 
－補助事業の優良事例の横展開（広報等）により省エ 
  ネ設備の更新を後押し。 

・全体成果 
－産業・業務部門の最終エネルギー消費は2013年度比で約 
  420万kl減少。生産増加を上回るエネルギー効率の改善が実現。 
 
・予算の効果 
－省エネ補助金により、2012年度から2015年度の累積で約 
  105万klの省エネを支援。 
 

家庭部門の 
省エネ促進 

・法制度による措置 
－機器トップランナー制度で家庭のエネルギー消費の約７ 
  割をカバー。 
－機器トップランナー制度の対象機器であるエアコン等につ 
  いて高い目標の設定。 

・全体成果 
－家庭部門のエネルギー消費は2013年度比約360万kl減少。 
   エアコンの効率は2012年度に2006年度比で約16％の向上。 
  その他の機器の省エネ性能も大幅に改善。 

運輸部門の 
省エネ促進 

・法制度による措置等 
－機器トップランナー制度による燃費規制。 
－エコカー減税の実施、FCV関連等の規制改革。 
・予算の活用 
－EV・PHVと充電設備の普及に向けた予算措置。 
－FCV等の活用のために予算的な支援を実施。 

・全体成果 
－運輸部門のエネルギー消費は2013年度比約410万kl減少。 
  乗用車の燃費は2015年度に2004年度比で約57％の向上。 
－重量車（トラック）の燃費は2015年度に2002年度比で 
   約９％の向上。 
－EV・PHVは約16万台、公共用充電設備は約2.7万基が 
   普及(2016年度) 
－FCVの市場投入(2014年)、世界に先駆け市場確立     
 （約100箇所水素ステーション設置、フォークリフト導入     
  (2016年)、バス導入(2017年)） 

施策フレーム（詳細）③省エネ  ～これまでの取組と成果～ 
 

 各部門での取組の積み上げが省エネを促進、需要が約1,200万kl減少 
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更なる課題 今後の取組・方向性 

産業・業務 
部門の省エネ
促進 

・大規模な省エネ投資が過少 
－業務部門のエネルギー消費は増加し、産業部門につい 
  てもエネルギー効率の改善は停滞。 
－エネルギーミックスの省エネ対策について、LED等の省エ 
   ネ投資が進捗する一方で、大きな省エネ効果が期待で 
   きる大規模投資は進んでいない。 
 

・産業トップランナー制度の拡大 
－産業トップランナー制度の業務部門への拡大を加速し、2018 
   年度中に全産業の７割カバーを目指す。 
・工場等の省エネ投資の促進 
－投資判断に責任を持つ経営層の積極的な関与により、熱源の 
   変更を伴う等の大規模な省エネ投資の促進のため、省エネ法 
  において経営層の役割の明確化を検討。 
・連携省エネの促進 
－複数事業者の連携による省エネを一層促進。 

家庭部門の 
省エネ促進 

・機器効率向上の限界 
－従来技術の延長によるエアコンや冷蔵庫等の家電製品 
   の効率向上が限界に近づきつつあり、このままではこれま 
   でのようなエネルギー消費の削減は困難となる懸念。 

・機器トップランナー制度の見直し 
－効率向上余地が残されているIoT等を活用した実使用環境に 
  おける省エネを促進するため、機器トップランナー制度において 
  そのような技術を評価できる測定方法等を検討。 
－流通の実態に合ったより訴求力の高い表示制度で消費者の 
  意識の向上を図る。 
・住宅の省エネ 
－2020年までに新築住宅の省エネ基準への適合義務化を進め 
  るとともに、断熱性能の高いZEHの普及を促進。 

運輸部門の 
省エネ促進 

・乗用車の更なる省エネ性能向上 
－燃費改善と次世代自動車の普及等による乗用車のさ 
  らなる省エネ性能の向上が重要。 
・重量車の更なる省エネ性能向上と利用効率化 
－重量車もさらなる燃費改善が重要。加えて、貨物輸送 
  の効率化も重要であるが、 ITの発展・普及とこれによる 
  産業・商取引の高度化に伴い、現行の荷主規制で対 
  象としていない主体の貨物輸送における役割が拡大。 

・省エネ法の荷主規制の見直し 
－貨物輸送の実態を踏まえ、「荷主」の定義を見直すとともに、 
  貨物輸送の効率化に貢献できる主体に広く連携を促す制度を 
  検討。 

施策フレーム（詳細）③省エネ  ～更なる課題と今後の方向性～ 
 

 省エネのスケールメリット追求（大規模投資）を支援 
 複数事業者の連携努力を最大限評価（省エネ版コネクティッド・インダストリーズ） 
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 徹底した省エネと経済成長の両立に向け、2030年度に最終エネルギー需要を原油換算5,030万kl程度削減（エネルギー消費効
率を2013年度比で35%改善）する見込み。 

 目標実現に向け、省エネ法による規制措置と補助金等による支援措置の両輪により、各分野で一層の省エネを進める必要。 

 事業者の省エネ取組 

 家庭の省エネ取組 

 業界ごとに省エネ目標を設定し省エネ取組を促す産業トップ 
  ランナー制度 
  ⇒製造業（鉄鋼・化学等）から流通・サービス業へ拡大 
  ⇒2016年4月にコンビニ、2017年4月にホテル・百貨店に導入 

 新しい省エネ評価制度の構築 
 ⇒ 事業者クラス分け評価制度の創設（SABC評価） 
    未利用熱活用制度の創設 

 中小企業等の高効率設備（空調・LED等）の導入支援 

 IoTを活用したエネルギーマネジメントの徹底 
⇒使用状況の見える化を通じたエネルギー効率の改善 

 革新的技術の開発・導入 

 トップランナー制度（※１）による機器のエネルギー効率の向上 
  ⇒照明・空調や自動車等、現在32品目が対象 

 住宅・建築物の省エネ化 
  ⇒新築住宅・ビルのゼロ・エネルギー化（※２）の促進 
      既築住宅の断熱リフォームの促進 
    新築建築物に対する省エネ基準適合義務化 

長期エネルギー需給見通しにおける最終エネルギー需要 

2030年度 

（省エネ対策後） 
2013年度 

（実績） 

熱 
ガソリン 
都市ガス 
     等 

75% 

電力 
25% 

3.6億kl 

電力 
28% 
程度 

熱 
ガソリン 
都市ガス    
     等 

72% 
程度 

経済成長 

1.7 %/年 

3.3億kl程度 

3.8億kl 

徹底した省エネ 

5,030万kl程度 

※１ 指定品目の目標年度（3～10年後）のエネルギー消費効率基準を設定し、 
    製造メーカーに目標年度における基準達成を求める制度。 
※２ 大幅な省エネルギーを実現した上で、再エネにより、年間で消費するエネルギー量を 
    まかなうことを目指す。 

45 省エネの取組 
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その他業務の内訳

 

64.5％ 10.1％ 

鉄鋼 

22％ 

化学 
24% 

窯業土石 

4％ 

卸小売・デパート・ 

スーパー 

その他業務 
（学校・病院） 

その他製造・非製造 
（食品・金属機械・農林業） 

2013年度 2.03億kl 

貸事務所 
セメント 

洋紙・板紙 
コンビニ 

10％ 25％ 

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

紙ﾊﾟﾙﾌﾟ 
3％ 

事務所・ビル
5％ 

卸小売・デパート・
スーパー 

5％ 
ホテル・旅館

2％ 

全産業の７割を対象 

とすることを目指す 

百貨店 

スーパー 

ホテル 
高炉・電炉 

エチレン・ソーダ等 

●産業部門６業種10分野（53％） 

●業務部門６業種へ対象拡大（11.5％） 

 ・ 平成28年４月開始：コンビ二 

 ・ 平成29年４月開始：ホテル、百貨店 

 ・ 検討業種：食料品スーパー、貸事務所、ショッピングセンター 

・ 農林水産業 ：  2.4％ 

・ 鉱業      ：  0.2％ 

・ 建設業    ：  1.2％ 

・ 食品煙草   ：  2.9％ 

・ 繊維       ：  1.0％ 

・ 非金属     ：  1.5％ 

・ 金属機械   ：  4.9％  

・ その他      ：11.2％  

・ 飲食店  ： 1.8％ 

・ 学校    ： 1.8％ 

・ 病院    ： 2.4％ 

・ 娯楽場※1： 0.7％  
※1 劇場・映画館、ホール、市民会館 等 

・ その他※2 ： 3.5％  
※2 福祉施設、図書館、博物館 等 

25.4％ 

産業トップランナー制度 

 産業トップランナー制度を平成30年度中に全産業のエネルギー消費量の７割に拡大するという目標を達成する
ため、これまで検討を進めてきたスーパー、貸事務所、ショッピングセンター等の業種へのベンチマーク設定の可
能性について検討を進める。 
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• 今年度は、簡易な手続きで申請可能な設備単位の事業も支援するとともに、増エネを伴う原単
位改善に資する設備更新も新たに対象化。 

Ⅰ．工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 Ⅱ．設備単位での 
省エネルギー設備導入事業 （ア）省エネルギー対策事業 （イ）ピーク電力対策事業 （ウ）エネマネ事業 

補助要件 

いずれかを満たすもの 
①省エネ率が1%以上（単
位:kl） 
②エネルギー使用量を1,000kl以
上削減（省エネ量） 
③費用対効果が1,000万円あた
り省エネ量200kl以上 
④エネルギー消費原単位の改善
率1%以上（単位:kl） 
 

いずれかを満たすもの 
①ピーク対策効果率が5%以上
（単位:kWh） 
②ピーク対策時間帯での使用電
力を190万kWh以上削減 
③費用対効果が1,000万円あ
たりピーク対策効果量80万
kWh以上 
④ピーク対策原単位の改善1%
以上（単位:kWh） 
 

「EMSの制御効果と省エ
ネ診断等の運用改善効
果」で省エネ率2%以上
を達成する事業 
またはピーク対策効果率
10%以上を達成する事
業 

以下の既設設備を一定以上の
省エネ性の高い設備に更新 
①高効率照明 
②高効率空調 
③産業ヒートポンプ 
④業務用給湯器 
⑤高性能ボイラ 
⑥高効率コージェネレーション 
⑦低炭素工業炉 
⑧変圧器 
⑨冷凍冷蔵庫 
⑩産業用モータ 

補助対象経費 設計費、設備費、工事費 設備費のみ 

補助率 
補助対象経費の1/3以内 
（ウ）単独、（ウ）組み合わせ事業は補助対象経費の1/2以内 

補助対象経費の1/3以内 

補助金限度額 

【上限額】1事業あたり15億円/年度 
【下限額】1事業あたり100万円/年度 
 
※複数事業者で実施する「工場・事業場間一体省エネルギー事業」は１事業当たりの補助金上限額は 
 30億円／年度 
※事業規模が大きく、単年度での事業実施が困難な事業（複数年度事業）の１事業あたりの補助金上限額は 
 50億円／事業 

【上限額】1事業あたり3,000万
円 
【下限額】1事業あたり50万円 
※中小企業者、個人事業主は30
万円 

公募期間：平成29年5月25日（木）～平成29年6月26日（月） 交付決定：平成29年8月下旬（予定） 

平成29年度予算額 約513億円 

省エネルギー設備への入替支援（省エネ補助金） 

事業名：平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
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 製造業のエネルギー消費効率の改善は足下で停滞。省エネ手段の多様化による省エネの後押しが不可欠である。 

※省エネ法の特定事業者（約12,500）の約3割は、改善率が年1％以下又は悪化。 

 連携省エネは、①事業者単体の省エネより高い効果が期待され、②停滞事業者に新たな省エネ手段を提供する。 

 業界内やサプライチェーン・グループ単位で連携した省エネを後押しするため、連携省エネの計画作成、報告、評価
等の仕組みを創設するとともに、登録調査機関等を活用して連携省エネを促進することを検討する。 

（例１）工程の一部集約による省エネ 

（課題） 

 製造工程を切り出したＡ社は省エネとなっているが、集約先のＢ社
は増エネとなり、複数事業者で連携して実現した省エネが適切に反
映されない。 

 

 

Ｂ社 製品 上工程 

上工程 

統合・集約 

廃止 省エネ 

増エネ 

下工程 

下工程 

Ａ社の上工程を廃止 
既存設備の更新等 

全体で省エネ 

製品 A社 

D関連会社 

C子会社 

半製品の供給 

（例２）エネルギー管理の一体化による省エネ 

（課題） 
 グループ全体で一体的にエネルギー管理を実施しているにもかかわら

ず、Ｃ～Ｆ各社に定期報告やエネルギー管理統括者の配置等の
省エネ法の義務が課せられており、実態に合っていない。 

 Ｆ社は増エネのため、定期報告ではマイナス評価となり、グループ全
体で実現した省エネが適切に反映されない。 

集計システム 

一体的に 
エネルギー管理 

子会社・関連会社の 
消費データ 

Ｃ社 
（持株会社） 

全体で省エネ 

Ｄ子会社 

Ｅ子会社 

Ｆ関連会社 

省エネ 

省エネ 

増エネ 

グループ横断の 
省エネ取組 

省エネ 

各社の 
情報を一元管理 

複数事業者による連携省エネ 
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１．省エネ性能の測定方法等に関する課題 

現在の測定方法は、IoT等を活用して実際の使用環境に応じた省エネを追求する新たな技術を適切に評価でき
ておらず、このような測定方法を前提に設定された目標や表示制度は機器の省エネ性能の向上を十分に促せてい
ないのではないか。 

⇒ 新たな省エネ技術も適切に評価できる、より実際の使用環境に近い測定方法等を検討する。 

２．表示制度に関する課題 

現在の表示制度は、Eコマースの普及等の流通形態の変化に対応できておらず、消費者等に対する省エネ性能の
訴求が十分にできていないのではないか。 

⇒ 流通形態に応じた柔軟な表示制度を検討する。併せて、消費者等への訴求力の高い表示制度のあり方（金 
    額表示の活用、使用目的が類似の機器の表示のあり方等）を検討する。 
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エアコン（家庭用）の期間電力消費量の推移 

出典：資源エネルギー庁 

期間電力消費量 

（kWh/年・台） 

年度 

・圧縮機のモータ、圧力 

 損失の改善               

・熱交換器の形状の工夫等 

・HEMSによる機器の最適制御 

（天気予報の活用等） 
・人検知センサの活用 

等によるさらなる省エネの可能性 

・エアコンを構成する各 

 部品の地道な改良 等 

機器トップランナー制度 

知っていた：21% 

知らなかった：79% 

 統一省エネラベルの認知度 

消費者の８割がラベル
を知らないという状況 

出典：資源エネルギー庁 
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 ZEHロードマップ（2015年ZEHロードマップ検討委員会）に基づき、官民にて取組を実施。 
– 2016年度より「ZEHビルダー」登録制度を開始し、ハウスメーカー、工務店等による自主的な普及目標管理を推進。 

     ※ ZEHビルダー登録数：2016年度末 5,566社、 2017年7月時点 5,914社 

– 2016年度当初予算及び補正予算により、合計12,678戸に支援を実施。2017年度も引き続き支援事業を継続。 

– ZEHマーク、ZEHビルダーマークを製作。 
2017年４月よりBELS（建築物省エネ法に基づく第三者認証による省エネラベル）においてZEHマークの表示を開始。 

– 工務店、建材・住宅設備業界等においてZEHの設計ノウハウの普及の取組が開始（事例集、マニュアルの作成等）
等 

 一方、2016年度にZEHの自主目標を達成したZEHビルダーの割合は24％に留まる等の課題も存在。 

 ZEHロードマップフォローアップ委員会を2017年7月に設置。 
ZEHの更なる普及拡大に向けた対策を検討し、今年度内に取りまとめ（必要に応じZEHロードマップを見直し） 

– 2020年目標の着実な実現に向けた取り組み状況のフォローアップ、追加的な対策の検討 

– 2030年目標の実現に向けた課題と対策を検討 

＜普及目標＞ 

＜今年度の取組＞ 

※集合住宅に関しても別途検討会を設置し、集合住宅におけるZEHの定義のあり方、その普及に向けたロードマップ等を検討予定 

 

 2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の
実現を目指す。（エネルギー基本計画）  

ゼッチ 

※未来投資戦略 2017中短期工程表等において、「2020年の新築住宅の省エネ基準適合率を100％とし、ハウスメーカー等の新築注文戸建住
宅の過半数をネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化する」として2020年目標を具体化 

＜現状と課題＞ 

ZEHの普及促進 
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省エネルギーの強化（省エネ法）：荷主規制の適正化、省エネ投資の促進 

荷主規制の適正化 省エネ投資の促進 

［出典］資源エネルギー庁作成 ［出典］資源エネルギー庁作成 

 エネルギーミックスを実現するためには、経済成長と両立させつつ徹底した省エネを進める必要がある。 

 そのためには、エネルギーミックスにおいて省エネ量が最も多く見込まれている運輸部門の省エネ取組や、産業・業
務部門における高効率な設備・機器の導入・更新を一層加速させる必要がある。 

情報技術の発展・普及により電子商取引(EC)が増加す
るなど、物流形態が多様化し、物流の省エネに貢献でき
る主体や取組も変化している。物流に関与する主体に広
く連携を促し、実態に合った省エネを進める必要がある。 

LEDの導入などの省エネ投資は進む一方、生産工程に影
響を及ぼすなどの理由から、大きな省エネ効果をもたらす
大規模投資は遅れている。経営層を積極的に巻き込み、
経営判断を伴う大規模省エネ投資を促す必要がある。 

経営層 

現場 

大規模 
省エネ投資の実現 

経営層と現場の 
意思疎通の強化が必要 

事業活動に影響を 
与える大規模投資は 
経営判断を伴う 

一体的な取組 

貨物輸送 

ネット通販 
事業者 

ネット購入 

受取時間の指定・変更 
受取方法の指定 

（コンビニ、宅配BOX等） 

注文 輸送方法の指示 

積載率向上や 
再配達削減の取組が必要 

51 



④原子力 
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施策フレーム（総括）④原子力 
 原子力政策を再構築し、安全性向上・防災対策強化で社会的信頼を回復する。 

53 

エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

原子力政策の
再構築 

福島事故の反省、 
復興・再生に向けた取組 

•廃炉・汚染水対策は着実に進展。また、多くの区
域で避難指示が解除。 

•福島の復興・再生に向け、政府の最重要課
題として、引き続き全力を尽くす。 

不断の安全性向上 
(自主的安全性向上、 
避難計画の策定など 
防災対策の強化) 
 
 
 

•世界で最も厳しい水準の新規制基準の下、現在
までに5基の原発が再稼働。 

•安全性向上の取組を支援する組織を設立。 

•原子力防災に資する避難計画を策定。 

•安全性の向上に資する技術開発・人材育成支
援を実施。 

•新規制基準に適合すると認められた原発のみ、
安全性の確保を最優先に、再稼働を進める。 

•安全性の継続的・自律的な向上に必要な産
業界の機能を明確化、対応策を具体化。 

• リスク情報や安全対策等に係る的確な情報
発信を行うための体制を構築。 

•実動部隊など関係組織や事業者の連携を高
め、防災対策を具体化・強化。 

•安全性の向上等に向けた技術開発の強化、
人材確保に取り組む。 

競争環境下での安定的
な事業環境の確立 

•自由化の下でも、再処理等を着実に実施するべく、
再処理等拠出金法を整備。 

•原子力損害賠償制度の見直しを議論。 

•再処理等の着実な実施。 

•専門部会の議論を経て見直し案を具体化。 

将来に先送りしない諸課
題への取組 
(最終処分や中間貯蔵) 

•最終処分に向けた科学的特性マップの提示。 

•使用済燃料対策の推進。 

•高速炉開発にかかる政府方針の決定。 

•対話活動を積み重ね、複数地域による処分
地選定調査の受け入れを目指す。 

•中間貯蔵能力の拡大に向け官民で取り組む。 

•高速炉開発の「戦略ロードマップ」を、2018年
を目途に策定。 

国民・自治体・国際社会
との信頼関係構築 

•全国47都道府県で説明会等を実施。 

•福島の教訓を世界に共有。人材育成・制度整備
支援を実施。 

•原子力委員会が「原子力利用に関する基本的
考え方」を決定。 

•国民理解の促進に向け説明会等を実施。 

•世界の原子力安全向上・平和利用に引
き続き貢献。 
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施策フレーム（詳細）④原子力  ～これまでの取組と成果～ 
 安全最優先での再稼働や最終処分に向けた取組み等を着実に進める。 

実行した政策 成果 

福島事故の反省、 
復興・再生に向けた取組 

•いわゆる「安全神話」に陥り、福島事故を防げなかったことを真摯に反
省し、事故の収束、福島の復興に全力で取り組む。 

•中長期ロードマップに基づき、廃炉・汚染水対策は着実に
進展。また、多くの区域の避難指示が解除。 

不断の安全性向上 
(自主的安全性向上、 
避難計画の策定など
防災対策の強化) 
 
 
 

•安全性の確保を大前提に、世界で最も厳しい水準の安全規制（新
規制基準）に適合すると認められた原発について、再稼働を進める。 

•検査制度の見直し等を行うため、原子炉等規制法を改正。 

•事業者の自主的な安全性向上の取組を支援する原子力リスク研
究センター(NRRC)や原子力安全推進協会(JANSI)が設立。 

•政府・関係機関が連携し、自治体の避難計画の策定等をバック
アップ。事業者にも防災対応の強化を働きかけ。 

•軽水炉安全技術・人材ロードマップに基づき、技術開発や人材育成
等を支援。 

•現在までに5基が再稼働。7基が設置変更許可を得て、
さらに現在、14基が審査プロセスの最中。 

•リスク評価手法の開発や、発電所ごとの組織・管理体制の
評価を実施し、事業者の安全対策に係る取組が進展。 

•緊急時の対応基準の明確化、関係組織間の協力により、
避難計画の策定が進展(5サイト)。 

•軽水炉の安全性向上に向け、優先順位が高い技術開発
や人材育成等への効果的な支援が進んでいる。 

競争環境下での安定
的な事業環境の確立 

•自由化の下でも、再処理等を着実に実施するため、平成28年5月
に再処理等拠出金法を制定し、同年10月、使用済燃料再処理
機構を設立。 

•拠出金制度により、資金を安定的に確保。また、再処理
機構の意思決定に、国も一定の関与を行うことにより、再
処理等事業へのガバナンス強化が実現。 

将来に先送りしない諸
課題への取組 
(最終処分や中間貯蔵) 

•最終処分法に基づく基本方針を改定(閣議決定)。国が前面に
立って、国民向け・自治体向け説明会を全国で実施。 

•使用済燃料の中間貯蔵能力の拡大に向け、使用済燃料対策推
進協議会を開催。 

•平成28年12月に、「高速炉開発の方針」と「『もんじゅ』の取扱いに関
する政府方針」を決定。 

•国民に一定の理解が広がり、平成29年7月、科学的特
性マップを公表。 

•使用済燃料対策推進計画を事業者が策定。 

• 「もんじゅ」の安全かつ着実な廃炉、高速炉開発の「戦略
ロードマップ」策定に向け検討を開始。 

国民・自治体・国際社
会との信頼関係構築 

•国民理解の促進のため、説明会やシンポジウムを開催。 

•国際社会との協力を強化し、新規導入国への支援等を実施。 

•原子力委員会が、今後の原子力の利用の方向性を示した「原子力
利用に関する基本的考え方」を決定。 

•全国47都道府県で説明会等を実施。 

•米仏英と対話の枠組みを構築し、IAEA等国際機関と連携
して、福島の教訓を国際社会と共有。また、30ヶ国以上の
新規導入国に対し、人材育成・制度整備支援を実施。 

＜原子力政策の再構築＞ 
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施策フレーム（詳細）④原子力 ～更なる課題と今後の方向性～ 
～安全性向上や防災対策の強化により一層取り組み、社会的信頼の回復を進めていく～ 

更なる課題 今後の取組・方向性 

福島事故の反省、 
復興・再生に向けた取組 

•廃炉・汚染水対策や、避難指示の解除と帰還・復興
の加速化。 

•廃炉実現に向けた研究開発支援や燃料デブリ取り出し方
針を決定。また、帰還困難区域内に特定復興再生拠点
区域を設置し取組を加速。 

不断の安全性向上 
(自主的安全性向上、 
避難計画の策定など
防災対策の強化) 
 
 
 

•安全性の確保を大前提とした、再稼働の着実な進展。 

•事業者による安全確保に向けた取組が継続的・自律的に行
われることで、より高い安全性を実現する仕組みの構築。 

•事業者が安全性向上のために実施する取組に関する、地域
住民や規制当局等の理解の確保。 

•地域ごとの事情に沿った事業者の防災対策の実施。 

•原発の安全な運転や廃炉を支える技術・人材の確保。 

•今後も、安全性を最優先に、新規制基準に適合すると認められ
た原発については、地元の理解を得ながら、再稼働を進める。 

•安全性を継続的・自律的に向上するための体制の確立に向け、
産業界に必要となる機能を明確化し、対応策を具体化。 

•関係者の理解確保に向けて、リスク情報や安全対策等に係る
的確な情報発信を行っていく体制を構築。 

•関係組織との連携を高め事業者の防災対策を具体化・強化。 

•安全性の向上等に向けた技術開発の強化や投資の促進、原
子力の安全な利用を担う人材の確保に取り組む。 

競争環境下での安定
的な事業環境の確立 

•再処理等の着実な実施。 

•原子力損害賠償制度の見直しを検討。 

•使用済燃料再処理機構による工程管理の下、再処理等を着
実に実施。 

•専門部会での議論を経て、損害賠償制度の見直しを具体化。 

将来に先送りしない諸
課題への取組 
(最終処分や中間貯蔵) 

•国民理解・地域理解の醸成と最終処分地選定調査の着
実な実施。 

•使用済燃料の中間貯蔵能力の拡大。 

• 「高速炉開発の方針」の具体化。 

•全国・地域における対話活動を積み重ね、複数の地域による処
分地選定調査の受け入れを目指す。 

•官民が協力し、使用済燃料の中間貯蔵能力拡大に向け取り組む。 

• 「高速炉開発の方針」を具体化した「戦略ロードマップ」を、
2018年を目途に策定。 

国民・自治体・国際社
会との信頼関係構築 

•国民・自治体等の理解促進。 

•福島の知見の共有や平和利用への更なる貢献。 

•引き続き、説明会やシンポジウムを通じ、国民理解の促進を図る。 

•原子力利用先進国との協力や新規導入国への支援、国際機
関との連携等を通じ、世界の原子力平和利用に引き続き貢献。 
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15基 

 
廃炉決定済 

東京電力㈱ 
福島第一原子力発電所 

北海道電力㈱ 
泊発電所 

東北電力㈱ 
女川原子力発電所 

中部電力㈱ 
浜岡原子力発電所 

 日本原子力発電㈱ 
東海・東海第二発電所 

東京電力㈱ 
柏崎刈羽原子力発電所 

九州電力㈱ 
川内原子力発電所 

中国電力㈱ 
島根原子力発電所 

北陸電力㈱ 
志賀原子力発電所 

日本原子力発電㈱ 
敦賀発電所 

関西電力㈱ 
高浜発電所 

関西電力㈱ 
美浜発電所 

(H29.1.18) 

東北電力㈱ 
東通原子力発電所 

東京電力㈱ 
東通原子力発電所 

九州電力㈱ 
玄海原子力発電所 

関西電力㈱ 
大飯発電所 

(H27.8.11) (H27.10.15) 

東京電力㈱ 
福島第二原子力発電所 

電源開発㈱ 
大間発電所 
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３１ 

114 
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(H25.12.25) 

(H28.4.20) (H29.5.17) 

(H29.5.24) 

(H27.11.5) 

(H26.6.10) 

(H25.9.27) 

(H26.5.20) 

(H25.7.8) 

(H28.10.5) 

(H26.8.12) 

(H26.12.16) 

(H26.2.14) 

(H25.12.27) 

(H27.6.16) 

5基 

 
稼働中 

( ) 内は原子炉を起動した日 

7基 

 
原子炉設置 
変更許可済 

( ) 内は許可日 

14基 

 
新規制基準への
適合性審査中 

( ) 内は申請日 

19基 

 
適合性審査 
未申請 

110 

２９ 

PWR BWR ABWR 

出力(万kW) 

年数 

 
  

※平成29年７月31日時点 

四国電力㈱ 
伊方発電所 

57 

３５ 

57 

(H28.8.12) 

89 

 ２２ 

(H29.6.6) 

安全性が確認された原発の再稼働 
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世界で最も厳しい水準の新規制基準の策定 

出典：原子力規制庁資料 

炉心損傷防止対策 
（複数の機器の故障を想定） 

耐震・耐津波性能 

＜従来の規制基準＞ 

シビアアクシデントを防止するための基準
（いわゆる設計基準） 

（単一の機器の故障を想定しても 
炉心損傷に至らないことを確認） 

電源の信頼性 

自然現象に対する考慮 

火災に対する考慮 

耐震・耐津波性能 

内部溢水に対する考慮（新設） 

自然現象に対する考慮 
（火山・竜巻・森林火災を新設） 

火災に対する考慮 

格納容器破損防止対策 

意図的な航空機衝突への対応 

放射性物質の拡散抑制対策 

電源の信頼性 

＜新規制基準＞ 

強
化 

強
化
又
は
新
設 

（
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
） 

（
テ
ロ
対
策
） 

新
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

その他の設備の性能 
その他の設備の性能 

新
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 高い独立性を有する原子力規制委員会の下、世界で最も厳しい水準の新規制基準を策定。 

 新規制基準においては、地震・津波の想定を見直し、安全対策を抜本強化すると共に、重大事故
の発生を防止するシビアアクシデント対策やテロ対策を新たに規定。 
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検査制度の見直し（原子炉等規制法の改正） 

 新たな検査制度により、事業者が安全確保の水準の維持・向上に主体的に取り組む意識・意欲を
高め、単に基準を満たすのみならず、施設の一層の安全性向上に繋がる仕組みを構築。 

設計段階 建設段階 運転段階 廃止段階 

基本設計 詳細設計 建設中 試運転中 供用運転中 停止中 廃止措置中 

事
業
者 

国

 

定期事業者検査 

保安規定に規定する事業者の保安活動等 

使用前事業者検査 
※溶接事業者検査・燃料体検査を含む 

設置
許可 

・事業者の全ての保安活動（検査の実施状況を含む）を 
 常時監視（許可後から切れ目なく監視） 
・国が検査結果を評定し、これを次の検査に反映 
 （評価が良好な事業者の検査負担は軽減するなど、実績主義の徹底） 

※認可時期 

 を前倒し 

総合的な監視・評価 
 

検査→評定→（結果の通知・公表）→次の検査に反映 
                      ↓ 
                     評定を踏まえた措置（指導等） 

保安規定 
認可 

工事計画
認可 

※燃料体設
計を含む 

供用前の節目では、基準適合性などを
国が確認し、供用可能とする（現行の使
用前検査と同様） 

＜新たな検査制度のポイント＞ 

出典：原子力規制庁資料 
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規制機関 

電力会社 

STEP 1 
電力各社の 
規制対応 

諸外国・国際機関 

事故の教訓も踏まえた 
国際社会への発信 

メーカー・研究機関
含む産業界 

安全性向上に向けた 
合理的・科学的な議論 

STEP 3 
電力会社の枠を超えた 
技術的知見の集約・発信 

一般国民、自治体等のステークホルダー 

第三者機関 
原子力安全推進協会(JANSI) 
（各社の安全対策のピアレビュー･指導） 

原子力リスク研究センター(NRRC) 
（安全性評価･管理手法の開発･導入支援) 

STEP 2 
安全性の不断の向上に 
取り組む行動様式の定着 

安全性向上に向けた 
情報の共有 

各社の指導･支援 
事例のフィードバック 

徹底した・わかりやすい情報公開 
（リスク情報、安全性パフォーマンスの改善状況等を含む） 

双方向での対話の継続 

技術的知見や意見の集約 
人材教育等での協力 

 原子力発電に「ゼロリスク」はなく、どれだけ安全対策を行ったとしても残余のリスクは残る。 

 原子力の安全確保では、規制要求を満たすのみならず、リスク情報を活用した対策の実施や、事業
者間の切磋琢磨により、継続的・自律的に安全性を向上し、リスクを適切に管理することが必要。 

 安全性向上に向けた産業界と規制機関の議論や、地域住民等へのわかりやすい情報公開も重要。 

継続的・自律的に原子力の安全性を向上させていくシステム（イメージ図） 
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原子力防災会議（全閣僚） 
議長：内閣総理大臣 

副議長：内閣官房長官、環境大臣、 
原子力規制委員会委員長 

 

地域原子力防災協議会 
（１３立地地域） 

関係省庁、道府県（市町村） 等 

○○県防災・避難計画 △△市防災・避難計画 □□町防災・避難計画 ××市防災・避難計画 

①立地自治体等と協力して、
地域防災・避難計画の充
実を支援 

②要支援者対策や避難先施
設、移動手段・ルートの確
保等で関係省庁が主導的
に対応 

③実動機関（自衛隊、警察、
消防、海保）も参加し、協力
体制を構築 

地域防災・避難計画の策定及び国による支援について 

 避難計画は地域の実情を熟知する自治体が中心となって一義的には策定する。一方で、国は、万
が一事故が起きた場合に、責任を持って対処するべく、自治体の範囲を超える広域調整や、自衛隊
等の実動機関の派遣を実施。 

 国と自治体が協力して計画の充実を図るため、原発所在地域ごとに関係省庁、関係自治体等が参
加する「地域原子力防災協議会」を設置し、避難計画の具体化・充実化を進める。 

 その上で、IAEAの国際基準や原子力災害対策指針などに沿った「具体的で合理的」なものであるこ
とを詳細に確認し、総理大臣が議長を務める原子力防災会議で、国として了承することとしている。 
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事業者による防災対策の強化 

東北・東京 
【H28.9.15 基本合意】 

西日本５社 
（北陸・関電・中国・四電・九電）【H28.8.5締結】 

（３）原子力事業者全体での協力 

（２）地域性等を考慮した相互協力（平成２８年度に大きく進展） 

＜オンサイト対応＞ 
レスキュー部隊の整備 

・事業者が共同で、緊急事態対応支援組織を設立 

・ロボット等を配備、訓練も実施、緊急時に出動 

・原子力災害対応活動で不足する資機材の支援 

・モニタリングや汚染検査等への要員派遣等を実施 

＜オフサイト対応＞ 
原子力事業者間協力協定 

バスによる避難訓練 車両の避難退域時検査訓練 

自治体の要請に応じた 
避難車両の確保への協力 等 

（１）自治体と協同する個社の取組 

・避難施設における物資の備蓄支援 

・近隣施設における福祉車両の確保 等 

＜主な協力内容＞ 

・原子力災害対応に係る要員派遣           ・原子力部門トップによる発災事業者への助言 

・重機やタンクローリーなどの資機材の提供      ・地理的近接性を生かした住宅避難支援 

中部・東京・北陸 
【H29.3.7締結】 

北海道・東北 
【H29.3.10基本合意】 

青森県内原子力事業者 
（東北・東京・電発・原燃・ＲＦＳ）【H23.10.9締結】 

ＰＷＲ保有電力会社 
（北海道・関西・四国・九州）【H28.10.19締結】 
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３．情報提供の在り方 ２．民間事業者との 
   協力協定等の締結 

 

１．実動組織の協力 

 

①各実動組織における具体的な活動例
を提示し、地域ごとの緊急時対応にあ
らかじめ明記 

 
 
 
 

 

②平常時においては、地域連絡会議※1

の場等も活用し、情報共有、意見交
換等の取り組みを推進 

 

③原子力災害の不測の事態においては、
関係者間における議論を踏まえつつ、
合同調整所※2の仕組みも活用 

④地域ごとに各機関の特長を活かして連
携 

 

 全国知事会からの提言（平成27年7月2日）に応える形で、「原子力災害対策充実に向けた考え方」
（平成28年3月11日 原子力関係閣僚会議）に加え、新たに以下の事項について整理を行った。 

（具体的な活動例） 
  ・警察機関  現地派遣要員の輸送車両の先導 
  ・消防機関  避難行動要支援者の輸送の支援 
  ・海上保安部署  巡視船艇による住民避難の支援 
  ・自衛隊  避難の救助 

※1 地域連絡会議 
 原子力事業所における応急対策及びその支援について連携を
図るため、各地域において、関係省庁（実動省庁を含む。）及
び原子力事業者等により構成された会議。 

※2 合同調整所 
 各災害ごとに必要に応じて設置される、部隊間の情報共有等
を行う場。 

 

①自治体と民間事業者の協定等にお
いて定めていくべき内容等を整理・
提示 

（内容の具体例） 

 業務実施に当たっての被ばく線量
の管理目安を設定することや、被ばく
線量の管理方法について取り決めて
おくこと 

 防護服、マスク等の資機材を自治
体側で準備するとともに、当該資機
材の配布手順や配布方法について
理解を深めていくこと 

 業務の実施に要した費用や業務の
実施に伴って発生した損害は、基本
的に自治体が負担、補償すること 

 実際に業務に携わる民間事業者に
対し、定期的な研修の機会を提供
すること 

 

 

①自然災害（地震、津波、暴風雪）によ
る人命への直接的なリスクが極めて高い
場合等は、自然災害に対する避難行動
を、原子力災害に対する避難行動よりも
優先 

 

②住民や民間事業者等に対し、屋内退避
の徹底に関する注意喚起を実施すること
や、防災行政無線等様々なツールを活
用し、避難情報等を住民に提供 

 

③拡散計算については、 
 事前対策として、避難計画を充実させ
るための支援内容（計算の実施、結果
の解説等）を明確化 
 

 緊急時に、自治体が自らの判断と責
任により活用する場合の留意点を整理 

原子力災害対策の充実化に向けた取組（平成29年7月24日 原子力関係閣僚会議） 
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 今後、再稼働が進展すると同時に、廃炉が増加することが見込まれる。原発の運転や廃炉等を
安全かつ着実に行っていくためには、高い専門性を持つ幅広い分野の人材が一定規模必要。 

 他方で、震災以降、技術継承の機会が減少し、熟練した技術者の高齢化が進んでいる。また、
原子力業界を志す学生が減少するとともに、技術者の離職が拡大しており、将来的に原発の安
全な運転や廃炉を担う人材の、長期的な確保も課題。 

原子力技術・人材の確保 

出典：日本電機工業会 

＜原子力技術者の年齢構成＞ 

（人） 

出典：日本原子力産業協会 
（歳） 

出典：電気事業連合会 

＜原子力部門の希望者・離職者数（大学卒）＞ ＜原子力関連企業の合同説明会の来場学生数＞ 

⇒ 熟練した技術者の高齢化
（技術継承の課題） 

⇒ 原子力業界を志す若年層の減少・離職拡大 
（長期的な原子力人材確保の課題） 

0%

100%

200%

300%

400%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

希望者 離職者 

0

500

1000

1500

2000

参加者数 

（人） 

（年度） （年度） 

63 



軽水炉安全技術・人材ロードマップに基づく、技術開発等の支援 

 東京電力福島第一原子力発電所以外の廃炉を含めた軽水炉の安全技術・人材の維持・発展
に重点を置き、国、事業者、メーカー、研究機関、学会等関係者間の役割が明確化された原子
力安全技術・人材に関するロードマップを策定。（平成27年6月総合資源エネルギー調査会自
主的安全性向上・技術・人材ＷＧ策定、平成29年3月改訂） 

 本ロードマップで提示した方向性に基づき、以下のような原子力の安全性向上に資する技術開
発等の支援を実施。 

技術開発委託 
地震・津波等の災害が原発に及ぼすリスクを評価する手法の開発事業等を行い、原発の更なる安全
性向上に資する技術基盤を整備すると共に、その結果を国際的にも共有。 

技術開発補助 
 高経年化した原子炉材料の劣化度合いの調査手法の開発支援等、事業者による更なる安全の取

組を支援し、他の事業者にも展開。 

人材育成事業委託 
原発の安全な運転や緊急時の対応が可能な人材の育成等に向け、民間企業や研究機関等におい
て、現場技術者のメンテナンス業務の技能向上や万が一の際の緊急時対応能力向上に向けた実習
及び講義を実施。 

＜原発の安全性向上に資する技術開発・人材育成支援の例＞ 
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競争環境下での再処理等の着実な実施 

新たな制度下での再処理等事業の全体像（平成２８年１０月～） 

原子力 
発電所 

再処理 
工場 

ＭＯＸ 

燃料加工
工場 

（ウラン・プルトニウム
混合酸化物） 

使用済
燃料 

各電力会社 日本原燃(株) 

核燃料 

MOX 
燃料 

ウラン・ 

プルトニウム
混合物 

電力会社が共同出資する株式会社 

一部の炉で 

プルサーマル 
（軽水炉でMOX燃料を利用） 

日本原燃(株) 
六ヶ所再処理工場 

拠出金の支払い 事業委託 

実施計画・拠出金単価
等の認可 

○平成28年5月、 
電力自由化等による事業環境の
変化の中でも再処理等を滞りなく
実施するための制度措置として 
再処理等拠出金法の成立 
 

○新制度下においては、 
 

①再処理等費用に関して、拠出
金制度を創設し、資金を安定
的に確保。 

 

②再処理等事業を着実に実施す
るための主体として、使用済燃
料再処理機構を設立。 

 

③機構の意思決定には、外部の
有識者が参画するとともに、国も
一定の関与を行うことで全体の
ガバナンス強化。 

 
 
 再処理等拠出金法成立日 
   ：平成28年5月11日 
 
 再処理機構設立日 
   ：平成28年10月3日 

・再処理等事業全体を勘案した
実施計画の策定 

（今後再処理を行う量等） 
・拠出金単価を決定 
（事業に必要な費用を精査） 
・職員数：30名 
・六ヶ所村にも連絡所を設置 

＜体制見直しの背景とポイント＞ 

使用済燃料再処理機構 
（認可法人、青森県青森市） 

理事長：井上茂 

国 
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最終処分に関する科学的特性マップの提示 

 安倍政権として抜本的な見直しに着手 
 ⇒ 新たな基本方針を閣議決定(2015年5月) 

 科学的特性マップの検討 
⇒ 2017年4月 検討成果とりまとめ、要件・基準確定（総合資源エネルギー調査会） 
⇒ 2017年７月 「科学的特性マップ」公表 

 地方自治体、国民に対する情報提供、理解醸成 

＜マップの要件・基準及び特性区分＞ 
＜科学的特性マップ＞ 

作成：経済産業省資源エネルギー庁 66 



 科学的特性マップの提示は、最終処分の実現に向けた長い道のりの最初の一歩。 

 提示を契機に、関係府省の連携の下、国民理解・地域理解を深めていくための取組を一層強化し、
複数の地域に処分地選定調査を受け入れて頂くことを目指す。 

最
終
処
分
地
の
選
定 

文献調査 

概要調査 
（ボーリング調査等） 

精密調査 
（地下施設で詳細調査） 

科
学
的
特
性
マ
ッ
プ
の
提
示 

複数の地域に
調査を受け入
れていただくこ
とを目指す 

国民理解・ 
地域理解 
の深まり 

提示を 
きっかけに 

国民理解・地域理解を 
深めていくための取組 

（➡詳細次頁） 

マップを活用した 
全国各地での説明会 

国民や地域の声
を踏まえつつ 

• 地域特性を踏まえた重
点的活動 

• 地域の検討を社会全
体で支える環境づくり 

• 研究開発の推進強化 

• 国際的な連携、貢献 

等 

法律に基づく 
処分地選定調査 
地域理解を得た上で 

NUMOが調査(20年程度) 

最終処分に関する科学的特性マップの位置付けと提示後の取組① 
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 原子力発電環境整備機構（NUMO）は、地域特性を踏まえ、 「グリーン沿岸部」を
中心とした重点的な対話活動にきめ細かく取り組む。発生者としての基本的責任を有
する事業者は、NUMOの活動を全力で支えつつ、自らも主体的に取り組む。 

 NUMOとJAEA等の関係研究機関との連携強化やこれまでの研究開発成果の継承
等を図り、事業実施に必要な技術マネジメント能力の向上や現場経験を通じた人材
育成などを促進する。 

 各国から学ぶとともに、我が国の技術や経験を国際社会に積極的に提供するなど、
国際的な連携を強化し、日本の取組を通じて世界にも貢献していく。 

地域の検討を社会全体で支える環境づくり 

 最終処分対策とともに使用済燃料の貯蔵対策についての対話活動を一体的に進
め、バックエンド全体の柔軟性確保に向けて国民理解・地域理解を得ていく。 

 国は、大都市部を含めた全国的な対話活動、自治体への緊密な情報提供や地域支
援のあり方に関する検討などに取り組み、地域における検討が着実に進められる環境を
整える。 

地域特性を踏まえた重点的活動 

使用済燃料対策強化との一体的な取り組み 

研究開発の推進と体制強化 

各国共通課題の解決に向けた国際的な連携、貢献 

地
域
対
応
・
国
民
理
解 

研
究
開
発 

国
際
協
力 

• これまでは、全国
一律の一般的説
明 

 
• 受入地域への支

援など社会的側面
の議論はこれから 

 
• 使用済燃料対策

の重要性、関心の
高まり 

＜現状・課題＞ 

• 日本原子力研究開
発機構（JAEA）に
長年の蓄積 

• NUMOの役割がよ
り重要に 

• 各国とも相互に学
びながら取組 

• 日本の取組には世
界も関心 

最終処分に関する科学的特性マップの位置付けと提示後の取組② 
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使用済燃料の中間貯蔵能力の拡大に向けた取組 

(1) 政府と事業者による協議会の設置（平成27年11月に設置済） 

→政府と事業者が協力して、使用済燃料対策を着実に進めるための対応策を検討・具体化 

(2) 「使用済燃料対策推進計画」の策定を要請（上記協議会にて策定） 

 →使用済燃料の貯蔵に係る目標の設定を含め、事業者の取組を具体化 

(3) 交付金制度の見直しによる自治体支援の拡充（平成28年4月に交付規則を改正） 

→ 乾式貯蔵に係る施設について重点的に支援 

使用済燃料対策に関するアクションプランと対応 

 発電所敷地内の使用済燃料貯蔵設備の増容量化、中間貯蔵施設の建設・活用等のあらゆる対策を実施する

ことにより、事業者全体として、2020年頃に4,000tU程度、2030年頃に2,000tU程度、合わせて

6,000tU程度の使用済燃料貯蔵対策を目指していく。 

 今秋も、使用済燃料対策協議会を開催し、事業者をフォローアップする等、官民が協力して使用済燃料の貯蔵

能力の拡大に向けた取組を強化。 

今後の取組 

 原子力発電所の再稼働や廃炉の進展、六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵施設の竣工の遅れ等により、貯蔵

場所がかなり逼迫している原発が存在しており、使用済燃料対策は喫緊の課題。 

 政府としては、平成27年10月の最終処分関係閣僚会議において、「使用済燃料対策に関するアクションプラ

ン」を策定し、本プランの進捗状況について、国も積極的にフォローアップを行い、使用済燃料の貯蔵能力の拡大

に向けた取組を加速する。 

 平成28年10月に、第2回使用済燃料対策推進協議会を開催し、事業者の取組の進捗状況についてフォローアップを実施。 
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高速炉開発・「もんじゅ」に関する方針の決定 

高速炉開発の方針 「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針 

 エネ基に基づき、核燃料サイクル推進を堅持 

 高速炉開発の４つの原則 
  ・国内資産の活用 
  ・世界最先端の知見の吸収 
  ・コスト効率性の追求 
  ・責任体制の確立 

 もんじゅ再開で得られる知見は「新たな方策」で入手 

 2018年中にロードマップを策定し、開発工程を具体
化 

 「もんじゅ」の意義、これまでの経緯と現状 

 これまでに様々な技術的成果や知見を獲得 

 再開で得られる知見を「新たな方策」で入手する方針、
また、時間的・経済的コストの増大、運営主体等の
不確実性等を踏まえ、「もんじゅ」の原子炉としての再
開は行わない 

 廃止措置を安全かつ着実に実施 

 今後、高速炉開発、原子力研究・人材育成の拠点
として位置付け 

＜原子力関係閣僚会議決定（平成28年12月21日）＞ 

高速炉開発会議の下に新たに設置された 

「戦略ワーキンググループ」において、 

ロードマップ策定に向けた議論を開始。 

(平成29年3月に第1回、６月に第２回、７月に  
 第３回会合を開催) 

福井県や敦賀市からの要望も踏まえながら、 

 ○廃止措置体制の構築 

  ・内閣官房副長官をチーム長とする「もんじゅ」廃止措置推進チー
ムを設置（平成29年5月）、「『もんじゅ』の廃止措置に関する
基本方針」を取りまとめ（平成29年6月）。 

 ○原子力研究・人材育成拠点、地域振興の 
     具体化に取り組んでいるところ。 

 
70 



国民理解活動に向けた取組み（シンポジウム等） 

 原発立地地域の住民のみならず、エネルギー消費地域の住民も対象に原子力等のエネルギー
ミックス、最終処分等に関にするシンポジウム、説明会を全国各地で開催。 

【エネルギーミックス】 

２０１６年１月以降、化石エネルギーや再生可能エネル
ギー、原子力等のエネルギーミックスに対して理解を深

めていただくため、シンポジウム、講演会等を開催。全

国２３８会場（参加人数１２，９４５人）において実施。 

  

 【最終処分】  

  ２０１５年５月に閣議決定した新たな基本方針を踏
まえ、現世代の責任として最終処分の取組を推進

していくこと等について広く国民の理解を得ていくた

め、これまで、全国３６会場（参加人数６，６６６人）
においてシンポジウムを開催。 
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原子力利用に関する世界の動向 

0
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◇原発を利用。エネルギー安全保障、経済性（コスト）気候変動対策といった観点で利点を有すると認識。 

原発利用国・ 
脱原発国 

米 

2017年6月、トランプ大統領は、エネルギー分野における米国の圧倒的優位を確立する“6つのイニシアチ
ブ”の1番目で「原子力を再生、拡大する」と表明。 

英 

2000年代半ば以降、北海油田の生産量減少や温暖化対策といった理由により、再エネと並び原発を推
進。老朽施設を代替し将来の設備容量を確保すべく、11基計画中で複数の建設プロジェクトが進行。 

仏 

現在の原発比率76％｡2025年までに50％に縮減すると定めたエネルギー転換法を2015年に公布｡ 
今後の新規建設は、現在の設備容量を上限に容認。2018年、最新型炉(EPR)が初臨界予定。 

露 

現状19％の原発比率を2030年25~30%･2050年45~50%に拡大する目標｡輸出にも積極的であり、
現時点で、新興国や中東欧を中心に、国外で運転中7基、建設中4基、受注25基。 

中 

外国技術を導入・国産化し、新興国を含め国際展開を図る戦略。福島第一原発事故後に24基が運転
開始し、現在は運転中37基、建設中20基、計画中40基。設備容量を2020年までに8割増とする目標。 

印 

発電設備増強が喫緊の課題。現在、運転中22基、建設中6基、計画中19基。2032年までに、設備容
量を現状の620万kWから6,300万kWまで大幅に拡大する計画。 

独 

段階的に原発を廃止し、2022年までには全ての原子炉を廃止する予定。現時点では、8基の原発が稼
働しており、現在の原発比率は13%。 

韓 

文大統領が、新規計画を全面白紙化し、原発の寿命延長を認めない方針を表明。石炭火力も低減。 
他方で、原発輸出は容認。現在の原発比率は30％。 

原発利用 
26ヶ国 

脱原発 
6ヶ国・地域 

◇原発を利用していたが、チェルノブイリ事故や福島第一原発事故を受け、将来的に活用しない方針へ転換。 

出所：World Nuclear Association 
ホームページ (2017/8/1)より資エ庁作成 

原発 
計画・提案 

17ヶ国 

 ドイツなど脱原発に転じた国もあるが、イギリス・フランス等では地球温暖化や安定供給の観点から
原発の新設が進められ、電力需要が大幅に増加する中国やインドは積極的に拡大し、発展途上
国における導入への関心も依然として高い。国際機関(IAEA)の予測によれば、世界全体の電源
構成において、長期的に重要な役割を果たす見込み。 

◇発展途上国を中心に、人口増加や大気環境悪化への対応等を背景として、原発導入に関心。 

72 



原子力先進国及び新規導入国との協力 

 東京電力福島第一原発事故以降、我が国は事故の知見や教訓を共有し、国際社会への貢献・各
国との協力を強化すべく、研究開発や廃炉、安全等に関する先進国との対話の枠組みを構築。 

 また、原子力新規導入国等に対して、人材育成・制度整備支援を実施。 

 

民生用原子力に係る日米二国間委員会 
○２０１２年４月の日米首脳会談にて合意。これまでに４回開催。 
○第4回会合の議長は、日：外務審議官、米：エネルギー省副長官。 
○個別のテーマ毎に、以下のＷＧを開催。 

－核セキュリティWG －民生用原子力エネルギーに係る研究開発WG 
－安全・規制WG －廃炉・除染WG 
－緊急事態管理WG  

（我が国の原発施設の視察） 

IAEAとも連携し、原子力新規導入国・拡大国に
おいて、基盤整備に必要な事項に関する研修や
セミナーを実施。これまで1000人超が参加。 

（専門家が講演するセミナーの開催） 

原子力新規導入国に対し、現地セミナーや要人招
聘等を通じ、原子力安全や福島事故の教訓等につ
いて発信。これまで5000人超が参加。 

原子力エネルギーに関する日仏委員会 
○２０１１年１０月の日仏首脳会談にて合意。これまでに６回開催。 
○第6回会合の議長は、日：外務省軍縮不拡散・科学部長、仏：原子力・

代替エネルギー庁長官。 
○主なテーマは以下のとおり。 

－原子力政策 －原子力安全 －高速炉 
－廃炉・除染 －核燃料サイクル －産業協力 

日英原子力年次対話 
○２０１２年４月の日英首脳会談にて合意。これまでに５回開催。 
○第5回会合の議長は、日：軍縮不拡散・科学部審議官、英：外務省首

席科学顧問。 
○主なテーマは以下のとおり。 

－研究開発  －廃炉・除染  －広報  
－原子力政策 －原子力安全・規制  

【先進国との協力の枠組み】 【原子力新規導入国等への支援例】 
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設立：1957年 本部：オーストリア・ウィーン 
加盟：168カ国 職員：約2500人（邦人39人） 
通常予算：約493億円（2016年） 
（日本は米国に次いで約9.5％(約51億円)を分担。） 
 

国際原子力機関（IAEA） 事務局長 天野之弥 
任期：2013年12月～2017年11月 
※2009年に日本人として初めて事務局長に
就任し、現在２期目。2017年3月の理事会
において全会一致で再任され、総会での承認
後、12月から3期目に入る予定。 

IAEAを通じた国際社会への貢献 

 福島第一原発事故の発生直後から、IAEAと連携して事故対応を進めるとともに、IAEAの実施す
る専門家派遣による国際的なレビュー等を積極的に受入れ、廃炉・汚染水対策の進捗状況や、事
故から得られる経験と教訓を国際社会に発信・共有。今後ともその取り組みを強化していく。 

 事故後の対応 
IAEAからの放射線モニタリングチーム（2011年3月）、事故調査団（同5月）、除染ミッション（同10月）等を通じ、国際的
な知見を活用。 

 原子力安全に関する福島閣僚会議（2012年12月） 
日本政府･IAEA共催。117ヶ国13国際機関が参加。共同議長声明で教訓共有の重要性を強調。 

 東電福島第一原発事故に関するIAEA事務局長報告書の公表（2015年9月） 
 IAEA「総合規制評価サービス」ミッションの受け入れ（2016年1月） 

原子力規制に関する法制度や組織などの幅広い課題についての総合的なレビューを実施。 

 東電柏崎刈羽原発におけるIAEA｢運転安全評価チーム｣ミッションの受け入れ(2015年6-7月､2017年7-8月
フォローアップ) 

組織運営や運転管理、緊急時対応等、原発運転時の安全性確保に関するレビューを実施。 

 東電福島第一原発の廃炉におけるIAEAとの協力 
福島第一原発の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに関する廃炉レビューミッションをこれまで3回実施。IAEA総会におけるサ
イドイベントで廃炉・汚染水対策の進捗等を紹介。 

 特別拠出を通じた、原発導入国の人材育成・基盤整備支援 

【事故の知見と教訓を共有する主な取組】 

※事務局長除く 
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１．原子力を取り巻く環境の変化 

 我が国では、特有のマインドセットやグループシンク（集団浅慮）、多数意見に合わせるよう強制される同調圧力、現状維持志向といったことが課題の一つとして考えられる 

 組織内で部分最適に陥り、組織内外を問わず、根拠に基づいて様々な意見を言い合える文化の構築も必要 

２．原子力関連機関等に継続して内在している本質的な課題 

 国民の原子力への不信・不安に真摯に向き合い、社会的信頼の回復が必須 

 電力小売全面自由化等による競争環境の出現 

 長期的に更に温室効果ガスを大幅削減するためには、現状の取組の延長線上では達成が困難 

 火力発電の焚き増しや再エネ固定価格買取制度の導入に伴う電気料金の上昇は、国民生活及び経済活動に多大に影響 

３．原子力利用の基本目標及び重点的取組 

 責任ある体制のもと徹底したリスク管理を行った上での適切な原子力利用は必要。 

 平和利用を旨とし、安全性の確保を大前提に国民からの信頼を得ながら、原子力技術が環境や国民生活及び経済にもたらす 便益とコストについて十分に意

識して進めることが大切である。 

（１）東電福島原発事故の反省と教訓を真摯に学ぶ 

（２）地球温暖化問題や国民生活・経済への影響を 
       踏まえた原子力エネルギー利用を目指す 

（３）国際潮流を踏まえた国内外での取組を進める 

（４）原子力の平和利用の確保と国際協力を進める 

（５）原子力利用の大前提となる国民からの信頼回復を目指す 

（６）廃止措置及び放射性廃棄物への対応を着実に進める 

（７）放射線・放射性同位元素の利用による生活の質の一層の向上 

（８）原子力利用のための基盤強化を進める   

 日本的組織や国民性の弱点を克服した安全文化の確立 

 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進等による「予防型」の安全確保 

～従来の日本的組織や国民性の特徴が原子力利用にも影響～ 

 国民負担等を考え、長期的に果たし得る位置づけを明らか

にし、必要な対策を検討 

 国際感覚の向上に努め、国際的知見や経験を収集・共有・活用 

 プルトニウム利用に関する国際的な説明責任、プルトニウムの

管理とバランス確保、プルサーマルでの対応 

 自ら調べ、理解を深められる、科学的知見（根拠）に基づく

情報体系を整備 

 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施 

 量子ビームを含め放射線及びラジオアイソトープをさらに

活用していくための基盤整備 

 縦割りを打破し、研究開発機関と原子力関係事業者が 連携し、

厚い知識基盤を構築 

 優秀な人材確保や業務を通じた人材育成等の充実 

「原子力利用に関する基本的考え方」について    

今日も含め原子力を取り巻く環境は常に大きく変化していくこと等も踏まえ、５年を目途に適宜見直し、改定する 

○平成29年７月20日に原子力委員会にて取りまとめ、21日付で、政府は本文書を尊重する旨が閣議決定された。 

※原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」に基づき作成 75 



⑤火力・化石燃料利用 
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施策フレーム（総括）⑤火力・化石燃料利用 
 

 高効率化・低炭素化への更なる挑戦。 
 燃料調達の多角化・効率化に向けて、更なる取り組みを推進。 

エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

化石燃料の効率的・
安定的な利用 

高効率化・低炭素化に向
けた枠組みの構築 

•省エネ法・高度化法に基
づき、2030年におけるエネ
ルギーミックスを担保する枠
組みを構築 

•省エネ法火力ベンチマークに
係る制度の見直しを行うた
め、省エネ小委火力発電に
係る判断基準WGを開催 
 

高効率火力の推進・普及 •次世代火力発電
（IGCC）の実用化 

【福島復興火力（勿来・広
野）の2016年建設開始、
2020年以降運転開始】 
 

•高効率火力発電技術
（IGFC、1700℃級ガス
タービン等）やCO2分離回
収・有効利用技術の早期
開発及び導入促進。 

石油産業の事業基盤の
再構築 

•高度化法告示等に基づく、
国内精製能力の最適化、
2次装置の装備率の向上 
•コンビナート連携の進展 

•製油所の競争力強化 
•海外展開の促進 

燃料調達の多角化・
効率化 

安価な燃料調達の実現 •自由化による調達価格の
引下げのインセンティブ向
上 
•米国産LNGの大型調達
契約の締結 

•需給を反映したLNG価格
指標の確立による、LNG調
達価格の是正（原油価格
連動型契約からの脱却） 
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実行した政策 成果 

老朽火力活用に
よる震災後の需
給逼迫の克服 

老朽火力をフルに活用しつつ、以下の節電を実施 
• 電力使用制限令に基づく節電対策(2011年） 
• 数値目標付きの節電要請(2011年、2012年、

2013冬) 
• 自主的な節電要請(2013夏、2014年、2015年) 

• 目標を上回る節電を実現し、停電等の事態を回避 
  【９電力管内全てで達成（2012年）】 
 
• 他方、燃料差替等に伴うコストは増加。 
  【2010年比最大3.6兆円増加（2013年） 】 

高効率化・低炭
素化に向けた枠
組みの構築 

• 低炭素化を進める電力会社の自主的枠組みを構築 
（電気事業低炭素社会協議会） 
• 省エネ法・高度化法に基づく法的枠組みを整備し、 
  高効率化等を推進 

• 自主的枠組みは販売電力量ベースで99％超をカバー 
 

• 実質的に、2030年における火力発電分野のエネルギーミック
スを担保する枠組みを構築 

高効率火力の推
進・普及 
 

• 高効率火力発電技術の開発（IGCC、A-USC、
IGFC等） 
 

• 海外での石炭火力の高効率化への協力 
 

• 次世代火力発電（IGCC）の実用化 
  【福島復興火力（勿来・広野）の2016年建設開始、2020

年以降運転開始】 
• 高効率石炭火力向け公的融資の継続 
  【OECD輸出信用アレンジメントの改訂】 

競争環境整備 
 

• 自由化による事業機会拡大と競争原理導入 
 

• 火力発電の共同調達、事業統合 
  【JERA：2019年既存火力の承継】 
• 効率化インセンティブ（東電の「定検期間半減」等） 

安価な燃料調達
の実現 
 

• 自由化による調達価格の引下げのインセンティブ向上 
• 供給源多角化、共同調達による交渉力向上 
 

• 米国産LNGの大型調達契約の締結 
• JERAによる燃料調達の取組みの実施（石炭・石油・LNG） 
• 東ガスと関電・九電によるLNG調達に係る戦略的提携 

石油産業の事業
基盤の再構築 
 

• エネルギー供給構造高度化法告示（1次・2次）によ
る化石燃料の有効利用の促進 

• 劣質原油を精製可能な装置の導入促進による多様
な燃料の活用 

• コンビナート内連携の促進 

• 国内精製能力の規模の最適化、2次装置の装備率向上 
【重質油分解装置装備率：2010年度約10%→2013年度約13%】   
【残油処理装置装備率：2014年度約45％→2016年度約51％】 
 
• 千葉地区において複数製油所の統合運営事例の確立 

施策フレーム（詳細）⑤火力・化石燃料利用  ～これまでの取組と成果～ 
 

 震災後の緊急対策を乗り切り、低炭素化実現のための環境整備（法律、技術開発）に着手。  
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施策フレーム（詳細）⑤火力・化石燃料利用  ～更なる課題と今後の方向性～ 
 

 調達・発電の更なる効率化に挑戦、制度的な対応も視野。 
 再エネ導入のカギとなる供給力・調整力の確保に向け、経済的な措置を検討。 

更なる課題 今後の取組・方向性 

火力発電の高
効率化の加速 

• 省エネ法火力ベンチマークに係る制度の見直し  
（共同取組等） 
 

• 調整力及び発電効率の高い発電技術の導入を
促進 

 

• 省エネ小委火力発電に係る判断基準WGを開催し、  
制度改正の方向性について検討。 
 
 

• 高効率火力発電技術（IGFC、1700℃級ガスタービン
等）やCO2分離回収・有効利用技術の早期開発及び
導入促進。 

燃料調達コスト
の低減 
 

• 欧米に比べて割高なLNG調達価格の是正（原油
価格連動型契約からの脱却） 

• 需給を反映したLNG価格指標の確立に向けた取組 

電力供給力・
調整力の確保 
 

• 自由化の進展や再エネの導入拡大に伴う稼働率や
市場価格の低下による、発電投資の意欲が減退と、
中長期的な供給力不足への対応。 

 

• 一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量市
場を創設し、効率的に中長期的な供給力・調整力の確
保を図る（2020年度目途で導入。） 

 

石油産業の 
事業基盤の再
構築 
 

• 国内製油所の国際競争力強化 
• 国内石油精製業の海外展開の促進 

• 石化産業等を含めたコンビナート内外の連携強化 
• 新たな高度化法告示等に基づく原油の有効利用・競争力強化 
• 成長市場での事業拡大、グローバルサプライチェーンの確保 
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○省エネ法によるルール整備 
 

 ・発電事業者に火力発電の高効率化を求める 
  -新設時の設備単位での効率基準を設定 
    (石炭:USC並, LNG:コンバインドサイクル並) 
  -既設含めた事業者単位の効率基準を設定 
    (エネルギーミックスと整合的な発電効率) 
 
 
 

0.37kg-CO2/kWh(2030年度)というエネルギーミックスと整合的な目標を設定（販売電力の99%超をカバー） 

①【電力事業者の自主的な枠組】 

○高度化法によるルール整備 
 

・小売事業者に高効率な電源の調達を求める 
  -全小売事業者 
 -2030年度に非化石電源44% 
  （省エネ法とあわせて0.37kg-CO2/kWh相当） 
 -非化石電源比率に加え、CO２も報告対象に含める 
 -共同での目標達成  
 

自由化と整合的なエネルギー市場設計：小売営業ガイドライン等 

【支える仕組み】（市場設計） 

排出係数0.37kg-CO2/kWh(2030年度)の達成を実現 

③【支える仕組み】（小売段階） ②【支える仕組み】 （発電段階） 

「電気事業低炭素社会協議会」を創設 → 個社の実施状況を毎年確認し、必要に応じ個社の計画を見直し 

実績を踏まえ、経産大臣が、指導・助言、勧告、命令。［実効性と透明性を確保］ 

 ①電力の自主的枠組みの強化を、②省エネ法と③高度化法などによる措置で支え、 
 「実効性」と「透明性」を確保。 

新たなフォローアップの仕組みの創設 

電力事業者の自主的な火力効率化・低炭素化の枠組と支える仕組み（16年4月） 
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火力の高効率化・低炭素技術開発「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」(16年6月) 

 経済産業省では産学官の有識者からなる協議会を設置し、次世代火力発電技術を早期に
技術確立・実用化するための方策を議論し、2016年6月に「次世代火力発電に係る技術
ロードマップ」を取りまとめ、次世代火力発電技術の開発目標・方向性等の道筋を明ら
かにした。 
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石油精製・元売会社を対象とした事業再編・設備廃棄促進策の経緯 

エネルギー供給構造高度化法「１次判断基準」（告示：2010年７月 期限：2014年３月末） 

産業競争力強化法50条に基づく市場構造調査（2014年６月30日） 

エネルギー供給構造高度化法「２次判断基準」（告示：2014年７月 期限：2017年３月末） 

●各社に「重質油分解装置装備率」（＝重質油分解装置能力／原油処理装置能力）の向上を義務付け 
 ⇒これにより、全国の原油処理能力の過去10年のピーク（2008年、489万ＢＤ）の約２割にあたる原油処理装置95万Ｂ

Ｄ分が削減された。 

●調査の結果、 

 ・石油精製業界は「概ね過剰供給構造」にある。 

   ・急速な国内需要減が見込まれる中で、現在の収益状況や供給能力が継続するとすれば、本格的な過剰精製構造に陥るお
それが大きい。 

 ・製油所の①過剰精製能力の解消や、②統合運営による設備最適化等が急務、 

 ・石油産業は「事業再編」に積極的に取り組むことが期待され、政府はその環境整備を行う必要 

 との結論。 

●各社に「残油処理装置装備率」（＝残油装置能力／原油処理装置能力）の向上を義務付け 

 ・2017年３月末に最終期限。多くの石油精製業者が「常圧蒸留装置の削減（分母の減少）」により能力を削減し、我が国の
石油精製能力は、2014年の395万BDから約１割削減された。 
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基本方針 

判断基準（告示） 
特定のエネルギー供給事業者に①非化石エネルギーの利用、②化石燃料の有効利用を義務づけ 

 
非化石エネルギーの利用 
【対象】 
 電気事業者、ガス事業者、石油精製業者 

化石燃料の有効利用 
【対象】 
 ガス事業者、石油精製業者 

・・・経済産業大臣が策定 

・・・経済産業大臣が策定（告示） 

    エネルギー供給構造高度化法（高度化法） 

原油の有効利用のため、原油処理装置
から生じる残油留分を処理してから付加
価値の高い軽質油を生産する装置の装
備率の向上を求める。 

 

 

 

 

原 

油 

原
油
処
理
装
置
（ト
ッ
パ
ー
） 

ＬＰガス 

ガソリン 

灯油 

軽油 

残油留分 重油 

コークス等 

軽質油 

重質油 
（残渣） 

ナフサ 

ＬＰガス 

ガソリン 

灯油 

軽油 

ナフサ 

残油処理装置 

 エネルギー供給事業者（電気事業者、ガス事業者、石油精製業者）による、①非化石エネルギーの利用と、
②化石燃料の有効利用を促進するための法律。 

 石油精製業者には、経済産業大臣が定める「判断基準（告示）」に基づき、精製する原油一単位あたりの、
ガソリン等石油製品得率の向上（原油の有効利用）に向けた措置が求められる。 

※石油精製業者向け判断基準（２次告示） 

原油処理装置の能力 

残油処理装置の能力 

装備率＝ 
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高度化法３次告示の基本的考え方 

• エネルギー供給構造高度化法の法目的である、「原油の有効利用（安価な重質原油から付加
価値の高い白油等をより多く生産）」の推進は、国内資源に乏しい我が国にとって、原油調達の
柔軟性向上、調達コスト低減ひいては国内石油製品価格の安定にも資するため、引き続き重要。 

• 国内製油所の維持に資する「国際競争力強化」の観点からも、IMO規制強化や電力用燃料の
需要減少に伴う重油需要の減少が見込まれる中、より一層、重質油を分解することの重要性が
高まる可能性。 

• これまでの取組により、既に各社の重質油分解装置の「装備率」は世界的に高い水準を実現。一
方、実際の分解能力の活用は十分ではなく、国際競争力の高い他国の製油所と比して、多くの残
渣油を生産しているとの指摘。 

 ⇒ 次期の告示においては、各社による重質油分解装置の有効活用（稼働率向上、製油所間 
    連携、能力増強等）を促し、より一層の重質油分解能力の活用を実現する。 

＜日本の製油所の残油得率＞ 

残油得率（％） 2012 2014 

日本製油所の平均 11.8 10.4 

世界最良の製油所 4.9 3.8 

出典：ソロモン アソシエイツ 

＜残油処理装置装備率の国際比較＞ 

※日本以外はＳＤＡ（溶剤脱れき装置）能力を含まず 
出典：エネ庁調べ 84 



 原油の重軽格差の拡大見通し、各産油国の地政学リスク、各産油国の輸出余力・可採年数、各産油国から

我が国への輸送距離等を勘案しつつ、製油所の生産性向上に資するよう、超重質油や超軽質油も含め、精
製可能な原油油種の拡大を図っていくべき。 

 また、新たな原油油種の調達を拡充するため、個々の原油の性状を踏まえ、超重質・高硫黄原油等の処理

を効率的に実施するために必要な設備投資が進められるべきではないか。その際、企業単体の取組のみな
らず、コンビナート規模での共同利用も含め検討を進めるべき。 

産油国別の生産量・消費量比較 

（出典）ＪＰＥＣ「未利用原油（含む非在来型原油）の輸入可能性及び精製課題調査」 
    資料より経済産業省作成。 

（脱塩装置のイメージ） 

（スラリー床水素化分解装置のイメージ） 

スラリー床 

水素化分解装置 

(SPH) 

常圧蒸留装置① 

常圧蒸留装置 ② 

多様な原油を精製するための装置の例 

可採年数 輸入実績 原油

万BPD シェア 万BPD 輸出余力 年 有無 性状

1 ロシア 1,077 13.30% 320 757 26.3 有 中質高硫黄

2 サウジアラビア 1,051 13.00% 319 733 69.6 有

3 米国 920 11.40% 1,904 -984 14.4 有（少量） 軽質低硫黄

4 中国 428 5.30% 1,106 -678 11.6 有

5 カナダ 369 4.60% 237 132 128.4 有（少量） 超重質高硫黄

6 イラク 360 4.40% 76 284 114.2 有

7 イラン 330 4.10% 202 128 131 有

8 UAE 323 4.00% 87 236 83 有

9 クウェート 288 3.60% 51 238 96.6 有

10 ベネズエラ 243 3.00% 82 161 336.3 有（少量） 超重質高硫黄

11 メキシコ 242 3.00% 194 48 12.6 有（少量）

12 ブラジル 233 2.90% 323 -90 19 有（少量）

13 ナイジェリア 231 2.90% 30 201 57.4 有（少量） 中質低硫黄

14 カタール 166 2.10% 31 136 42.3 有

15 アンゴラ 166 2.10% 14 152 20.9 有（少量）

産油国
生産量（2015年） 消費量（2014年）

劣質原油 

（前処理） 

製油所の生産性向上（精製可能な原油油種の拡大） 

複数の製油所での連携 
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石油コンビナートの強靱化 

設備の安全停止対策 
（配管の緊急遮断弁の増
強、タンカー自動離桟装
置等の増強 等） 

耐震・液状化・津波対策 
（タンカー桟橋・背後護岸、構内配管、

フレアスタック等の強化 等） 

入出荷設備の能力増強対策 
（ローリー出荷能力の増強、受入

配管新設 等） 

【事業イメージ】 

 東日本大震災での課題を克服するため、資源エネルギー庁及び関係機関において、様々な対策を実施。特に、石

油精製事業者に対しては、被災後24時間以内に平常時の供給力の１／２まで回復する目標の設定、その実現

に向けた対応を求めている。 

 このため、企業による自発的な取組が進みにくい、以下のような災害対応能力の強化に向けた投資を支援。 

  ① 災害時の出荷能力の維持・強化（船からの製品受入配管の新設 等） 

  ② 出荷エリアの地盤強化（桟橋等の耐震・液状化・津波対策 等） 

  ③ 被害の最小化・二次被害の拡大防止（精製設備の安全停止装置の導入 等） 

【製油所の強靱化対策の実施箇所】 
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我が国石油産業の海外展開の意義 

石油政策の目標 
 国内における石油の低廉かつ安定的な供給確保と、それを実現するためのサプライチェーンの維持。 

石油中下流事業の海外展開の意義 
１．企業にとっての意義 
 既存の国内事業以外の新たな成長分野を求めることにより、収益源を多様化することができる。 
 海外も含め製品調達元、生産拠点、販売先を複層的に持つことにより、一部国・地域の政策や市況

の変化に動じない、柔軟かつ強靱な供給・販売能力をもつことができる。 

２．エネルギー政策上の意義 
 企業が収益を確保することにより、国内の石油サプライチェーン維持・強化のための再投資が、 
  行われることを期待できる。 
 企業が国際的なサプライチェーンを構築し、取り扱う石油製品の量を増やすことにより、危機時に

おける国内への供給の柔軟性・冗長性が向上することが期待できる。 

今後予想される環境変化 

① 国内における石油製品需要の更なる減少（国内事業縮小に伴う収益の減少、市場としての日本の魅力低
下による産油国に対するプレゼンスの低下等）。 

② アジア地域を始めとする、海外の石油製品需要の更なる増加（供給能力の増強、諸外国からの市場参入
等により、日本企業による参入余地が小さくなる可能性）。 

③ 新興国での製油所の新設に伴う、アジア全域で需要を上回るペースでの供給能力拡大や、中国等におけ
る環境規制強化。これらに起因した、国際的な製品取引の活性化（中国の経済動向によっては、アジア地
域全体で供給過剰）。 
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石油業界の海外・他分野進出 

 石油業界は、精製・販売事業の海外進出も図り、国内以外の事業基盤形成を進めている。 

 また、電力・ガスシステム改革による更なる自由化の動向を睨み、各社において、電力会社やガス
会社と連携して発電事業を拡大する動きが活発化している。 

我が国企業による海外進出の例 

ラオス 

タイ 

カンボジア 

ベトナム 

▲ 

▲ 
バンフォン経済特別区 

▲ 
ズンクワット製油所 

現在、ベトナム唯一の製油所。 

JXエネルギーは、ベトナム国営会社（ペトロ
リメックス）との間で覚書を締結し、バンフォ
ン経済特別区における製油所新設について
検討中。 

ニソン製油所 
出光興産は、需要増が見込まれるベトナム
国内市場に進出するべく、ベトナム国営会社
（ペトロベトナム）等と協力し新たな製油所
を建設中。 

オーストラリア 

▲ 

ポートケンブラ地域 
東燃ゼネラルは、オーストラリアの大手物流会
社（キューブ）と合併会社を設立し、ポート
ケンブラ地域に石油製品貯蔵設備を建設予
定。石油製品貯蔵設備から石油製品を販
売・供給する事業も検討中。 

石油業界の発電事業拡大の例 

○出光興産の例 

 出光興産、九州電力、東京ガスは、京葉コンビナートにおける石
炭火力発電所の建設に向けた検討を進めるため、「株式会社千葉
袖ヶ浦エナジー」を設立（平成２７年５月１日）。 

［発電所の計画概要］ 
発電規模：最大２００万ｋW 
     （１００万ｋW×２基） 
燃料：石炭 
  （バイオマス混焼なども検討） 
運転開始：２０２０年代中頃 

○東燃ゼネラル石油の例 

 東燃ゼネラル石油は、清水地区における天然ガス発電所の建設
に向け、「計画段階環境配慮書」を経済産業大臣、静岡県知事、静
岡市長に提出（平成２７年１月２９日）。 

［発電所の計画概要］ 
発電規模：最大２００万ｋW 
    （５０～６０万ｋW×３基） 
燃料：天然ガス 
運転開始：２０２１年４月（予定） 
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⑥資源・セキュリティ 
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施策フレーム（総括）⑥資源・セキュリティ 
 

 資源確保に向け、上流開発・調達改善に全力で取り組む。 
 サプライチェーン全体でのレジリエンス強化を継続。 

エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

安定的な資源確保 資源外交・上流進出の促
進 

•JOGMEC法改正（2012、
2016年） 
•自主開発比率の向上（石
油・天然ガス：27.4%、石
炭：63.1%） 

•政策資源を効果的に投入し
つつ、長期を見据えた資源安
定確保に向けた戦略を検討 

国内資源開発 •メタンハイドレート生産実験 
•「資源」号による探査 
•鉱業法運用見直し（2017
年） 

•民間主導の国内資源開発の
促進 

資源調達条件の改善 •「LNG市場戦略」策定 
•LNG産消会議の継続開催 

•国内外のステークホルダーを
巻き込んだ「LNG市場戦略」
の更なる具体化 

国内エネルギー供給網
の強靱化 

海外からの供給危機への
対応 

•備蓄目標の堅持 
•備蓄基地の耐震化・津波対
策 

•引き続き国内需要に適合し
た備蓄を堅持するとともに、コ
スト削減等の合理化を推進 

国内危機への対応強化 •「災害時石油・石油ガス供給
連携計画」の策定 
•中核SS約1,600カ所整備 
•LPガス中核重点所約340カ
所整備 

•需要・供給双方向から災害
対策を強化 
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実行した政策 成果 

資源外交・   
資源開発 

• 総理を筆頭としたハイレベルな資源外交の展開 
• JOGMECを通じたリスクマネー供給の更なる拡充 

（2012、2016年JOGMEC法改正） 
• 国内資源開発促進のための事業環境整備 
 （2011年鉱業法改正、2017年運用見直し実施） 

• 石油・天然ガス自主開発比率の向上 
  【2010年度23.5％ → 2016年度27.4％】 

- アブダビ陸上油田権益（INPEX）の獲得 
• 石炭自主開発比率の向上 
  【2011年度48.9％ → 2015年度63.1%】 

- 豪州、モザンビーク等の炭鉱権益の獲得等 
• 鉱物資源自給率の向上 
  【2011年度44.0% → 2015年度45.0%】 
• 供給源の多角化の進展 

- 米国産（シェールガス由来）LNGの日本輸入開始 
- 日露エネルギー協力の推進（共同探査等） 

• 世界初の海域でのメタンハイドレート生産実験（2013、2017年） 

• 沖縄海域において6カ所の海底熱水鉱床を発見 

公正・透明な 国
際マーケットの確
立 

• 「LNG市場戦略」の策定 
• LNG産消会議の開催（2012年以降毎年開催） 

• 仕向地が柔軟なLNG契約の増加 
【～2009年：33％ → 2010年～：51％ ※全世界平均】 
• EUとのLNG協力に係るMOU締結 
• TOCOMによるLNG現物市場の開設 

石油備蓄等によ
る海外の供給危
機への対応強化 

• 産油国共同備蓄を「第3の備蓄」とし位置づけ・拡充 
• 国家備蓄基地の耐震化及び津波対策の実施 
• 国家備蓄石油・LPガス、鉱物の放出訓練の実施 

• 備蓄目標の堅持 
 【石油：208日分、LPガス：110日分、レアメタル：60日分】 

 

国内マーケット整
備・流通網強化 

• 石油精製・流通研究会における取引慣行是正検討 
• SS過疎地対策協議会におけるSS過疎地対策検討 

• 「ガソリン適正取引慣行ガイドライン」策定 
• 「SS過疎地対策ハンドブック」策定 

国内災害時にお
ける対応能力の
強化 

• 石油備蓄法改正による「災害時石油・ LPガス供給
連携計画」制度の導入、備蓄放出要件の災害時の
対象化等 

• 過去の震災における課題を踏まえた災害対応力強化 

• 平成28年熊本地震にて「災害時石油・石油ガス供給連携計
画」の実施等により、石油供給網の回復等が概ね円滑に実施 

• コンビナートの「耐性総点検」の実施、製油所・油槽所強靱化 
• 全国に中核SS約1,600カ所、LPガス中核充填所を約340カ
所整備 

施策フレーム（詳細）⑥資源・セキュリティ強化  ～これまでの取組と成果～ 
 

 上流開発の案件積み上げ、契約条件の改善などの地道な積み上げに加え、 
 ＪＯＧＭＥＣ法改正など、制度的な支援措置も併せて実施。 
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更なる課題 今後の取組・方向性 

資源外交・ 
資源開発 

• 石油・天然ガス自主開発比率目標（2030年
40％）の達成 

• 石炭自主開発比率目標（2030年60％）の維持 
• 鉱物資源自給率目標（2030年ﾍﾞｰｽﾒﾀﾙ80％、ﾚｱ
ﾒﾀﾙ50％）の達成 

• 供給源の多角化（＝中東依存度の低減） 
• より戦略的・重点的な資源外交の展開 
• 民間企業主導での国内資源開発の推進 

• 2030年以降を見据えた化石燃料・鉱物資源確保戦略検討 
- 政策資源（リスクマネー、外交等）の重点化による最適

なポートフォリオ構築 
- 生産量100万BD超の中核的上流開発企業の育成 

 
 

• 法制度の運用・官民の負担の在り方を見直し、エネルギー政
策として着実に国内資源開発を促進 

公正・透明な 国
際マーケットの確
立 

• 「LNG市場戦略」の具体化 
- 仕向地制限の緩和 
- 需給を反映した価格指標確立 
- アジア全体のLNG市場の拡大 等 

• 国内外ステークホルダーを巻き込んだ「LNG市場戦略」の更なる
具体化 
- 仕向地制限の緩和、価格指標確立、インフラ整備等のた

めの国際連携、制度改革等検討 
- アジア等での需要拡大に資する人材育成、制度整備協力、
政策金融等の積極支援 

石油備蓄等によ
る海外の供給危
機への対応強化 

• エネルギー安全保障と両立する形での国内需要に適
合した備蓄の堅持 

• コスト削減等による国家備蓄の効率化 

• 備蓄目標に沿った保有数量の検討、入札改善や各種検査費
用の圧縮等によるコスト削減 

• 各種資源の短期的供給障害に備え、適切な備蓄体制整備
及び機動的な放出により安定供給を確保 

国内マーケット整
備・流通網強化 

• 国内における石油製品取引の公正な競争環境の整
備とSS過疎地対策の強化 

• ガソリン適正取引慣行ガイドラインの業界への浸透を通じた、
公正な競争環境の構築とSS過疎市町村における自主行動
計画策定等による対策実施 

国内災害時にお
ける対応能力の
強化 

• 石油製品供給網の維持等による国内安定供給性の
向上 

• 災害時における地域住民の燃料供給拠点の整備 
• 自治体・病院・通信等重要施設（需要家側）の災
害対応能力強化 

• 製油所・油槽所の強靱化、災害時における燃料供給オペレー
ションの定着 

• 住民拠点SSの全国8,000カ所の整備等による災害対策強
化 

• 災害時に備えた需要家側での自衛的な燃料備蓄強化 

施策フレーム（詳細）⑥資源・セキュリティ強化  ～更なる課題と今後の方向性～ 
 

 リスクマネー供給の強化、グローバル・プレーヤー育成にむけ、具体案件の組成を強化 
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第2次石油危機
時の最高値
（30.00ドル） 

※1983年にWTI先物（NYMEX）とブレント先物（IPE、現ICE）が上場。 

(80.9)イラン・イラ
ク戦争勃発 

(73.10) 
第4次中東戦争 

史上最高値(08.07) 
WTI   145.29ドル 
ブレンド 146.08ドル 

(01.09)米国同
時多発テロ発生 

(11.3) 
東日本大震災 

(08.09) 
リーマンショック 

第1次石油危機
時の最高値
（11.65ドル） 

(79.2)イラン暫定
革命政府成立 

(90.8)イラクの 
クウェート侵攻 

(90.10)湾岸戦争
時最高値 
（40.42ドル） 

(04～) 
新興国需要急増 

現在 
50ドル前後 

93 

(14～16) 
米金融緩和終了に伴うドル高 
サウジが生産量維持、OPEC総会で減産見送り 
イラン核問題に関する経済制裁緩和 

 国際原油価格は、新興国の需要急増などを背景に2008年7月に史上最高値を記録した後、リーマンショックに端を発した世界金融
危機により急落。その後は、世界経済の回復に伴い上昇し、「アラブの春」前まで、70～80ドル程度で安定。 

 「アラブの春」以降の2011年からは、中東・北アフリカ地域の地政学的リスクにより、原油価格は高止まりしていたが、2014年7月以
降下落に転じ、中国経済の先行き不透明感、北米シェールオイルの堅調な生産などから、2016年1月には2003年以来の安値水
準まで下落。その後は上昇に転じ、直近は50ドル/バレル前後で推移。 

 新興国の需要の増加により、原油価格は長期的には上昇の見通し。 

● 

● 

IEA見通し 
2020年：  79ドル 
2030年：111ドル 
2040年：124ドル 
（中心シナリオ） 

？ (16.11) 
減産合意 

原油価格の推移の見通し 
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＜総理・閣僚級による資源外交の例＞ 

 
○ 安倍総理・トランプ大統領と会談（2017月2月） 
○ 麻生副総理 ペンス副大統領と「経済対話」を実施

（2017年4月） 
○ 世耕大臣 ペリー・エネルギー長官、 

ロス商務長官と会談（2017年4月） 
  →供給源の多角化 

エネルギー分野の協力 

 
○ 安倍総理 TICAD VI出席＠ケニア 
 （2016年8月） 
→石油・天然ガス・鉱物資源分野の人

材育成に関する支援 
→モザンビークでの石炭分野の人材育成

に関する支援 
 

 安定的かつ低廉な資源確保に向け、安倍総理を筆頭に資源外交を積極的に展開。 

 
○ 安倍総理 プーチン大統領と会談 

（2016年12月、2017年4月） 
○ 世耕大臣 ノヴァク・エネルギー大臣とともに「日露エネル

ギー・イニシアティブ協議会」を開催 
（2016年11月, 2017年1月、4月） 

 →近接した化石燃料供給源 
  エネルギー分野の協力 

 
○ 安倍総理 世耕大臣 ムハンマド・ビン・サルマン 

副皇太子と会談（2016年9月） 
○ 安倍総理 世耕大臣 サルマン 国王との会談

（2017年3月） 
 →石油の安定供給確保 

 
○ 世耕大臣 ムハンマド・アブダビ皇太子、ジャーベル

国務大臣兼ADNOC・CEOと会談 
   （2017年1月） 
 →自主開発権益の延長 
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化石燃料 

○ 井原政務官 マイニング・インダバ 
  出席＠南アフリカ（2017年2月） 
 →アフリカの資源諸国との関係強化       
                   
 

 
○ 2014年に施行された新鉱業法に対して、首脳・閣

僚・事務方あらゆるレベルで働きかけを継続。 
 →新鉱業法への対応 
 

金属鉱物 

 
○ 世耕大臣 タマヨ・エネルギー鉱山

省大臣と会談（2016年11月） 
 → 鉱業分野における二国間協力を

推進  
 

 
○ オラロスリチウム開発プロジェク

トが本格生産中。 
 →リチウム開発プロジェクトに対

する支援 

米国 

ペルー 

アルゼンチン 

インドネシア 

アフリカ 

UAE 

サウジアラビア ロシア 

積極的な資源外交 
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■拡充する支援メニュー 
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■現行の支援メニュー 

JOGMEC 上流開発企業 

石油ガス開発 

石油開発 

 ■上流開発企業による企業買収等への支援 

プロジェクト会社 

JOGMEC 上流開発企業 

プロジェクト会社 

出資(権益取得・ 
追加出資（ガスの場合）) 

JOGMEC 

相手国国営企業等 
への権利料払込み 
 

JOGMEC 上流開発企業 

権益取得後 
の追加出資（石油も) 

プロジェクト会社 

JOGMEC 

出資 

JOGMEC 上流開発企業 

個別権益 個別権益 

出資 

海外の資源会社 

国営石油企業株式 
－産油国との戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築 
－将来の我が国企業の権益獲得への布石 個別権益 

石油ガス田の探鉱 

出資(権益取得) 
 

プロジェクト会社設立前の 

石油ガス田の探鉱権 
（将来は民間に当該権利を譲渡） 

上記の新たに拡充する支援等については、政府保証付借入による出資も可能とする。 

※JOGMEC法 :Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 

JOGMEC法改正による機能強化（16年11月）  
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海洋基本法 
（平成19年4月27日法律第33号） 

 海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進 
• 石油・天然ガス 
• メタンハイドレート 
• 海底熱水鉱床 
• コバルトリッチクラスト 
• マンガン団塊 
• レアアース泥 他 
 
 
 海洋エネルギー・鉱物資源開発計画 (平成25年12月24日経済産業省総合資源エネルギー調査会) 

 海洋エネルギー・鉱物資源の商業化に向けた中長期計画 
• 資源量評価 
• 技術開発（採鉱・揚鉱技術、選鉱・製錬技術等） 
• 環境影響評価 等 

海洋基本計画 （平成25年4月26日閣議決定） 

海洋鉱物資源開発の推進に係る法制度の体系 

96 



海洋エネルギー・鉱物資源計画（H25.12）の概要 
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資源 計画の目標、概要 

石油・ 
天然ガス 

・H３０年度までに、概ね6.2万k㎡の三次元物理探査を実施。 
・機動的に基礎試錐を実施し、成果を民間企業へ引き継ぐ。 

メタン 
ハイド
レート 

①砂層型 
・H２５～２７年度頃 技術課題への集中的対応（Ｈ２７年度末頃に方向性の確認・見直し） 
・Ｈ２８～３０年度 より長期の海洋産出試験の実施と総合的な検証等 
・Ｈ３０年代後半までに民間企業等を中核とした体制整備 等 
②表層型 
・Ｈ２５～２７年度で日本海側を中心に資源量調査を集中的に実施 
・Ｈ２６年度から地質サンプル取得、結果を踏まえ資源回収技術調査 

海底熱水
鉱床 

・資源量の更なる詳細把握、採鉱・揚鉱技術のパイロット試験実施（水深700- 
1,600m） 
・H２９～３０年度に経済性評価、以降、生産技術システムを確立 

コバルト
リッチ 
クラスト 

・第１期（H２６～H３０年） 有望鉱区の絞込み、最適な採鉱・揚鉱システム設計 
・第２期（H３１～３５年） 資源量評価、採鉱技術確立 
・第３期（H３６～４０年） 揚鉱技術確立、商業化検討  

レアアース
堆積物 
   ・ 
マンガン 
団塊 

○レアアース堆積物 
・H２５～２７年度で南鳥島周辺の濃集帯を集中調査、資源ポテンシャルを評価 
○マンガン団塊 
・資源量の算定 等 
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・リスクの高い部分は国が中心的役割 
・将来の商業化を念頭に効果的に民間参画を促進 

 
・文部科学省が有する海洋の情報、研究開発と連携 
・国土交通省が有する海底地形情報、遠隔離島活用との連携 

各省連携 官民役割分担 

・JOGMECによる実践的研修 の実
施（最先端ICTの活用） 
・民間の人材育成活動を慫慂 

人材育成 

・海外の知見の効果的な取り込み、
政府間連携の推進 
・適切な情報の管理 

国際連携 

・環境保全に必要な技術、評価方
法を確立 
・国際的なルール作りに貢献 

環境保全 

・幅広い国民的理解増進のた
めの広報の推進 
・海洋に係る学校教育の推進 

国民理解増進 

①砂層型 
・H３０年度を目途に商業化の実現に向けた技術整備 
・H３０年代後半に、民間企業が主導する商業化プロ
ジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技
術開発を実施 
②表層型 
・H２５年度以降３年間程度で広域的な分布調査等を
実施 

三次元物理探査船「資源」を用いて6,000k㎡/年
の探査を実施し、有望海域では、基礎試錐を機
動的に実施 

H３０年代後半以降に民間が参画する商業化プ
ロジェクトが開始されるよう、資源量評価や採
鉱・揚鉱技術開発、環境影響評価手法の開発等
を推進。 

・国際海底機構が定めた探査規則を踏まえ、調
査研究に取り組む。 
・具体的な開発計画を策定 

○レアアース堆積物 
・H25年度より3年間で集中調査、生産技術の調
査研究 
○マンガン団塊 
・資源量等の調査研究 

海洋基本計画（H25.4）の目標 
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海洋エネルギー・鉱物資源の概要 

資源 石油・天然ガス メタンハイドレート 

特徴 生物起源の有機物が厚く積もった海底の堆積岩中に賦存 
低温高圧の条件下で、メタン分子が水分子に取り込まれ
た氷状の物質 

 
 

存在水
域 

等 

            水深数百m～2,000m程度の 
   海底下数千m 

                 

                

         砂層型（主に太平洋側） 
               水深1,000m以深の海底下   

   数百ｍ 
 

         表層型（主に日本海側） 
             水深500m～2,000m 

        程度の海底 

資源 海底熱水鉱床 コバルトリッチクラスト レアアース堆積物 マンガン団塊 

特徴 
海底から噴出する熱水に含まれる
金属成分が沈殿してできたもの 

海山斜面から山頂部の岩盤を皮殻
状に覆う、厚さ数cm～１０数cmの
鉄・マンガン酸化物 

太平洋の海底下に粘土状
の堆積物として広く分布 

直径２～１５ｃｍの楕円体
の鉄・マンガン酸化物で、
大洋底に分布 

含有する
金属 

銅、鉛、亜鉛、金、銀 等 
マンガン、銅、ニッケル、コバルト、

白金 等 

レアアース 

（重希土も含まれる） 

マンガン、ニッケル、銅、コ
バルト 等３０種類以上の

有用金属 

存在水域
等 

沖縄、伊豆・小笠原海域 

500m～3,000m 

南鳥島周辺海域 

1,000m～2,400m 

南鳥島周辺海域 

5,000m～6,000m 

ハワイ沖公海域 

4,000m～6,000m 

資源調査船「白嶺」 

三次元物理探査船「資源」 
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「LNG市場戦略（平成28年6月経済産業省）」の概要 

欧州ガス市場 
北米ガス市場 

LNG市場 

• ロシア等 

• 米国産ガス 
• カナダ産ガス 

• 中東 
• 東南アジア 
• オーストラリア 
• ロシア 

日本 

• 需給両面で世界的にLNG市場が拡大傾向にあるほか、最大消費国である日本における
電力ガス市場の自由化、シェール革命の進展、LNGスポット市場の発達等により関連
するプレイヤーの数も急増している。 

• こうした機会を捉え、流動性が高いLNG市場を構築し、2020年代前半までに日本を
LNG取引の中心地とする（LNGハブ）とすることを目指す。 

• そのため、①LNGのトレーダビリティの向上、②需給を反映した価格指標の確立、③
取引を支えるインフラの整備、の３つの要素が重要であり、必要な取組みを進める。 

• 毎年一回程度、有識者の意見も踏まえフォローアップを行う。 
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オープンかつ 

十分なインフラ 

（Infrastructure） 

需給を反映した 

価格指標 

（Price Discovery） 

取引の容易性 

（Tradability） 

流動性 ＝ 
取引量 × 新規プレイヤー 

• 仕向地条項の撤廃に向けた消費国連携 
• G7、 G20、 LNG産消会議での連携強化

やガス需要拡大に向けたアジア諸国等との
政策対話 

• ガス需要・LNG需要拡大 
 

• 十分な国内の新規LNG基地等
のインフラ整備 

• 日本の需給を反映したLNG価
格指標の確立 

流動性の高いLNG市場実現への「３つの基本要素」（「LNG市場戦略」より） 
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TOCOMによるLNG現物市場開設（17年4月）  

 東京商品取引所（TOCOM）は、4月よりLNG現物市場を開設すると同時に、JKMに
よる先渡及びスワップ取引を開始。 

Platts 

LNG 現物取引  先物取引 

価格情報 

JOEを含む複数の情報源からの
価格情報を評価、JKM算出 

決済価格 

• 「LNG市場戦略」では、流動性の高いLNG市場と“日本
LNGハブ”の実現を目指して、価格指標の確立に向けて(株
)東京商品取引所（TOCOM)に現物取引機能の追加等
を期待する、とした。 

• これを受けて、昨年11月に同取引所は価格報告機関の
S&P Global PlattsとMoUを締結、利便性向上のため、 
JOEでは従来のRIM指標に加えて、本年4月、Platts が公
表するLNG指標であるJKMの先物取引を開始した。 

• さらに、JOEは本年4月、TOCOMの100％子会社となり、
中立性を向上。新しい取引システムの下で、LNG現物取引
も開始した。現時点では、注文がほとんど出ていない状況。 
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LNG産消会議2016(第５回)の開催結果 

 LNGの長期的な需給見通しの共有と取引市場の透明化に向けた連携を生産国・消費国間で図るプ

ラットフォームとして、東日本大震災の翌2012年より毎年、経産省が主催して東京で開催。 国内外の

LNG生産国・消費国の閣僚級、企業トップ等の参加を得て、LNG市場の最新の動向について認識を共

有するとともに、安定的、競争的かつ柔軟なLNG市場の発展に向けて議論。 

 2016年(第５回)の会合では、①需要が拡大するアジアのLNG市場開拓、②LNGの取引形態の多

様化をはじめ、市場流動性向上に向けた取り組み、③LNGの需給を反映した価格指標の重要性につ

いて議論し、認識を共有したところ。 

 また、出席した８名の大臣、国際機関の長 等と、世耕経済産業大臣、高木同副大臣がバイ会談を

実施し、国際LNG市場の発展に向けた協力について意見交換を実施。 

 2017年(第６回)、10月18日に東京で開催予定。 

LNG産消会議2016の開催概要 
 
・日時： 2016年11月24日（木）9:00～18:00 
・場所： グランドプリンスホテル新高輪 飛天 
・テーマ： アジアの新市場開拓、市場流動性向上に向けた取り組み、 
       LNGの価格指標 
・出席者数：32か国・地域から、1,000人以上 
【政府】世耕経済産業大臣、高木経済産業副大臣 
     カタール、タイ、ブルネイ、フィリピン、パキスタン、パプアニューギニア、ナイ

ジェリア、国際エネルギー機関（IEA）ビロル事務局長 など 
【企業】 供給者：シェル（蘭）、トタル（仏）など欧米メジャー、 

ノバテック（露）、プルタミナ（尼）、ペトロナス（馬）、
ウッドサイド（豪）など 

       消費者：JERA、東京ガス、CPC(台湾ガス公社)等         
       その他 ：シンクタンク、トレーダー、価格報告機関、JBICなど 

ナイジェリア 
カチク 
石油国務大臣 

タイ 
アナンタポーン 
エネルギー大臣 

IEAビロル事務局長 

ブルネイ 
ヤスミン 
エネルギー大臣 

パキスタン 
アバシ 
石油･天然資源大臣 

フィリピン 
クシ 
 エネルギー大臣 

パプアニューギニア 
デュバン 
 石油エネルギー大臣 

カタール 
アルサダ 
エネルギー工業大臣 
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北海道共備 

苫小牧東部 

むつ小川原 

（地上タンク） 

久慈 

（地下岩盤タンク） 
上五島 

(洋上タンク） 

沖縄石油基地(OCC) 

沖縄ターミナル(OTC) 

（参考）我が国の国家備蓄石油の蔵置場所（原油） 

国家備蓄基地 

民間タンク借上げで国家備蓄
石油を蔵置している基地 

出光興産・ 愛知 

秋田  

昭和シェル・ 新潟東港 

新潟共備 

三菱商事・小名浜 

鹿島石油・ 鹿島 

富士石油・ 袖ヶ浦 

福井  

菊間 

西部石油・ 山口 

ＪＸ・喜入 

志布志 

串木野 

白島 

ＪＸ ・知多 

 国家備蓄原油は、１０箇所の国家石油備蓄基地に蔵置するほか、借上げた民間石油タンク（製油所等）にも蔵置。 

我が国の石油備蓄の現状 

*IEA基準で試算した備蓄日数は、計算に使用する値が異なるため、IEA公表の備蓄日数と必ずしも一致しない。 

○我が国の石油備蓄は、①国が保有する「国家備蓄」と、②石油備蓄法に基づき石油精製業者等が義
務として保有する「民間備蓄」のほか、③ＵＡＥ（アラブ首長国連邦）とサウジアラビアとの間で2009
年以降開始した「産油国共同備蓄」で構成される。 

  ・国家備蓄:原油4,810万kl ・ 製品   143万kl(IEA基準：108日分) 
  ・民間備蓄:原油1,671万kl ・ 製品1,737万kl(IEA基準：77日分) 
  ・産油国共同備蓄：原油159万kl （IEA基準：4日分）                                                             （平成29年5月末現在） 
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 我が国のＬＰガス備蓄は、①国が保有する「国家備蓄」と、②石油備蓄法に基づき 
  ＬＰガス輸入事業者が義務として保有する「民間備蓄」で構成される。 
    ・国家備蓄： 135万トン（49日分） 
     ・民間備蓄： 167万トン（61日分）                               

福島（長崎県） 
施設容量  ２０万㌧  
備蓄方式  地上低温 

七尾（石川県） 
施設容量 ２５万㌧  
備蓄方式 地上低温 

神栖（茨城県）  
施設容量 ２０万㌧  
備蓄方式 地上低温 

倉敷（岡山県）  
施設容量 ４０万㌧  
備蓄方式 地下常温 

波方（愛媛県）  
施設容量 ４５万㌧  
備蓄方式 地下常温 

地上 地下 

地下 

波方基地 

（上：地上設備、 

  下：地下岩盤貯槽） 

七尾基地 

我が国のＬＰガス備蓄の現状 

（平成29年5月末時点） 

（参考）我が国の国家備蓄ＬＰガスの蔵置場所 

地上 

地上 
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【国家備蓄のスキーム】 
 
 
 
 
 
 
 
 

【国家備蓄・民間備蓄の比較】 

レアメタル備蓄 

 ２度にわたる石油危機の経験から、資源小国である我が国の経済基盤の脆弱性が改めて認識され
たため、国家経済安全保障の確立という観点から、昭和58年度に官民協力によるレアメタル備蓄制
度を創設。 

  国家備蓄 民間備蓄 

実施主体 ＪＯＧＭＥＣ 民間企業 

備蓄対象鉱種 
  レアメタル３４鉱種（５５元素） 

Li, Be, B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Ga, Ge, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, In, Sb, Te, 
 Cs, Ba, Hf, Ta, W, Re, Tl, Bi, REE(レアアース), PGM, C, F, Mg, Si 

目的 円滑な産業活動の維持及び国家経済安全保障の確立 企業の使用実態に即応した自主的な備蓄 

保管場所 国家備蓄倉庫において管理 民間企業で個別保管管理 

目標 

国内基準消費量注の４２日分 
（備蓄目標量の７割） 

国内基準消費量注の１８日分 
（備蓄目標量の３割） 

合計：国内基準消費量注の６０日分 

注：国内基準消費量は、過去５年の国内消費量の年平均 

国家備蓄倉庫 

利子補給金 
管理運営費 

経済産業省 

ＪＯＧＭＥＣ 

備蓄事業の実施 

補助 
(10/10) 

市中金融機関 
借入 

元金返済 
利子支払 
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 我が国の原油輸入先第２位であるアブダビに対し、鹿児島県のＪＸ喜入基地の
原油タンクを提供。 

 我が国の原油輸入先第１位であるサウジアラビアに対し、沖縄県の沖縄石油基地
（ＯＣＣ）の原油タンクを提供。 

サウジアラビアとの共同備蓄プロジェクトの推移 

○我が国は、主要な原油輸入先であるアラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアの国営石油会社に対して、国内（沖縄・喜入）の原
油タンクを貸与し、両国営石油会社が所有する原油を蔵置している。 

  ・2009年12月より、鹿児島県のＪＸ喜入（きいれ）基地にて、アブダビ国営石油会社（ADNOC社）との事業開始 

  ・2010年2月より、沖縄県の沖縄石油基地（ＯＣＣ）にて、サウジアラムコ社との事業開始 

○①平時には、両国営石油会社の東アジア向けの供給・備蓄拠点として、当該タンクとタンク内の原油は商業的に活用される一方、②危
機時には、タンク内の原油を我が国石油会社が優先購入できる。 

○産油国との関係強化や、沖縄等が産油国国営石油会社の東アジア向け原油供給拠点になることなどの副次的な意義も有する（石油
備蓄法に定める国家備蓄・民間備蓄に準ずる）「第三の備蓄」として明確に位置づけ、我が国の緊急時石油供給体制に組み込んで
活用する。 

 2007年4月に安倍総理訪サ時、アブドラ国王に対して提案。 
 2010年6月に、経済産業省とサウジアラムコ社との間で、基本的事項について合意。 
 2010年12月、サウジアラムコ社との間で、タンク賃貸借契約等締結。 
 2011年4月、約60万klの貯蔵完了。 
 2013年6月、事業の延長に合意、同年12月、貸与タンク容量を拡大し、現在100万ｋｌの原

油タンクを提供。 
 2016年10月、事業の延長、貸与タンク容量を130klに拡大することについて合意。 

我が国の原油輸入先上位２カ国
（サウジ・UAE）で全体の半分以上
を占める。 

 2009年3月、ムハンマド・アブダビ皇太子から提案あり。 
 2009年6月、資源エネルギー庁とアブダビ最高石油協議会との間で、基本的事項について合意、

2010年3月に約60万klの原油の貯蔵完了。 
 2012年6月、事業の延長に合意。 
 2013年5月、貸与タンクの増量に合意。11月オイルイン。 
 2014年2月、貸与タンクの100万klまでの増量に合意。 
 2014年11月、ＳＰＣとの間で事業の延長・拡充に関する覚書を締結。 

 

アブダビ首長国との共同備蓄プロジェクトの推移 

産油国共同備蓄 

サウジアラビ

ア 
35.7% 

ＵＡＥ 
24.5% 

カタール 
9.2% 

クウェート 
6.8% 

イラン 
6.7% 

ロシア 
6.1% 

メキシコ 
2.7% 

イラク 
2.3% 

インドネシア 
1.6% 

オマーン 
1.2% 

その他 
3.1% 

我が国の 
原油輸入量 
約335万

B/D 
(2016年) 

（出所）財務省貿易統計 
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○巨額費用を要する国家備蓄石油・備蓄基地(10基地)の管理業務を更に効率化する。このとき、①民間石油会社におけ
るメンテナンス方法等も参考にしつつ、②既に一部基地で実施されたコスト削減のベストプラクティス事例（例：コンストラク
ション・マネジメント契約の導入、コスト競争力のある地元工事業者等の育成、国家備蓄基地を管理する操業サービス会
社の管理部門統合等）の他基地への導入を進める。 

○「操業サービス会社」の決定については、1者応札が続いていることなど行革からの指摘を受け、行政事業レビューの公開プロ
セスの対象となった。（平成27年秋の公開プロセス、平成28年春の公開プロセス）これらの指摘を踏まえ、更なるコストダ
ウンの追求及び一者応札の改善を図るため、総務省の市場化テストのプロセス（有識者による入札実施要領の審議、パブ
リックコメントの実施等）を経て、平成30年度から5年間で再委託される基地管理事業の入札プロセスを実施中（平成
29年4月より公告開始）。 

国 ＪＯＧＭＥＣ 操業サービス会社（８社） 
※地下備蓄型3基地は1社に委託 

管理・施工業者、請負業者等 

＜国家備蓄石油の管理・運営スキーム＞ 

石油備蓄法 
に基づき委託 

再委託 
（一般競争入札） 

安全かつ効率的な国家備蓄石油の管理体制の強化 

 

 JOGMECが5年後とに実施している操業サービス会社の決定に関する入札について、従前より一般競争入札を実施してきているが、
行革からの指摘もあり、さらなるコストの削減、競争性を高めるため、以下の取組を実施。 
 ○入札参加資格を緩和し、グループを結成して入札に参加することを可能にした。 
 ○複数の入札対象基地への入札参加を可能とした。 
 ○入札スケジュールの拡大 
   ・企画書作成期間の延長（5か月→6か月） 
   ・引継ぎ期間の延長（2か月→3か月） 
   ・現地調査期間の拡大（1日→5日） 

 ○業務に関する開示情報の充実 
 ○直接業務費に対する一般管理費の比率を、過去の実績から最も一般管理比率の低い会社以下にすることを条件として追加。

（トップランナー） 

一般競争入札の改善 
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ガソリン適正取引慣行ガイドラインについて 

 公正な競争環境の構築を図り、将来にわたって石油製品が全国の住民や事業者に安定的・効率的に届けられるための
環境整備を促す。 

 望ましい取引慣行やベストプラクティスの浸透を促すことにより、元売と系列ＳＳが対話･協議を通じて相互の認識
の相違を埋める。 

課題となる取引慣行 問題となるおそれのある例 望ましい取引慣行・ベストプラクティス（抜粋） 

当初の仕切価格の 
建値化の是正と 

十分な協議 

卸売価格を一方的に決定するなどによ
り、正常な商慣習に照らして不当に、
系列ＳＳに不利益となる取引条件の
設定 

・当初の仕切価格を可能な範囲でより市況の実態に即したものとする
などの見直しを行うこと 

・仕切価格等を決定する際、系列ＳＳと十分に協議すること 

 
仕切価格の 
事後的調整 

個別の値引き交渉により特定のＳＳ
を競争上有利にさせるなど、非合理な
差別的取扱いにより、公正な競争秩
序に悪影響を与えること 

・値引き交渉の方針･手続の社内基準を明確化し、可能な限り、 
系列ＳＳにも情報開示が行われること 

・事後調整の期間短縮等が図られること 

・独占禁止法上の不当廉売や景品表示法上の有利誤認に該当する行為に対しては厳正な対処が行われるべき。 
・価格表示の適正化：石油流通業界団体の自主行動基準「ＳＳにおける価格表示の適正化ガイドライン」を理解し、 

不適切な価格表示が行われないよう対応する必要。 

小売段階での公正競争上の取組 

・元売ヒアリング等で、各元売の当初の仕切価格が建値化していないかどうかの実態等を把握する。 
・系列ＳＳを対象としたアンケートを実施(※)するなどにより、定期的にフォローアップする。 
・上記の対応を通じて動向を注視し、本ガイドラインを不断に見直す。 
・信頼性･透明性の高いスポット価格指標構築の環境整備を引き続き実施する。 
(※)本ガイドラインの策定に当たっても、全国1,600以上のＳＳ事業者にアンケート調査を実施 

経済産業省の対応 

石油製品の需要減少、元売の経営統合等環境変化にかかわらず取引の安定を確保していく必要。 
そのため、本ガイドラインにより、一層適正な取引慣行を実現することが重要。 
(※)元売と系列ＳＳの取引関係：一般的に元売は系列ＳＳに対して取引上の優越的地位にある。 

（平成29年３月公表） 

108 

狙い 



SS過疎地問題の現状 

 市町村内のSS数が3カ所以下の自治体として定義した「SS過疎地」は、全1718市町村のうち302市町村

(平成29年3月末時点)。人口メッシュから最寄りSSまでの道路距離が15km以上の地区が所在する市町村も

302にのぼる。（SS過疎地と合わせた市町村数は、551（重複数は53）） 

 高齢者への冬場の灯油配送や自動車へのガソリンの給油などに支障を来す「SS過疎地問題」は全国的課題。 

 SS過疎地等に位置するSSに対する今後の事業継続意志についてのアンケートでは、「継続する」が72％であっ

たが、他方で「未定」が19%、「廃業を考えている」が9％にのぼった。 

 石油製品需要の減少が引き続き見込まれる中、地域住民の生活環境の維持や災害時の燃料供給拠点を確

保する観点からも、地域毎に持続可能な燃料供給体制の確保に向けた早急な取組みが求められる。 

  平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 

０カ所 １０ １１ １２ 

１カ所 ６６ ７１ ７５ 

２カ所 ９６ １００ １０１ 

３カ所 １１１ １０６ １１４ 

合 計 
２８３市町

村 
（＋１８） 

２８８市町
村 

（＋５） 

３０２市町
村 

（＋１４） 

SS過疎地等に位置するSSの今後の事業継続意思 ＳＳ過疎市町村数の推移 

出所：SS過疎地実態調査（平成28年度資源エネルギー庁委託） 

●下記条件に該当する給油所(1,436箇所)に対して郵送によるアンケート調査、および 
  未回答者に対する電話ヒアリングを実施。1,436件中1,041件から回答を取得。 

 市町村内のSS数が３か所以下の市町村に位置するSS 
 居住地から一定道路距離圏内にSSが存在しない地域に位置するSS 

（※選択肢3.は、自由回答内容に基づき
他の回答に振り分けを実施） 

（図中の数字は 
  上段：回答数, 
  下段：%） 
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東日本大震災における主な課題 

 東日本大震災発生時、製油所、油槽所、タンクローリー、ＳＳ等の石油関連施設が被災し、被災地における石油供給が
大幅に遅延。物資輸送用・災害対応用の燃料が不足した。 

○輸送網の障害・緊急通行の支障 
 ・港湾、鉄道、道路が被災・寸断。回復に時間を要した。 
 ・タンクローリーを緊急通行車両とする申請・許可に時間要した。 

○配送能力の低下 
 ・タンクローリーが津波により被災するなど、絶対量が不足。 
 ・渋滞により配送が大幅に遅延。 

○長期間にわたる生産・出荷能力の低下 
 ・製油所、油槽所において設備の被災や停電等による稼動停止。 
 ・稼動停止した製油所等は１週間程度で順次運転再開したが、 
  被災した製油所等は再開に長期間（数ヶ月～１年）を要した。 

○在庫不足、販売能力の低下、行列・混乱の発生 
 ・道路損壊等によりSSへの石油配送が遅れる中、需要が増大した 
  ため、SSにおいて行列や混乱が発生。 

末端供給・拠点 

流通網 

生産基盤・拠点 

○災害に対する準えの不足 
 ・病院・避難所・通信・消防・警察等の重要施設で非常用発電機を 
  稼動させるために必要な燃料の備蓄が不足。 
 ・このため、国に対して約1500件もの燃料供給の要請が発生した。 

需要者 

○石油会社系列ごとの全体管
理機能が存在せず 

 ・元売会社、運送会社、ＳＳ
等は必ずしも資本関係にない
ことから、生産、出荷、配送、
販売の一連の機能回復に時
間を要した。 

 
○石油会社間の連携体制が存
在せず 

 ・製油所・油槽所等が被災した
会社を、業界の中で供給支援
する連携体制は準備されてい
なかった。 

 ・発災後に急遽石油連盟内に
共同オペレーションルームを設
置して対応したが、独占禁止
法上の懸念から立ち上がりに
時間を要した。 

【石油供給の緊急要請件数内訳】 
       全体1,456件 

全体管理機能 
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東日本大震災の教訓を踏まえた対策 

 東日本大震災での課題を克服するため、資源エネルギー庁及び関係機関において以下の対策を実施。 

○輸送網の早期回復・通行円滑化 
 ・内閣府・国交省と調整し、製油所・油槽所につながるアクセス道路・航路の早期啓開体制

によるタンクローリー・タンカーの通行を確保。 
 ・Ｈ27に石油会社8社を災害対策基本法上の「指定公共機関」として追加指定し、タンク
ローリーの緊急通行車両としての事前登録を可能に（緊急通行の迅速化）。 

○輸送支援体制の構築 
 ・民間による輸送が困難な場合に備え、自衛隊等による輸送協力訓練の実施。 

○生産設備・出荷設備の災害対応能力の強化 
 ・Ｈ24にコンビナート総点検を実施し、首都直下地震・南海トラフ地震等による地震・液状

化への耐性を確認。Ｈ25以降、点検結果に基づき各社が実施する、現行規制の求める強
度を上回る工事に対して補助を実施。 

○販売・供給拠点の災害対応能力の強化 
 ・災害時に緊急通行車両への優先給油を継続する「中核ＳＳ（サービス・ステーション）」を

全国に整備。自家発電の設置、タンク大型化等への支援を実施。 

末端供給・拠点 

流通網 

生産基盤・拠点 

○自治体・病院・通信等の重要施設管理者の災害対応能力の強化 
 ・自衛的備蓄の呼びかけ。 
 ・石油連盟との重要施設に関する情報共有覚書（タンク諸元等）の締結を促進。 
 ・都道府県石油商業組合との燃料供給に関する災害時協定の締結を促進。 

需要者 

全体管理機能 

○石油会社間の連携体制の構築 
 ・Ｈ24に石油備蓄法を改正し、

「災害時石油供給連携計画」制
度を構築（情報収集・共有、緊
急要請対応、貯蔵施設の共同
利用等）。 

 
○石油会社系列ごとの業務継続
体制の構築 

 ・石油会社に対して、運送会社や

ＳＳ等も包含する系列供給網
全体の「系列BCP（業務継続
計画）」の策定を要請。 
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熊本地震における燃料供給対応 

 製油所・油槽所の被害はほぼなかったが、停電、交通渋滞、ＳＳ被災等により石油供給が一部遅延。 

 本震発生当日（４月１６日）、石油備蓄法に基づき、石油会社が連携して燃料供給を行うための「災害時石油
供給連携計画」を発動。①石油関連施設の被災情報の収集・共有、②緊急石油要請への対応（※）、③石油供
給網の回復等を迅速に実施。 

 また、東日本大震災以降整備してきた「中核ＳＳ」において、警察・消防等の緊急車両に対して優先供給を実施する
とともに、中核ＳＳにおけるガソリン等在庫を切らせることがないよう継続供給を実施。 

 （※）緊急石油要請に対する主な対応事案 

■避難所・病院等に対する燃料供給 
・停電地域の避難所・病院等において非常用発電機を稼動さ
せるための備蓄燃料が不足。 

・国からこれらの施設に対して燃料需要を確認するとともに、石
油業界の連携体制を活かして小口配送拠点等から緊急的に
燃料配送。 

■電源車に対する燃料供給 
・送電鉄塔倒壊により停電地域が発生したため、九州電 
 力は電源車による臨時の電力供給を実施。 
・電源車に対して燃料を継続供給するため、国・石油業 
 界・電力会社において協議を行い、臨時の供給網を構築。 
 
（供給網）  
①電源車周辺に多くの軽油入りドラム缶を配備 
②ミニローリーを確保してドラム缶と小口配送拠点等との間をピストン輸
送 

（電源車に対する燃料供給の様子） 
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熊本地震でのSSの活躍と新たに明らかになった課題 

• 緊急車両・公共車両向けの中核ＳＳが機能（熊本県内34箇所全ての中核SSが、震災後 
10日間で約1,600件の優先給油を実施）。ＳＳが、災害時の「最後の砦」として被災地の生活
を支える公共インフラとして再認識された。 

• 一方で、避難者・被災者が稼働するSSを探し求めて道路渋滞・特定のＳＳへの長蛇の行列が
生じ、報道でも問題視された。 

• 特に、SSの停電に対する脆弱性が再認識された。平成28年4月16日(土)早朝の地震により、 
4月18日(月)時点でも、南阿蘇村内の全11SS中、停電を免れた３SSを除き、８SSが稼働停
止・音信不通（後日、2SSは設備被災、２SSは震災以前より廃業済であることが判明）。 

• 被災者・避難者に対する稼働SSの早期の情報の公開が求められる一方で、広域停電発生時に
被災住民が利用可能なSS数の一定数の確保も不可欠。 

  ⇒自家発電機を備え、災害時にも地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点SS」を 
    整備していく。                   

＜南阿蘇市のＳＳの行列＞           ＜車中泊する避難者＞          ＜阿蘇市の中核ＳＳが自家発を用いて稼働を継続＞ 
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⑦システム改革 
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施策フレーム（総括）⑦システム改革 
 

 自由競争による果実（効率化）の最大追求と、 
 公益性の担保（供給力担保、非化石化等）の両立に挑む。 
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エネ基・ミックス等 
での方針 

進捗 今後の方向性 

競争を通じた料金抑制
やサービスの多様化等
を推進するための電
力・ガスシステム改革の
着実な実施と更なる推
進 

小売全面自由化をはじめとし
た電力・ガスシステム改革の断
行 

・小売事業全面自由化(電力
2016年、ガス2017年) 
・電気事業法等の改正 
<第一段改正(2013年)> 
電力広域的運営推進機関を設
立(2015年4月) 

電力取引監視等委員会設立
(2015年9月) 

<第二段改正(2014年)> 
電力小売事業全面自由化
(2016年） 

＜第三段改正(2015年)＞ 
ガス小売事業全面自由化
（2017年） 
送配電部門／導管部門の法的
分離（電力2020年、ガス2022
年） 

•スマートメーターの普及 

＜法律の着実な施行＞ 
•旧一般電気事業者の送配電部門
の法的分離(2020年) 

•ガス大手３社の導管部門の法的分
離（2022年） 

 
•スマートメーターの全戸普及(2020年
台早期) 

自由競争と公益性を両立させ
る市場整備 

•調整力の公募調達の開始
（2016年）、 

 グロスビディング（2017年） 

  の開始 
・自主的取組の推進/改善 

• ベースロード電源市場の創設 
• 連系線利用ルールの整備(間接オー
クション) 

• 必要な供給力・調整力の確保(容
量市場、需給調整市場の創設) 

• 非化石価値取引市場の創設 
• デジタル化・グローバル化による産業
競争力強化を促進 
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施策フレーム（詳細）⑦システム改革  ～これまでの取組と成果～   
 

 電力広域的運営推進機関の設立を皮切りに、システム改革のステップを着実に実施 

実行した政策 成果 

広域連携による
需給安定 
 

• 電力広域的運営推進機関を設立 
  （2015年4月） 
 

• 計4回広域融通を発動し、需給安定化に寄与 
  【2015年度2回、2016年度2回】 
• 長期的な系統整備の基本方針を策定 
• 地域間連系線等の増強を推進。 
 【50/60Hz周波数変換装置：2020年、2027年、 
 北本連系線：2019年、東北東京間連系線：2027年】 

小売事業の全面
自由化（電力・
ガス） 
 

• 電力は2016年、ガスは2017年に、家庭部門も含め
て小売事業を全面自由化し、需要家にとって供給事
業者の選択の幅が拡充。 
 

• 相次ぐ小売電気事業者の新規参入 
• 【 135社（2016年3月）→409社（2017年7月）】 
• 切替率は10％目前。 
• 新電力の料金単価は、規制料金に比べ平均約4%安価に。 
• ガスの料金単価は、新規参入者による料金値下げが発生。 
• 電気・ガスのセット割やトラブル時の駆けつけサービスなど、従

来の事業の垣根を越えたサービスが展開。 

送配電部門・導
管部門の中立化 
 

• 電力は2020年、ガス大手３社は2022年に法的分
離を実施することを定めた改正法が成立した。 

• 法的分離に向けた行為規制の詳細を検討。 
 

• 法的分離により、送配電部門や導管部門の一層の中立的な運営を
確保し、グループ内の会社を優遇することのないよう適切な行為規制
を措置することを決定。 

電力・ガスの市場
監視体制の整備 
 

• 2015年9月に電力取引監視等委員会を設立
（2016年4月に電力・ガス取引監視等委員会に
改称）。電力及びガス分野における市場監視や健
全な競争を促す。 

 

• 相場変動を行っていた東電EP並びに、電気使用量の確定通
知遅延を起こした東電PGに対し、勧告を実施した。 

• 全ての需要家が負担する託送料金について、2015年に電力、
2016年にガスの料金審査を実施し、最大限の効率化を踏ま
えたものになっているか確認した。 

インフラの整備 
 

• 2020年代早期に、全需要家へのスマートメーターを
設置する方針の決定 

• スマートメータ-の設置 
  【約35％（2016年度末）】 

116 



施策フレーム（詳細）⑦システム改革  ～更なる課題と今後の方向性～ 
 

 自由競争と公益性を両立させる市場整備を行い、システム改革を貫徹。 
 新たな付加価値の創造を目指して、グローバル視点での産業競争力強化にも全力。 

更なる課題 今後の取組・方向性 

広域メリットオー
ダーと新電力の
競争力確保 
 

• 安価なベースロード電源への限定的な新電力のアクセス 
 
 

• 連系線利用の固定化による広域メリットオーダーの阻
害 

 

• 大手電力会社が保有するベースロード電源を供出させるベー
スロード市場を創設し、新電力のアクセス確保を促進。
（2019年度目途で導入） 

• 価格の安い電源順に送電することを可能とする間接オーク
ションの導入により公平な競争環境を整備（2018年度目
途で導入） 

必要な供給
力・調整力を 
確保 

• 自由化の進展や再エネの導入拡大に伴う稼働率や市
場価格の低下による、発電投資の意欲が減退と、中長
期的な供給力不足への対応。 

• 一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量市場
を創設し、効率的に中長期的な供給力・調整力の確保を図
る。（2020年度目途で導入。） 

広域的な調整
力の調達と有
効活用 

• 自由化の進展や再エネ導入拡大等を踏まえた、効率的
な調整力確保の実現。 

• 柔軟な調整力の調達や取引を行う需給調整市場を創設し、
調整力の確保をより効率的に実施をする。（2020年度目途
導入。） 

非化石電源の
導入拡大 
 

• 卸取引所を介して取引された電気の非化石価値埋没と、
それに伴う高度化法の目標が達成困難となる懸念。 

• ＦＩＴの国民負担増大の懸念。 

• 非化石価値を顕在化し、取引を行う非化石価値取引市場を
創設し、高度化法の目標達成を後押しするとともに、ＦＩＴの
国民負担低減を図る。 
 

システム改革を
通じた産業競
争力の強化 

• 電力・ガス産業の世界的競争市場に勝ち抜くため、イ
ンフラのデジタル化、サイバーセキュリティ対策の強化、
国際展開の推進の必要性。 

• データプラットフォームの構築を行うとともに、サイバーセキュリ
ティの国際協力強化や、国際ルールの形成、官民連携を推
進する。 
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 2000年以降、小売市場は段階的に自由化し、2016年４月に全面自由化。 

 新たに８兆円の市場が自由化し、合計１８兆円の市場で競争が活発化。 

【契約kW】 

【2,000kW】 

【500kW】 

【50kW】 

対象需要家 
（イメージ） 

大規模工場 

中規模工場 

小規模工場 
スーパー 
中小ビル 

コンビニ 
町工場 
家庭 

2000年3月～ 2004年4月～ 2005年4月～ 2016年4月～ 

自由化部門 
（電力量26%） 

自由化部門 
（電力量40%） 

全
面
自
由
化 

自由化部門 
（電力量62%） 

 
※電力量は13年度 規制部門 

（電力量74%） 

規制部門 
（電力量60%） 

規制部門 
（電力量38%） 

 
※電力量は13年度 

（注） 

（注）需要家保護のため、経過措置として、少なくとも2020年まで 
    料金規制を残す（需要家は規制料金も選択可能）。 

電気の小売全面自由化（2016年4月） 
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都市ガスの小売全面自由化 

（注１）小売全面自由化後も、需要家保護の観点から、競争が進展してない地域においては、経過措置として小売料金規制を存続させる。 

（注２）年間使用量の多寡によって大口・小口に分かれる。各シェアは大手１０社のガス販売量に占める大口供給販売量の割合（平成２５年度実績）。 

大
口 

小
口 

【200万㎥】 

【100万㎥】 

【50万㎥】 

【10万㎥】 

1995年～ 1999年～ 2004年～ 2007年～ 

自由化部門 自由化部門 自由化部門 自由化 部門 

 
 

・大規模工場 
・大規模病院 等 

・中規模工場 
・中規模ホテル 等 

・大規模ホテル 規制部門 

・小規模工場 
・中規模病院 
・小規模ホテル 等 

規制部門 

規制部門（地域独占） 

規制部門 
・家庭 
・事務所/コンビニ 等 

ガス販売量 ５３％ 

ガス販売量 ４７％ 

ガス販売量 ５７％ 

ガス販売量 ４３％ ガス販売量 ３６％ 

ガス販売量 ６４％ 

ガス販売量 ４９％ 

ガス販売量 ５１％ 

【年間 
使用量】 

自由化 部門 

2017年～ ・ 

全面自由化 

 都市ガスの供給については、これまで都市ガス会社が独占的に供給してきたが、1995年から
大口を対象とした部分自由化を開始。 

 家庭などの小口については、現在も都市ガス会社による供給独占となっており、今回の小売全
面自由化により、都市ガス会社以外の者が全ての需要に対して供給することが可能となった
（2017年４月１日）。 
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• 電力システム改革を貫徹するため、更なる競争活性化に向けた施策と、市場原理のみ
では解決が困難な公益的課題の克服を図るための施策を検討し、一体的に提示。 

 

 
 

 

 

 
 
  

Ⅱ．廃炉・賠償、安全・防災等 Ⅰ．環境・再エネ導入・安定供給 

 

（１）ベースロード電源市場の創設 
  －新電力によるベースロード電源（石炭火力、大型水力、原子力等）へのアクセスを容易にするための市場を創設す

るとともに、大手電力会社が保有する同電源を市場供出させることを制度的に求め、更なる競争活性化を促す。 

（２）連系線利用ルールの見直し（間接オークションの導入） 
   －地域を跨ぐ送電線（連系線）の利用ルールを、現行の先着優先から、コストの安い電源順に利用することを可能と

する間接オークション方式に改めることで、広域メリットオーダーの達成と競争活性化を促す。 

１．更なる競争活性化 

２．自由化の下での公益的課題への対応 

（１）容量メカニズムの導入 
 －卸電力取引の活性化、再エネの導入拡大下においても、

中長期的に必要な供給力・調整力を確保するための仕組
みを導入。 

（２）非化石価値取引市場の創設 
 －高度化法による目標（非化石電源比率44％）達成と、

FITの国民負担を軽減に資するため、小売事業者が非化石
価値を調達できる市場を創設。 

 （１）自由化の下での財務・会計に関する措置  
  －原子力事故の賠償の準備不足分を公平に回収。 
  －１Ｆ廃炉のための「管理型積立金制度」を創設。 
  －依存度低減・廃炉の円滑な実施のための廃炉会計制度

を継続するため、託送料金の仕組みを利用。 

 （２）自主安全・防災連携の加速（再掲） 
  －継続的な原子力の安全性向上のための自律的システム

の確立に向けた取組。 

電力システム改革貫徹小委員会中間とりまとめ（17年2月） 

120 



今後の市場整備の方向性について 

• 今後、更なる競争活性化を促し、また、再エネの導入や安定供給の確保といった公益的課題への対応を行っ
ていくために、卸電力市場の活性化・新市場の整備を行い、電力システム改革を更に進めていくこととしている。 

価値 価値の概要※1 卸電力市場※２ 容量市場※3 
調整力公募 

→ 需給調整市場 
非化石価値
取引市場 

kWh 実際に発電された電気 ○ ○ 

kＷ 
将来の発電能力 

（供給力） 
○ ○※5 

ΔkW 短期間の需給調整能力 ○ 

非化石※4 非化石電源で発電された
電気に付随する環境価値 

○ 

（※１）上図は電源を想定して記載しているが、ネガワット等は需要制御によって同等の価値を生み出すことが可能。 
（※２）ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ電源市場は、一義的にはkWh価値を取引する卸電力市場（先渡市場の一部）として整理可能であるが、 
    同市場におけるkW価値の扱いについては、今後整理が必要。 
（※３）容量市場においては、電源の最大出力に調整係数を乗じる等し、供給力として見込めるものを取り扱うkW価値と定義する。 
（※４）環境価値は非化石価値に加えて、それに付随する様々な価値（ゼロエミ価値等）を包含した価値を言う。 
（※５）調整力公募ではkW価値はΔkW価値と一体で取引されているが、需給調整市場で同価値を取引するかは今後要検討。 
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ベースロード電源市場創設の概要 

• 石炭火力や大型水力、原子力等の安価なベースロード電源については、大手電力会社
が大部分を保有しており、新電力のアクセスは極めて限定的。 

• その結果、新電力はベースロード需要をＬＮＧ等のミドルロード電源で対応せざるを
得ず、大手電力会社と比して十分な競争力を有しない状況が生じている。 

• このため、新電力も大規模なベースロード電源へアクセスすることを容易とするため
の新たな市場（ベースロード電源市場）を創設するとともに、同市場を適切に機能さ
せるための実効的な仕組を導入することで、小売競争を更に活性化する。 

旧一般電気事業者と新規参入者の供給力構成の違いとベースロード電源市場（イメージ） 

ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ(石炭火力、大型水力、原子力等) 

ミドル 

（ＬＮＧ等） 

ピーク 

(石油等) 

ピーク 

(石油等) 

0   3   6   9   12   15   18   21   24(時) 

ミドル 

（ＬＮＧ等） 

ベースロード 
（石炭等） 

0   3   6   9   12   15   18   21   24(時) 

ベースロード電源市場 

（新設） 電源供出 電源調達 

VS 

更なる競争 
を促進 

ベースロード不足分（ミドルで代替） 

＜新規参入者＞ ＜旧一般電気事業者＞ 
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先着優先から間接オークションへの連系線利用ルールの見直し 

• 地域間を結ぶ連系線の利用ルールには、（1）利用申込順によって決める方法（先着優先）、（2）コストの

安い電力を優先する方法（オークション）がある。 

• 従来、日本は（1）の方法を採用していたが、よりコストの安い電源から動かす（広域メリットオーダー）ため、

2018年下期から（2）へ変更予定。（欧米ではオークション方式が主流） 

• さらに、連系線を利用できる電力を、卸電力取引所で取引される電力に限定していくため（広域機関ルール（
業務規程・送配電等業務指針）にて規定予定）、 卸取引活性化にもつながる。 

（今後） 

①～④は優先順位 

（現在） 
申込順 

連系線利用ルールのイメージ 
（４つの利用計画分を送電できる容量があると仮定） 

利用計画１（８円／kWh） 

利用計画２（１０円／kWh） 

利用計画３（７円／kWh） 

利用計画４（２５円／kWh） 

利用計画５（５円／kWh） 

利用計画６（１７円／kWh） 

売入札価格１（８円／kWh） 

売入札価格２（１０円／kWh） 

売入札価格３（７円／kWh） 

売入札価格４（２５円／kWh） 

売入札価格５（５円／kWh） 

売入札価格６（１７円／kWh） 

① 
② 
③ 

④ 
① 

② 

③ 
④ 
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容量市場の創設 

• エネルギーミックスの達成に向け、太陽光・風力発電といった自然変動電源の導入の
ためにも、調整電源の必要性が高まっている。他方、調整力となる火力発電は再エネ
拡大による稼働率低下が想定される。 

• さらに、電力システム改革による卸電力取引の拡大にともない、電源の投資回収の予
見性が低下。必要な供給力及び予備力を確保するための電源設備の新設及び維持が困
難になっていくことが想定される。 

• このため、発電能力容量（kW）に応じて、稼働していない期間（kWh=０の期間）で
も一定の収入を得られる仕組み（容量市場）を導入する。 

容量市場による投資費用回収イ
メージ 

固定費 
（減価償却費等） 

可変費 
（燃料費等） 

稼働期間 非稼働期間 

発電費用 

売電収入 
（稼働中のみ） 

稼働期間 非稼働期間 

発電収入 

容量メカニズムによる収入 
（稼働の有無に関係なく収入） 

稼動しているかどうかに
関わらず収入が得られ
る仕組み 
（容量メカニズムで固
定費の全てをカバーす
るわけではない） 

朝 昼 夜 

実際の 
電力需要 

太陽光・風力の発電量 

電力需要と発電量のイ
メージ 

火力等の発電量 

ベースロード電源の 
発電量 

調整火力の確保が必要 

124 



非化石価値取引市場創設 

• 高度化法により、小売電気事業者は一定割合（2030年度に44%）の非化石電源（再エ
ネ、原子力）を調達する必要があるが、新規参入者には非化石電源を調達する手段が
限定されており、制度整備なくして高度化法の目標達成が困難な面もある。 

• また、FIT送配電買取が開始された後は、一部FIT電源は取引所を介して取引されるこ
とになり、既存の枠組みではその価値が埋没してしまうおそれがある。 

• このため、非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化
石電源調達目標の達成を後押しするとともに、FIT制度による国民負担の軽減・需要家
の選択肢の拡大に資する新たな市場（非化石価値取引市場）を創設する。 
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各制度等 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度～ 

各市場制度の導入時期について 

• 個別事情、並びに全体の整合性に鑑み、今後、各制度の導入時期等を以下のとおり設
定する。 

ベースロード 
電源市場 

連系線利用 
ルール 

容量市場 

非化石価値 
取引市場 

その他市場 

取引開始 受渡開始 

間接オークションの導入 
（同時に経過措置を付与） 

間接的送電権等の導入 

取引開始 

取引開始 
（FIT電源のみ） 

取引開始 
（全非化石電源） 

リアルタイム 
（需給調整） 
市場創設 

グロス・ビディング 
開始 

：導入目標 
：導入目安 

容量契約発効 

少なくとも 
同時期 ベースロード電源 

市場が先行 

*先物市場についても、可能な限り早期に立ち上げることを目指し、引き続き検討。 126 



その他 
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 エネルギー政策の実行にあたっては、国民の皆様の御理解・御協力が不可欠。 

 時代に合わせた情報発信を意識しながら、客観的で多様な情報を、国民各層に、分かりやすい形で
提供していく。 

シンポジウム・講演会の実施 

２０１６年１月以降、化石エネルギーや再生可能エネル
ギー、原子力等のエネルギーミックスに対して理解を深めて

いただくため、シンポジウム、講演会等を開催。 全国２３

７会場（参加人数１２，９１５人）において実施。 

また、地層処分の取り組みについてのシンポジウム等も全国

４５会場（参加人数７，５００人）で実施。 

インターネットを活用した今後のエネルギー広報 

①エネルギーに関する基本的な内容を簡潔に解説した記
事や、②詳しく知りたい方向けの専門的な内容を分かりや

すくした解説等をHPに掲載し、広くネットを活用した広報を

実施していく予定。  

エネルギーに関するパンフレットの作成 

エネルギーについて広く理解を求めるため、エネルギーに関するパンフレ
ットを作成・配布。平成２８年度は、１５万部を作成し、全国の自

治体や、商工会、科学館、エネルギー関連企業、駅や大学生協など

に配布。 

国民理解活動に向けた取組（シンポジウムなど） 
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2015年12月 

パリ協定採択 

2016年5月 

パリ協定作業部会（APA）発足 

（COP21決定パラ11） 

2016年4月22日 

パリ協定署名式 

（COP21決定パラ3） 

2020年までに 

2025年目標の国は新しい目標を提出 

2030年目標の国は目標の再提出・更新 

（COP21決定パラ23,24） 
 

長期低排出発展戦略の提出 

（COP21決定パラ35） 

2018年中に 

緩和に関する全体努力の 

促進的対話 

（COP21決定パラ20） 
 

1.5℃に関するIPCC特別 

報告書 

（COP21決定パラ21） 

2016年5月2日 

約束草案の効果の総計に関する 

統合報告書の改訂版公表 

（COP21決定パラ19） 

2025年より前に 

資金に関する新たな定量的な 

全体の目標を設定 

（COP21決定パラ53） 

2016年11月（COP22） 
実施に関する促進的対話 

（COP21決定パラ115） 
 

協定発効後の最初のCOPで 

パリ協定締約国会議（CMA） 
発足 

（協定第16条6） 

2023年から5年おきに 

グローバルストックテイク 

（協定第14条2） 

2016年 

2017～2019年 

2020年以降 

 パリ協定で定められた今後のタイムライン 
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６月１日、トランプ大統領は、ホワイトハウスにおいて、米国のパリ協定からの脱退を表明
した。主要なポイントは以下のとおり。 
 

1. パリ協定は、経済成長を鈍化させ、雇用を喪失させるものであり、米国第一主義に 
反するものであり、米国は脱退する。米国にとって公平な条件でのパリ協定再加入の
交渉、または、全く新しい取引（really entirely new transaction）を開始 
する。前政権が定めた排出削減目標（NDC）を撤廃し、緑の気候基金（GCF）
への拠出も止める。 

2. パリ協定は米国の富の世界への再分配。パリ協定は、米国に非現実的な目標による
排出削減努力を強いる一方、中国は数年にわたり排出できる。2030年まで中国の
排出は増える。 

3. 米国は、既にクリーンなエネルギー供給を行なっており、パリ協定なしでも、排出削減は
可能。パリ協定は米国でのクリーン・コールの開発を実質的に止める一方で、中国、 
インド、欧州はパリ協定の下でも石炭火力発電所建設が継続可能となっている。 

4. オバマ政権は緑の気候資金(GCF)の初期費用30パーセントに相当する30億ドルを
約束したが、借金を抱える米国の納税者が他国のエネルギー供給のために負担する
べきではない。 

5. パリ協定からの脱退は米国の主権を再確立するもの。仮にパリ協定に残留すれば、 
大きな訴訟上のリスクに直面する。 

ホワイトハウスにおいて演説する 
トランプ大統領 

（6月1日 CNN） 

[...] the United States will withdraw from the Paris Climate Accord [...] but begin negotiations to reenter either the Paris 
Accord or a really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its 
people, its taxpayers. [...] Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord 
and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.  This includes ending the 
implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund which is costing 
the United States a vast fortune. [...] 

ドナルド・トランプ米国大統領のパリ協定脱退表明 
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地球温暖化対策計画 

  

○我が国の地球温暖化対策の目指す方向 

• 2030年度において、2013年度比26.0％減（2005年度比25.4％減）の水準にする 

中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けた取組 

• パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みのもと、主要排出

国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成

長を両立させながら、 

• 長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す。 

• このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。 

• したがって、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決

を最大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつ

つ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献

していくこととする。 

長期的な目標を見据えた戦略的取組 

• 地球温暖化対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発である。 

• 「エネルギー・環境イノベーション戦略」に基づき、革新的技術の研究開発を強化していく。 

• 我が国が有する優れた技術を活かし、世界全体の温室効果ガスの排出削減に最大限貢献。 

世界の温室効果ガスの削減に向けた取組 

三
条
件 

三
原
則 
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長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書（概要） 

 持続可能な発展が地球温暖化対策の大目的。地球温暖化防止のためには、地球全体の温室効果ガス削減が必要。 

 2050年80％削減は、現状及び近い将来に導入が見通せる技術＊をすべて導入したとしても、農林水産業と2～3の産業しか許容されない水準。これまでの閉じた対策（国内、業種内、既存技術）で
地球温暖化問題に立ち向かうには限界。＊民生:オール電化又は水素利用、運輸:ゼロエミ又はバイオマス燃料への転換、エネルギー転換:再エネ・原子力・CCS付火力による電力の100％非化石化等 

 そこで、「国際貢献」、「グローバル・バリューチェーン」、「イノベーション」で我が国全体の排出量を超える地球全体の排出削減（カーボンニュートラル）に貢献する『３つのゲームチェンジ（『地球温暖化対策
３本の矢』）』を基礎とした『地球儀を俯瞰した温暖化対策』を長期戦略の核としていく必要。 

＜１＞３つのゲームチェンジ（地球温暖化対策『３本の矢』） 

① 我が国には、素材、機械、電機・電子、自動車、インフラ等、高度な技術に裏打ちされた高性能（高効率）
な製品・サービスを生み出す産業・知的基盤が存在。 

② 製品ライフサイクルで見ると、使用段階での排出が大半を占めており、素材・製品・サービスの生産部門での
削減から、グローバル・バリューチェーンでの削減へと視野を広げることが重要。 

③ 我が国の産業界は、既に世界トップクラスのエネルギー効率を実現しているが、更に低炭素製品・インフラを国
内外に普及させることで、2020年度に約10億トン以上、2030年度に約16億トン以上の地球規模の削減
に貢献しうる。 

＜２＞３つのゲームチェンジ（３本の矢を効果的に打つ）にあたっての論点・ファクトの整理、方向性 

不確実性（科学、将来社会、国際情勢）と共存する戦略 気候変動をめぐる金融・投資の動き   カーボンプライシング（諸外国の教訓、暗示的コスト） 海外展開のための環境整備 

 官民でのグローバル市場獲得： 
CCSを軸とした産油国等との二国間協力、 
途上国のNDC達成支援 

『地球儀を俯瞰した地球温暖化対策』 
－全ての主体（国、企業、個人）がカーボンニュートラルに向け貢献－ 

（３）イノベーションでカーボンニュートラルへ 

（２）グローバル・バリューチェーンでカーボンニュートラルへ 

 投資家等の気候変動への関心が向上。 
気候変動をリスク・機会と捉え、関与する動き
（ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ、ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｲﾅﾝｽ）。 

 情報開示や対話を通じた企業と投資家等の
間での好循環のため、日本の実態に即した取
組の検討が必要。 

 大目的の明確化「持続可能な発展」 

 強さ「後悔しようのない必須アクションの実施」
「将来を見据えた戦略的オプションの追求」 

 しなやかさ「柔軟性とマイルストーン」「継続的
PDCAによるその時々の最善策」 

① 我が国は、JCMに加え、ODA、JBIC等の公的ファイナンスを活用して日本の優れた低炭素技術 
で世界の削減に貢献。しかし、日本の貢献として定量化されているのは上記のうちJCMのみ。 

② 今後、日本による世界の削減量を定量化し、我が国全体の排出量を超える国際貢献を行い、
これを積極的に発信する。こうした取組を通じて、各国が貢献量の多寡を競い合う新たなゲームへ。 

③ 中長期の削減ポテンシャルは、JCMパートナー国を中心としたアジア、中南米、中東地域の 
主要排出国10か国を対象とした試算で、2030年に約29億トン、2050年に97億トン。 

D. 日本の 
削減貢献量の全体 

A. JCM／CDM
（日本の取得分） 
協力的クレジット制度に 
基づき移転した削減量 

日本の取得量：約0.9億トン 

B. JCM／CDM 
（削減貢献量全体） 

日本が参加したCDMプロジェクト：約5.0億トン 

C. グローバル削減貢献量 
B.+円借款プロジェクトによる削減量 

（試算値）：約9.5億トン 

削減貢献のイメージ（中国の例） （１）国際貢献でカーボンニュートラルへ 

① 「エネルギー・環境イノベーション戦略」で特定した技術分野を合わせると、全世界で数10～100億トン規模
の削減ポテンシャルが期待される。 

② 有望10分野に関するロードマップを作成し、政府一体となった研究開発体制を構築。 

③ 新たなプロジェクトの立ち上げの検討や産業界主体の取組 を促すべく、産学官連携の下、研究者・技術者間
でボトルネック課題の特定を目指すための新たな場（「ボトルネック課題フォーラム（仮称）」）を設置。 

削減貢献のイメージ 
（第一約束期間の中国の例） 

 低炭素技術の国際競争力強化： 
海外実証・制度整備等による切れ目ない 
支援、IoTを活用した排出削減プロジェクト 

 カーボンプライス：エネルギー本体価格やエネル
ギー諸税等を合算すると、日本は既に高額な
カーボンプライスを負担。 

 国際水準との比較や既存施策による措置を考
慮すると、現時点ではカーボンプライシング施策の
追加的措置は必要な状況にない。 132 


